
巻
頭
言
囲
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
と
道
楽
都
市

出
蛭溌
長

岩
圏

哲
人

1

随

筆
囲
美
し
い
道
路

楽
し
い
道
路

吉
井

一
弥

3

高
速
道
路
の
料
金
と
制
度
-
道
路
行
政
に
ひ
と
こ
と
-

N
H
K
解
説
主
幹

横
島

庄
治

5

特

集
/
道
路
構
造
令
等
の
改
正

道
路
構
造
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
課
長
補
佐

木
下

慎
哉

7

特

集
/
道
路
交
通
管
理
に
関
す
る
最
近
の
話
題

車
両
制
限
令
の
改
正
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
課
長
補
佐

小
林

浩
史

18

路
上
放
置
車
両
問
題
へ
の
取
り
組
み
状
況

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
課
長
補
佐

小
林

浩
史

お

交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
の
概
要
と
活
動

財
団
法
人
交
通
事
故
総
△雰
析
セ
ン
タ
ー
常
務
理
事

田
尻

文
宏

34

V
I
C
S
デ
モ
実
験
開
催
さ
れ
る

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
道
路
交
通
情
報
係
長

谷
村

昌
史

館

財
団
法
人
駐
車
場
整
備
推
進
機
構
の
概
要

財
団
法
人
駐
車
場
整
備
推
進
機
構
事
務
局

鮒

最
近
の
道
路
管
理
の
傾
向
と
対
策
等

建
設
省
青
森
ェ
事
事
務
所
道
路
管
理
第
課
長

山
口

新

一

術

阪
神
高
速
湾
岸
線
出
島
!
泉
大
津
間
開
通
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課

邸

!ー月号の特集テーマは ｢冬期の道路管理｣ の予定です。 -

一
シ
リ
ー
ズ
/
あ
の
道

こ
の
道

-

人
.
自
然
に
優
し
く
美
し
い
道
路
空
間
の
創
造

中
部
地
方
建
設
局
岐
阜
国
道
ェ
事
事
務
所
調
査
課

卸

豊
か
な
自
然
と
出
合
う
み
ち

山
形
県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

富
樫

英

観

道路行政セミナー

本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お
い
-

て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
…

て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。
ま
た
肩
…

書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施
時
の
も
の
…

で
す
。



道
路
構
造
令
等
の
蔀
を
改
正
す
る

政
令
に
つ
い
で

建
設
省
道
路
局
路
政
課
課
長
補
佐

木
下

慎
哉

は
じ
め
に

道
路
の
新
設
･
改
築
を
行
う
際
の
最
も
基
本
的
な
構
造

基
準
で
あ
る
道
路
構
造
令
は
、
昭
和
四
五
年
に
全
面
改
正

を
行
い
、
昭
和
五
七
年
に
一
部
改
正
を
行
っ
た
も
の
の
、

そ
の
基
本
的
な
構
成
は
当
時
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
後
、
自
動
車
社
会
の
進
展
に
伴
い
、
交
通
渋
滞
、
交
通

事
故
、
環
境
問
題
な
ど
へ
の
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
生
活
の
豊
か
さ
を
求
め
る
動
き
、

良
好
な
環
境
の
創
造
、
高
齢
化
、
国
際
化
、
一
極
集
中
の

是
正
、
物
流
の
高
度
化
な
ど
、
新
た
な
社
会
変
化
に
対
応

す
る
必
要
も
生
じ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
建
設
大
臣
は
平
成
五
年

一
月
二
六
日
、

｢二
一
世
紀
に
向
け
た
新
た
な
道
路
構
造
の
あ
り
方
L
を

道
路
審
議
会
に
諮
問
し
、
そ
れ
を
受
け
、
道
路
審
議
会
で

は
平
成
五
年
一
月
以
降
、
六
回
に
わ
た
る
審
議
を
重
ね
、

平
成
五
年
七
月
二
三
日
、
｢二
一
世
紀
に
向
け
た
新
た
な

道
路
構
造
の
あ
り
方
｣
に
つ
い
て
の
中
間
答
申
を
と
り
ま

と
め
た
。

中
間
答
申
で
は
、
｢人
間
の
復
権
、
良
好
な
環
境
の
創

造
｣
の
た
め
に
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
の
様
々
な
歩
行
者

等
の
行
動
、
地
域
や
施
設
特
性
に
応
じ
た
幅
員
、
た
ま
り

空
間
の
充
実
な
ど
が
、
物
流
の
高
度
化
へ
の
対
応
の
た
め

に
車
両
総
重
量
の
制
限
の
緩
和
な
ど
が
提
唱
さ
れ
た
。

こ
の
中
間
答
申
を
受
け
、
道
路
構
造
令
、
車
両
制
限
令
、

道
路
法
施
行
令
等
を
改
正
す
る
た
め
、
｢道
路
構
造
令
等

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
｣
(平
成
五
年
政
令
第
三
百
七

十
五
号
)
が
平
成
五
年
一
一
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
、
同

日
施
行
さ
れ
た
。

車
両
制
限
令
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
特
集
/
道
路
交
通

管
理
に
関
す
る
最
近
の
話
題
に
つ
い
て

｢車
両
制
限
令
の

改
正
に
つ
い
て
｣
(
p
18
!
)
に
お
い
て
、
詳
細
に
と
り
あ

げ
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
道
路
構
造
令
及
び

道
路
法
施
行
令
の
改
正
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

｢

道
路
構
造
令
の
改
正

1

歩
道
等
の
最
小
幅
員
の
拡
大
等
に
つ
い
て

(第
一
〇

条
第
二
項
、
第
一
〇
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

一
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
九
条
第

一
項
、
第

四
〇
条
第

一
項
関
係
)

本
改
正
前
の
道
路
構
造
令
の
自
転
車
歩
行
者
道
、
歩
道
、

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
及
び
歩
行
者
専
用
道
路
の
最
小

幅
員
は
、
道
路
の
種
級
区
分
別
に
想
定
す
べ
き
人
と
自
転

車
の
交
通
状
況
の
組
合
せ
を
設
定
し
、
人
と
自
転
車
の
幅

の
諸
元

(そ
れ
ぞ
れ
原
則
○
･
七
五
m
、
一
m
)
を
乗
じ

道
路
構
造
令
等
の
改
正



て
決
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
際
、
自
転
車
歩
行
者
道
及
び
歩
道
に
つ
い
て
は
、

①
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
量
が
少
な
い
箇
所
、
②
長

さ
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
若
し
く
は
高
架
の
道
路
、
③

ト
ン
ネ
ル
、
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
経
済
性
等
を
考
慮

し
最
小
幅
員
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
が
存
在
し

た
。ま

た
、
自
転
車
道
に
つ
い
て
も
、
長
さ

一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
以
上
の
ト
ン
ネ
ル
に
関
し
、
同
様
の
最
小
幅
員
の
縮
小

特
例
が
存
在
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
今
般
、
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
の
改

正
を
行
っ
た
。

Q

自
転
車
及
び
歩
行
者
の
通
行
に
当
た
っ
て
の
安
全

性
、
円
滑
性
向
上
の
要
請
の
高
ま
り
、
用
地
費
の
高

騰
及
び
技
術
の
進
歩
に
よ
る
橋
等
の
建
設
コ
ス
ト
の

相
対
的
減
少
に
対
応
し
て
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
歩

道
に
つ
い
て
、
先
に
述
べ
た
②

(長
さ
五
〇
メ
ー
ト

ル
以
上
の
橋
若
し
く
は
高
架
の
道
路
)
及
び
③

(ト

ン
ネ
ル
)
の
場
合
の
最
小
幅
員
の
縮
小
特
例
を
廃
止

し
た
。

ま
た
、
同
様
の
理
由
か
ら
、
自
転
車
道
に
つ
い
て

の
長
さ

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ト
ン
ネ
ル
に
係
る

最
小
幅
員
の
縮
小
特
例
を
廃
止
し
た
。

②

身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
等
を
含
む
様
々
な
歩
行

者
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
に
対
応
し
た
道
路
構
造

と
す
る
た
め
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
歩
道
、
自
転
車

専
用
道
路
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
、
歩
行
者
専

用
道
路
に
つ
い
て
、
車
い
す
の
す
れ
ち
が
い
を
前
提

と
し
た
最
小
幅
員
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の

結
果
、
車
い
す
利
用
者
以
外
の
様
々
な
歩
行
者
の
安

全
か
つ
円
滑
な
通
行
に
必
要
な
幅
の
確
保
に
も
資
す

る
こ
と
と
な
る
。
(図
1
、
表
1
参
照
)

iS0、JIS(電動) 120cm

-

o

卸

3
)
る

120

0

伽
い

出典 : I S 0 7 1 9 3、 J I S T 9 2 0 1一 1 9 8 7、 J 1 S T 9 2 0 3一 1 9 8 7
I S O ;国際標準化機構 (Internationa1 organlzation for Standardizau on)

I S O規格は、手動および囮動車いす利用者の 8 5 % をカバーしている。

(2 ) 車いすの移動に必要な空間
①単路部の通行時に必要な空間

( 1 ) 車いすの最大寸法 ( I S 0、 J I Sの規格)

JIS(手動) 63cm
IS0、JIS( 70cm

左右のぶれを考慮した必要幅 1 0 o c m

図 1 身体障害者用車いすの諸元



前
述
の
と
お
り
、
の
及
び
②
の
観
点
か
ら
見
直
し
を

行
っ
た
結
果
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
歩
道
、
自
転
車
道
、

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
及
び
歩
行
者
専
用
道
路
の
最
小

幅
員
を
、
表
2
の
と
お
り
改
正
し
た
。

ま
た
、
自
転
車
歩
行
者
道
及
び
歩
道
の
幅
員
に
つ
い
て

は
、
後
述
す
る
ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
ベ
ン
チ
、
上
屋
の
標
準
的
な
最
低
規
格
を
勘

案
し
、
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
m
以
上
、
ベ

ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
m
、
そ
れ
ぞ
れ
最
小

幅
員
を
嵩
上
げ
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
今
回
改
正
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
第
三
人
条
に
つ

い
て
は
、
解
釈
が
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
通

り
、
｢道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ

い
て
応
急
措
置
と
し
て
改
築
を
行
う
場
合
｣
等
に
お
い
て

は
、
道
路
構
造
令
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

表 1 想定される利用者の組み合わせと最低幅員の変更

自転車歩行者道 歩 道

級
級

種
1
2

4
第
第
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※この表は改正の代表的なパターンであり、すべてのパターンを示したものではない。



[改正後] (単位 : m )

標 準
歩行者が
少ない道

路

第3種 (地方部) 2

第 4種
(都市部)

第 1級

第2級

3 . 6

2 . 7 5

2

第 3級

第4級

2

[改正後] (単位 : m )

標 準 特例値 loom以上

のトンネル

自転車道 2 1 . 5

歩道の最小幅員
[改正前]

標 準

歩行者が
少ない又
は50m 以
上の橋等
の道路

トンネル

第 3種 (地方部) ] . 5 1 1

第 4種
(都市部)

第 1級

第2級
3

2 . 2 5 1 . 5

1 . 5

1第 3級

第4級
1 . 5 1

自転車道の幅員
[改正前]

標 準 特例値 loom以上

のトンネル

自転車道 2 1 . 5 1

自転車歩行者専用道路の最小幅員

[改正前]

標 準 特例値

自転車歩行者専用道路 3 2 , 5

[改正後] (単位 : m )

標 準 特例値

自転車歩行者専用道路 4

[改正後] (単位 : m )

標 準 特例値

歩行者専用道路 2

歩行者専用道路の最小幅員
[改正前]

標 準 特例値

歩行者専用道路 1 , 5 1

自転車歩行者造の最小幅員
[改正前]

標 準

自転車及
び歩行者
が少ない

又は50m
以上の橋

等の道路

トンネル

第 3種 (地方部) 2 1 , 5 1 , 5

第 4種
(都市部)

第 1級

第2級

3 . 5
2 . 7 5 2

2

1 . 5第 3級

第4級
2 1 . 5

[改正後] (単位 : m )

標 準
自転車及
ぴ歩行者
が少ない
道路

第 3種 (地方部) 3

第4種
(都市部)

第 l級

第 2級

4 3

第 3級

第4級

3



2

歩
行
者
滞
留
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て

(第
二
条
の
二
関

係
)

歩
道
等
の
幅
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
種
級
区
分
等
に
応

じ
必
要
な
値
を
確
保
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
一徹
の
基
攪
の
下
で
、
次
の
よ
う
な
事

態
に
的
確

一

に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
安
全
か
つ
円
滑
な
歩
行
者

等
の
交
通
の
確
保
に
現
に
支
障
を
生
じ
て
い
た
。

の

相
当
数
の
横
断
歩
行
者
が
存
す
る
交
差
点
等
に
お

い
て
、
信
号
待
ち
を
す
る
者
が
歩
道
等
の
上
に
多
数

滞
留
し
、
通
過
交
通
を
妨
げ
る
場
合
。

②

利
用
者
の
多
い
乗
合
自
動
車
停
車
場
等
に
お
い
て
、

バ
ス
等
を
待
つ
者
が
歩
道
等
の
上
に
多
数
滞
留
し
、

通
過
交
通
を
妨
げ
る
場
合
。

害
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
歩
行
者
の
滞
留

に
よ
り
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
が

妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
主
と
し
て
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
歩
道
等

の
部
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
(図
2
参

照
)な

お
、
滞
留
交
通
は
、
あ
く
ま
で
も
歩
道
等
の
利
用
者

が
、
歩
行
の
過
程
で
歩
道
等
か
ら
出
る
こ
と
な
く
一
時
的

に
立
ち
止
ま
っ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
歩
行
者
交
通
と
し
て

の
本
質
に
何
ら
変
化
は
な
い
こ
と
か
ら
、
滞
留
交
通
の
た

め
の
ス
ペ
ー
ス
も
、
歩
道
の
部
分
と
し
て
設
け
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。

2 歩行者の滞留の用に供する部分のイメージ図
(交差点における信号待ちで歩行者が滞留する箇所)



3

橋
、
高
架
の
道
路
等
の
設
計
自
動
車
荷
重
の
見
直
し

(第
三
五
条
第
二
項
関
係
)

車
両
の
大
型
化
に
対
応
す
る
た
め
、
橋
、
高
架
の
道
路

等
の
設
計
自
動
車
荷
重
を
二
五
ト
ン

(現
行
二
〇
ト
ン
又

は
一
四
ト
ン
)
に
引
き
上
げ
、
大
型
の
自
動
車
の
交
通
の

状
況
を
勘
案
し
て
、
安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

改
正
後
の
道
路
構
造
令
第
三
五
条
第
二
項
に
お
い
て
は
、

①

橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造

の
道
路
は
、
そ
の
設
計
に
用
い
る
設
計
自
動
車
荷
重

を
二
五
ト
ン
と
し
、

②

当
該
橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構

造
の
道
路
に
お
け
る
大
型
の
自
動
車
の
交
通
の
状
況
を

勘
案
し
て
、
安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
と
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
印
に
お
い
て
お
よ
そ
橋

等
は
二
五
ト
ン
車
が
安
全
に
通
行
で
き
る
こ
と
を
旨
と
し

て
設
計
す
べ
き
旨
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
②
に
お
い
て

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
強
度
で
設
計
す
る
か
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
橋
等
に
係
る
大
型
車
の
通
行
状
況
に
応
じ
て
決
定
す

る
旨
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

4

経
過
措
置
(附
則
関
係
)

一
般
に
、
新
た
に
法
令
を
制
定
し
、
又
は
既
存
の
法
令

を
改
廃
す
る
場
合
に
、
従
来
の
秩
序
が
新
し
い
秩
序
に
円

滑
に
移
行
す
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
従
来
の

秩
序
を
あ
る
程
度
容
認
し
、
新
し
い
秩
序
の
設
置
に
暫
定

的
な
特
例
を
設
け
る
等
の
経
過
的
な
措
置
が
定
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
今
回
の
道
路
構
造
令
の
改
正
は
、
近
年
の

道
路
交
通
を
め
ぐ
る
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、

安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
改

正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
新
基
準
へ
の
速
や
か
な
移
行
が

要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
改
正
前
の
基
準
を
前
提
と

し
て
既
に
工
事
に
着
手
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
新

基
準
に
基
づ
き
再
度
設
計
を
見
直
し
て
工
事
を
や
り
直
す

こ
と
と
す
る
こ
と
は
、
工
事
開
始
時
点
で
予
測
可
能
性
が

な
か
っ
た
こ
と
や
、
二
重
の
投
資
と
な
り
国
民
経
済
上
も

問
題
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
政
令
の
施
行
の
際
に
、
現
に
新
設
、

改
築
の
工
事
中
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
定
に

適
合
し
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
で
も
、
昭
和
五
七
年
の
道

路
構
造
令
の
一
部
改
正
時
と
同
様
、
当
該
部
分
に
つ
い
て

は
改
正
後
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

道
路
法
施
行
令
の
改
正

(ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
の
道
路
の
附
属
物
へ
の
追
加
)

(第
三
四
条
の
三
第
二
号
関
係
)

近
年
、
ゆ
と
り
あ
る
質
の
高
い
道
路
の
整
備
を
行
う
こ

と
が
要
請
さ
れ
、
ま
た
、
高
齢
化
、
障
害
者
の
社
会
参
加

の
進
展
に
伴
い
、
高
齢
者
、
障
害
者
を
含
め
た
歩
行
者
が

道
路
を
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
例
え
ば

以
下
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
て
、
ベ
ン
チ
を
道
路
の
附

属
物
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

①

近
年
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
、
身
体
障
害
者
の
社

会
参
加
の
増
大
等
に
よ
り
、
歩
行
者
が
目
的
地
に
着

く
ま
で
の
歩
行
中
に
休
憩
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
が

増
加
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
病
院
、
福
祉
施
設
等

と
駅
等
と
の
間
な
ど
に
お
い
て
、
歩
行
者
が
休
憩
で

き
る
よ
う
な
施
設
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

②

国
民
の
生
活
様
式
の
変
化
に
伴
い
、
道
路
の
利
用

形
態
の
多
様
化
が
進
展
し
、
散
歩
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
な

ど
単
な
る
目
的
地
へ
の
移
動
の
み
を
目
的
と
す
る
の

で
は
な
い
利
用
形
態
も
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の

た
め
、
繁
華
街
、
住
宅
街
等
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

利
用
形
態
に
も
適
切
に
対
応
で
き
る
施
設
を
設
置
す

る
必
要
が
あ
る
o

③

特
に
高
齢
者
等
の
地
域
内
交
通
は
バ
ス
と
歩
行
を

組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
、
バ

ス
と
歩
行
と
の
結
接
点
を
適
切
に
整
備
し
て
い
く
こ

と
が
、
こ
う
し
た
交
通
形
態
の
円
滑
化
に
も
資
す
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
バ
ス
待
ち
の
歩
行
者
が

多
い
道
路
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
施
設
を
設
置

す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
道
路
上
の
露
天
に
設
置
さ
れ
た
ベ
ン
チ
は
、
降

雨
時
、
降
雪
時
に
お
い
て
は
水
に
濡
れ
る
こ
と
に
よ
り
使

用
不
可
能
と
な
る
た
め
、
そ
の
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
。
そ



こ
で
、
降
雨
時
に
お
い
て
も
ベ
ン
チ
の
機
能
を
保
ち
、
安

1

車
両
の
総
重
量
等
の
最
高
限
度
の
引
上
げ

(第
三
条

全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
常
時
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
に
、

第
一
項
関
係
)

雨
よ
け
、
雪
よ
け
の
た
め
の
当
該
ベ
ン
チ
の
上
屋
の
設
置

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
ベ
ン
チ
に
附
属
し
て

設
け
ら
れ
る
上
屋

(柱
上
に
屋
根
を
か
け
て
差
し
出
し
た

仮
屋
)
も
道
路
の
附
属
物
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
に
つ
い
て
は
、
｢道
路
管
理
者

の
設
け
る
も
の
｣
の
み
が
道
路
の
附
属
物
と
な
る
。
こ
れ

は
、
道
路
の
附
属
物
た
る

｢
ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
｣
は
、

単
に
バ
ス
事
業
者
等
の
要
請
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
道
路
管
理
者
が
道
路
の
管
理
上
必
要
で
あ
る
と
自

ら
判
断
し
、
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
道
路
の
附
属
物
と
し
て
設
置
さ
れ
る
以
上
、
こ

れ
ら
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
よ
り
、
ベ
ン
チ
、
上
屋
は
地
方
公
共
団
体
、

バ
ス
事
業
者
等
に
よ
り
占
用
物
件
と
し
て
も
設
置
さ
れ
て

い
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
占
用
物
件
と
し
て
の
設

置
が
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

三

車
両
制
限
令
の
改
正

詳
細
に
は
、
特
集
/
道
路
交
通
管
理
に
関
す
る
最
近
の

話
題
に
つ
い
て

｢車
両
制
限
令
の
改
正
に
つ
い
て
｣
(
p

18
!
)
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

概
要
の
み
紹
介
す
る
。

高
速
自
動
車
国
道
又
は
道
路
管
理
者
が
指
定
す
る
道
路

を
通
行
す
る
車
両
に
つ
い
て
、
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限

度

(現
行
一
律
二
〇
ト
ン
)
を
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に

応
じ
最
大
二
五
ト
ン
に
引
き
上
げ
た
。

2

車
両
の
総
重
量
等
の
最
高
限
度
の
特
例
の
拡
大

(第

三
条
第
二
項
関
係
)

の

車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
の
特
例
の
対
象
と
な

る
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
種
類

(従
来
バ
ン
型
、

コ
ン
テ
ナ
用
に
限
定
)
に
、
タ
ン
ク
型
、
幌
枠
型
、

自
動
車
運
搬
用
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
当
該
特
例

の
対
象
に
同
種
の
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
を
追
加
し

た
。

②

高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連

結
車
及
び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
総
重
量
の
最
高

限
度
の
特
例
を
軸
距
に
応
じ
最
大
三
六
ト
ン

(現
行

軸
距
等
に
応
じ
最
大
三
四
ト
ン
)
に
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
つ
い
て
、
長
さ

の
最
高
限
度
を
一
八
メ
ー
ト
ル
に
引
き
上
げ
た
。

四

そ
の
他

お
わ
り
に

今
回
の
改
正
は
、
取
り
急
ぎ
対
応
す
べ
き
課
題
に
つ
い

て
改
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
道
路
審
議
会
の
最
終
答

申

(平
成
五
年
度
末
予
定
)
を
得
て
、
道
路
構
造
基
準
の

体
系
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
今
般
の
改

正
が
二
一
世
紀
に
向
け
て
質
の
高
い
道
路
ス
ト
ッ
ク
が
形

成
さ
れ
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

以
上
紹
介
し
た
も
の
の
ほ
か
に
も
、
所
要
の
改
正
を

行
っ
た
。



道
路
構
造
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
道
路
構
造
令

(昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
)

改

正

案

第

一一

種

区

分

第
三
級

第
四
級

第
一級

第
二
級

三 四 三

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
(

単
位

メ
ー
ト
ル
)

三

現

行

第
四
種

第

三

種

区

分

第
三
級

第
四
級

第
一級

第
二
級

二

三
･五 二

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
(単

位

メ
ー
ト
ル
)一

･五 二

-÷
七
五

-
‐
五

一
･五 二

-
‐
五

第
十
条

略

2

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
･五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で

き
しる
0

(抄
)

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

(自
転
車
道
)

第
十
条

略

2

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
･五
メ
ー
ト
ル
(長
さ
百
メ
ー
ト
ル
以
上

の
ト
ン
ネ
ル
に
あ
っ
て
は
、
一メ
ー
ト
ル
)
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

3

路
上
施
設
を
設
け
る
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前

3

路
上
施
設
を
設
け
る
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
表
の
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
ベ
ン
チ
の

項
の
表
の
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
並
木
を
設

上
尾
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設
け
る
揚

げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
･五
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ

に
あ
っ
て
は
一
･
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

て
は
〇
･五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と

は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
〇
･五
メ
ー
ト
ル
を

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ

　

　

加
え
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種

っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ

い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

4

略

4

略第
四
種

第

三

種

区

分

第
三
級

第
四
級

第
一級

第
二
級

一
･五 三

一
･五

歩
道
の
幅
員
(単
位

メ
ー
ト

ル
)

一

-
‐五

-÷
二
五 一

一

一
･
五 一

(歩
道
)

第
十
一条

略

2

略

3

歩
道
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
歩
道
の
幅
員

の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
歩

行
者
の
交
通
量
が
少
な
い
箇
所
(ト
ン
ネ
ル
を
除
く
。
)
又
は
長
さ

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
若
し
く
は
高
架
の
道
路
に
つ
い
て
は
同
表

の
歩
道
の
幅
員
の
欄
の
中
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
、
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い

て
は
同
表
の
歩
道
の
幅
員
の
欄
の
下
網
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

(歩
道
)

第
十
一条

略

2

略

3

歩
道
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
歩
道
の
幅
員

の
欄
の
上
岡
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
歩

行
者
の
交
通
量
が
少
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
歩
道
の
幅
員

の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

路
上
施
設
を
設
け
る
歩
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
の
歩

4

路
上
施
設
を
設
け
る
歩
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
の
歩

道
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ

道
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一

っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
･五
〆

･五
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
0
･
五
メ
ー
ト
ル
を

ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一メ
ー
ト
ル
、
そ
の

加
え
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種

他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
0
･五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同
頃
の
規
定
を

第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ

第
四
種

第

三

種

区

分

第
三
級

.･.･･.･･.･･.･.･･.･･.･･.･.･･.･･.･･.･.･･.･･.･･.･.･･.･･･

第
四
級

第
一級

第
二
級

二

三
･五 二

歩
道
の
幅
員
(単
位

メ
ー

ト
ル
)

二

--
･七
五

(自
転
車
歩
行
者
道
)

(自
転
車
歩
行
者
道
)

第
十
条
の
二

昭

第
十
条
の
二

略

2

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の

2

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
の
欄
の
ニ問
に
掲
テ
ろ
位
以
上
と
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
量
が
少
な
い
箇

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
量
が
少
な
い
箇

所
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に

所
(ト
ン
ネ
ル
を
除
く
。
〉
又
は
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
若

掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
く
は
高
架
の
道
路
に
つ
い
て
は
同
表
の
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員

し
く
は
高
架
の
道
路
に
つ
い
て
は
同
表
の
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員

の
梱
の
中
間
に
掲
げ
る
値
ま
で
、
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
は
同
表
の
自

転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
の
闇
の
下
問
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ

と
が
で
き
る
o



適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第

四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に

よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

5

略(歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
)

第
十
一条
の
二

略

第
十
一条
の
二

歩
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道

路
又
は
歩
行
者
専
用
道
路
に
は
、
横
断
歩
道
、
乗
合
自
動
車
停
車
所

等
に
係
る
歩
行
者
の
滞
留
に
よ
り
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
か
つ

円
滑
な
通
行
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設

け
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一条
の
三

略

第
十
一条
の
四

略

(橋
、
高
架
の
道
路
等
)

第
三
十
五
条

略

2

橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
道
路
は
、
そ

の
設
計
に
用
い
る
設
計
自
動
車
荷
重
を
二
十
五
ト
ン
と
し
、
当
該
橋

、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
道
路
に
お
け
る
大

型
の
自
動
車
の
交
通
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
安
全
な
交
通
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

3

酪(区
分
が
変
更
す
る
道
路
の
特
例
)

第
三
十
七
条

一般
国
道
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分

を
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
と
す
る
計
画
が
あ
る
場
合
又
は

都
道
府
県
道
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
市
町
村

道
と
す
る
計
画
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分
を
当
該
他
の
道

路
と
す
る
こ
と
に
よ
り
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
区
分
が
変
更
す
る
こ

と
と
な
る
と
き
は
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一項
、
第
三
項

及
び
第
五
項
、
第
七
条
第
一項
、
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

、
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
、
第
九
条
第
一項
、
第
十
条
第
一

項
、
第
十
条
の
二
、
第
十
一条
、
第
十
一条
の
三
第
一項
、
第
十
二

条
、
第
十
三
条
第
一項
、
"弟
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一

項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
並
び

に
第
三
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
後
の
区
分
を

当
該
部
分
の
区
分
と
み
な
す
。

の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

(橋
、
高
架
の
道
路
等
)

第
三
十
五
条

略

(自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
)

第
三
十
九
条

自
転
車
専
用
道
路
の
幅
員
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
自
転
車
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

一一･
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
5
5

略

6

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、

第
三
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
及
び
前
条
第
一項
の
規
定
(自
転
車

歩
行
者
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一条
の
二
を
除
く
。
)
は
、

適
用
し
な
い
。

(歩
行
者
専
用
道
路
)

第
四
十
条

歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域

及
び
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
も
の
と
す
る
。

5

歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
一条
ま
で
、

第
十
一条
の
三
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
及
び
第
三
十
八
条
第
一項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
)

第
三
十
九
条

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
幅

員
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の

状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
二
･五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
5
5

略

6

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、

第
三
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
及
び
前
条
第
一項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

(歩
行
者
専
用
道
路
)

2

橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
道
路
の
設
計

に
用
い
る
設
計
自
動
車
荷
重
は
、
第
一種
、
第
二
紬
、
第
三
種
(第

四
級
及
び
第
五
級
を
除
く
。
〕
又
は
第
四
種
(第
四
穀
を
除
く
。
)

の
道
路
に
あ
っ
て
は
二
十
ト
ン
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
当
該

道
路
の
自
動
車
の
交
通
の
状
況
に
応
じ
、
二
十
ト
ン
又
は
十
四
ト
ン

と
す
る
も
の
と
す
る
。

3

略(区
分
が
変
更
す
る
道
路
の
特
例
)

第
三
十
七
条

一般
国
道
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分

を
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
と
す
る
計
画
が
あ
る
場
合
又
は

都
道
府
県
道
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
市
町
村

道
と
す
る
計
画
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分
を
当
該
他
の
道

路
と
す
る
こ
と
に
よ
り
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
区
分
が
変
更
す
る
こ

と
と
な
る
と
き
は
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一項
、
第
三
項

及
び
第
五
項
、
第
七
条
第
一項
、
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

、
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
、
第
九
条
第
一項
、
第
十
条
第
一

項
、
第
十
条
の
二
、
第
十
一条
、
第
十
一条
の
三
第
一項
、
第
十
二

条
、
第
十
三
条
第
一項
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一

項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
、
第

三
十
条
並
び
に
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
変
更
後
の
区
分
を
当
該
部
分
の
区
分
と
み
な
す
。

第
四
十
条

歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域

及
び
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
一
･五
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理

由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
一メ
ー
ト
ル
ま
で
縮

小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
5
4

略

5

歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で

及
び
第
三
十
八
条
第
一項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



(定
義
)

第
二
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
車
両

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
車
両
(人
が
乗
車
し

、
又
は
貨
物
が
積
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
状
態

に
お
け
る
も
の
を
い
い
、
他
の
車
両
を
け
ん
引
し
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
当
該
け
ん
引
さ
れ
て
い
る
車
両
を
含
む
。
)
を
い

‐つ
O

二

略

三

歩
道

専
ら
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
の

部
分
を
い
う
。

四

自
転
車
道

専
ら
自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道

路
の
部
分
を
い
う
。

五

自
転
車
歩
行
者
道

専
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
通
行
の
用
‐

に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

六

車
道

専
ら
車
両
及
び
無
軌
条
電
車
以
外
の
軌
道
車
の
通
行

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
(自
転
車
道
を
除
く
。
)

又
は
歩
道
、
自
転
車
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
の
い
ず
れ

を
も
有
し
な
い
道
路
(自
動
車
の
み
の
一般
交
通
の
用
に
供
さ

れ
て
い
る
道
路
を
除
く
。
)
の
一般
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
部
分
を
い
う
。

七

略
(車
両
の
幅
等
の
最
高
限
度
)

第
三
条

法
第
四
十
七
条
第
一項
の
車
両
の
幅
、
重
量
、
高
さ
、
長

さ
及
び
最
小
回
転
半
径
の
最
高
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
路

二

重
豊

次
に
掲
げ
る
値

イ

総
重
量

≧

構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認

め
て
指
定
し
た
道
路
を
通
行
す
る
車
両
に
あ
っ
て
は
二
十
五

ト
ン
以
下
で
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
て
当
該
車
両
の

通
行
に
よ
り
道
路
に
生
ず
る
応
力
を
勘
案
し
て
建
設
省
令
で

定
め
る
値
、
そ
の
他
の
道
路
を
通
行
す
る
車
両
に
あ
っ
て
は

二
十
ト
ン

ロ

略

ハ

隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
重
の
合
計

隣
り
合
う
車
軸
に

侮
る
軋
跿
か
一
･八
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

改

正

案

現

行

｣6 道イテセ 93,12

(定
義
)

第
二
条

▼

は
、
そ

○
車
両
制
限
令

(昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
)

(抄
)

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

に
お
け
る
も
の
を
い
い
、
他
の
車
両
を
け
ん
引
し
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
当
該
け
ん
引
さ
れ
て
い
る
車
両
を
含
む
。
)
を
い

‐つ
O

二
部
分
を
い
う
。

路
の
部
分
を

通
行
の
用
･

に
供
さ
れ
て

又
は
歩
道
、
目

を
も
有
し
な
い
･

れ
て
い
る
道
路

る
部
分
を
い
う
。

(車
両
の
幅
等
の
最
高

第
三
条

法
第
四
十
七
条

さ
及
び
最
小
回
転
半
径
の

二

略

三

歩
道

も
っ
ぱ
ら
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道

路
の
部
分
を
い
う
。

四

自
転
車
道

も
っ
ぱ
ら
自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

五

自
転
車
歩
行
者
道

も
っ
ぱ
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
通
行

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

六

車
道

も
っ
ぱ
ら
車
両
及
び
無
軌
条
電
車
以
外
の
軌
道
車
の

通
行
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
(自
転
車
道
を
除
く

。
〕
又
は
歩
道
、
自
転
車
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
の
い

ず
れ
を
も
有
し
な
い
道
路
(自
動
車
の
み
の
一般
交
通
の
用
に

.

･

供
さ
れ
て
い
る
道
路
を
除
く
。
)
の
一般
通
行
の
用
に
供
さ
れ

て
い
る
部
分
を
い
う
。

七

略
(車
両
の
幅
等
の
最
高
限
度
)

第
三
条

法
第
四
十
七
条
第
一項
の
車
両
の
幅
、
重
量
、
高
さ
、
長

さ
及
び
最
小
回
転
半
径
の
最
高
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
昭

一一
重
量

次
に
掲
げ
る
値

イ

総
重
量

二
十
ト
ン

ロ

略

ハ

隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
重
の
合
計

隣
り
合
う
車
軸
に

侮
る
軋
跿
か
一
･八
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

(定
義
)

の
定
義

第
二
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
車
両

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
車
両
(人
が
乗
車
し

･
又
は
貨
物
が
積
載
さ
れ
て
い
る
場
(棍

法
っ
て
は
そ
の
状
態

に
ぉ
け
る
も
澤
幇
ぃ
、
他
の
車
両
を
牽
引
し
て
ぃ
る
場
A尼

あ
っ
て
は
当
該
牽
引
さ
れ
て
い
る
車
両
を
含
む
。
)
を
い
う
。

(車
両
の
通
行
の
禁
止
)

第
十
九
条
の
十
二

道
路
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
危
険
物
を
積
載
す

る
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一;
二

略

三

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
)

第
二
条
第
一項
に
規
定
す
る
毒
物
(以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
至
母物
｣
と
い
う
。
)
又
は
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
劇
物
(次
条
に
お
い
て
｢劇
物
｣
と
い
う
。
)
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の

イ
5
ハ
酪

ニ

ホ
ス
ゲ
ン

ホ

略

四

毒
物
以
外
の
物
品
で
、
チ
オ
ホ
ス
ゲ
ン
そ
の
他
こ
れ
と
同
程
度

以
上
の
毒
性
を
有
す
る
も
の

(道
路
の
附
属
物
)

第
三
十
四
条
の
三

法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
道
路
の
附
属
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
路

ニ

ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
で
道
路
管
理
者
の
設
け
る
も
の

三

略

四

略

五

略

六

略

七

諮
(極
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
建
設
大
臣
の
権

限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
建
設
局
長
及
び
北
海
道
開
発

局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る
指
定
区
間
内
の
国
道

の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一;
二
十
八

略

二
十
八
の
二

車
両
箒
障
令
第
三
条
第
一項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ

り
道
路
を
指
定
す
る
こ
と
。

二
十
九
;
三
十
一
路

改

正

案

(車
両
の
通
行
の
禁
止
)

第
十
九
条
の
十
二

道
路
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
危
険
物
を
積
載
す

る
車
両
の
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一;
二

略

三

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
)

第
二
条
第
一項
に
規
定
す
る
毒
物
(以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
｢毒
物
｣
と
い
う
。
〉
又
は
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
劇
物
(次
条
に
お
い
て
｢劇
物
｣
と
い
う
。
)
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の

イ
5
ハ
略

ニ

ク
ロ
ロ
ピ
ニ
ル
ジ
ク
ロ
ル
ア
ル
シ
ン
(ル
イ
サ
イ
ト
)

ホ

略

四

毒
物
以
外
の
物
品
で
、
チ
オ
ホ
ス
ゲ
ン
、
ホ
ス
ゲ
ン
そ
の
他
こ

れ
ら
と
同
程
度
以
上
の
毒
性
を
有
す
る
も
の

(道
路
の
附
属
物
)

第
三
十
四
条
の
三

法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
道
路
の
附
属
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
路

二

略

三

略

四

略

五

略

六

略
(権
限
の
委
任
)

第
三
十
九
条

法
及
び
法
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
建
設
大
臣
の
権

限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
建
設
局
長
及
び
北
海
道
開
発

局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
行
わ
せ
る
指
定
区
間
内
の
国
道

の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一;
二
十
八

略

二
十
九
;
三
十
一
略

現

行

○
道
路
法
施
行
令

(昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
)

(抄
)

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)



は
十
八
ト
ン
(隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸
距
が
一
･三
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
隣
り
合
う
車
軸
に
係
る
軸

重
が
い
ず
れ
も
九
･五
ト
ン
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
十
九
ト
ン
)
、
一
･八
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
二
十
ト
ン

ニ

略

三
;
五

略

2

バ
ン
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
(自
動
車
と
前
車
軸
を
有
し

な
い
被
け
ん
引
車
と
の
結
合
体
で
あ
っ
て
、
被
け
ん
引
車
の
一部

が
自
動
車
に
載
せ
ら
れ
、
か
つ
、
被
け
ん
引
車
及
び
そ
の
積
載
物

の
重
量
の
相
当
の
部
分
が
自
動
車
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
)
、
タ
ン
ク
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
、

　　　　
幌
枠
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
コ
ン
テ
ナ
又
は
自
動
車
の

運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
並
び
に
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

(自
動
車
と
一
の
被
け
ん
引
車
と
の
結
合
体
で
あ
っ
て
、
被
け
ん

引
車
及
び
そ
の
積
載
物
の
重
量
が
自
動
車
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な

い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
で
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
車
が

バ
ン
型
の
車
両
、
タ
ン
ク
型
の
車
両
、
幌
枠
型
の
車
両
又
は
コ
ン
･

テ
ナ
若
し
く
は
自
動
車
の
運
搬
用
の
車
両
で
あ
る
も
の
の
総
重
量

の
最
高
限
度
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
速
自
動
車
国

道
を
通
行
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
十
六
ト
ン
以
下
、
そ
の
他
の

道
路
を
通
行
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二
十
七
ト
ン
以
下
で
、
車
両

の
軸
距
に
応
じ
て
当
該
車
両
の
通
行
に
よ
り
道
路
に
生
ず
る
応
力

を
勘
案
し
て
建
設
省
令
で
定
め
る
値
と
す
る
。

3

高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
又
は
フ

ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
で
、
そ
の
積
載
す
る
貨
物
が
被
け
ん
引
車
の

車
体
の
前
方
又
は
後
方
に
は
み
出
し
て
い
な
い
も
の
の
長
さ
の
最

高
限
度
は
、
第
一項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連

結
車
に
あ
っ
て
は
十
六
･五
メ
ー
ト
ル
、
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

に
あ
っ
て
は
十
八
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

ハ
賂

三
･
五

勝

バ･離
楊
彪
gド
レ
ー
ラ連
結
車
曾
れ瑠
礎
前
車
軸
を
有
し

な
い
被
牽
引
車
と
の
裝
禄
で騙
っ
て
、
彼
牽
引
車
の
一部
が
自

動
車
に
の
せ
ら
れ
、
か
つ
、
被
牽
引
車
及
び
そ
の
積
載
物
の
重
量

の
相
当
の
部
分
が
自
動
車
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
る
も
の
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
)
及
び
コ
ン
テ
ナ
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
迎
結
車
の

総
重
量
の
最
高
限
度
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
速
自

動
車
国
道
を
通
行
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
十
四
ト
ン
以
下
、
そ

の
他
の
道
路
を
通
行
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二
十
七
ト
ン
以
下
で

、
車
両
の
軸
距
、
軸
重
等
に
応
じ
て
当
該
車
両
の
通
行
に
よ
り
道

路
に
生
ず
る
応
力
を
勘
案
し
て
建
設
省
令
で
定
め
る
値
と
す
る
。

3

褻
自
動
車
国
道
し撓
醇
ける
セ
ミ
ト
レ
1
‐フ連
結
車
で
、
そ

の
積
載
す
る
貨
物
が
被
牽
引
車
の
車
体
の
前
方
又
は
後
方
に
は
み

出
し
て
い
な
い
も
の
の
長
さ
の
最
高
限
度
は
、
第
一項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
十
六
･五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

附

則

(抜
す
い
)

(施
行
期
日
)

1

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(道
路
構
造
令
の
【部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

2

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
新
設
又
は
改
築
の
工
事
中
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
第
一条
(道
路
構
造
令
の
一部
改
正
)
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
道
路
構
造
令
の
規
定
に
適
合
し
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、当
該
部
分
に
対
し
て
は
、当
該
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
規
定
に
相
当
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
構
造
令
の
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
に
関
し

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
)

(交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
並
び
に
道
路
の
改
築
及
び
道
路
の
附
属
物
)

第
一条

略

2

略

3

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
の

附
属
物
は
、
道
路
情
報
提
供
装
置
、
道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律

第
百
八
十
号
)
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
道
路
法

施
行
令
(昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
)
第
三
十
四
条
の

三
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

(法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業

)
第
二
条
の
三

法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
事
業
は
、
道
路
標
識
、
街
灯
、
道
路
情
報
提
供
装
置
、
道
路
法

第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
渇
ず
る
も
の
又
は
首
-各
去
竜
了
合
第
三
十

四
条
の
三
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
で
安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め

の
も
の
の
設
置
に
関
す
る
事
業
と
す
る
。

改

正

案

(交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
並
び
に
道
路
の
改
築
及
び
道
路
の
附
属
物
)

第
一条

略

2

略

3

法
第
二
砿
事
霧
武
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
の

附
属
物
は
、
道
路
情
報
提
供
装
置
、
道
路
法
(昭
和
二
十
七
年
法
律

第
百
八
十
号
)
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
道
路
法

施
行
令
(昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
)
第
三
十
四
条
の

三
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

(法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業

)
第
二
条
の
三

法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
事
業
は
、
道
路
標
識
、
街
灯
、
道
路
情
報
提
供
装
置
、
道
路
法

第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
道
路
法
施
行
令
第
三
十

四
条
の
三
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
で
安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め

の
も
の
の
設
置
に
関
す
る
事
業
と
す
る
。

現

行

○
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令
(昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
)(抄
)(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

(車
両
制
限
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
説
替
規
定
)

第
八
条

法
第
三
十
条
第
一項
の
規
定
に
よ
る
車
両
制
限
令
(昭
和
三

十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

令
第
三
条
第
一項
第
二
号
イ
、
第
五
条
第
一項
及
び
第
三
項
、
第
六

条
第
一項
、
第
七
条
並
び
に
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
中

｢道
路
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢公
団
等
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

改

正

案

(車
両
制
限
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
読
替
規
定
)

第
八
条

法
第
三
十
条
第
一項
の
規
定
に
よ
る
車
両
制
限
令
(昭
和
三

十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

令
第
五
条
第
一項
及
び
第
三
項
、
第
六
条
第
一項
、
第
七
条
並
び
に

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
｢道
路
管
理
者
｣
と
あ
る
の

は
｢公
団
等
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

現

行

○
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令

(昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
)
(抄
)
(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)



一

は
じ
め
に

先
に
特
集
/
道
路
構
造
令
等
の
改
正

｢道
路
構
造
令
等

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
つ
い
て
｣
(
p
7
~
)
に
お

い
て
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、
道
路
構
造
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令

(平
成
五
年
政
令
第
三
七
五
号
)
に
よ
り
、

車
両
制
限
令

(昭
和
三
六
年
政
令
第
二
六
五
号
)
の
一
部

が
改
正
さ
れ
、
車
両
総
重
量
の
最
高
限
度
の
引
き
上
げ
等

が
行
わ
れ
た
。
(平
成
五
年
三

月
三
五
日
公
布
･
施
行
)

車
両
総
重
量
の
最
高
限
度
の
引
き
上
げ
は
、
昭
和
三
六

年
の
車
両
制
限
令
制
定
時
以
来
初
め
て
の
も
の
で
あ
り
、

車
両
の
大
型
化
に
対
す
る
要
請
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、

物
流
の
効
率
化
や
国
際
貨
物
輸
送
の
円
滑
化
等
様
々
な
効

果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
車
両
制
限
令
の
し
く
み
と
改
正
の
経
緯
、
概
要

車
両
制
限
令
の
改
正
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
課
長
補
佐

小
林

浩
史

等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

車
両
制
限
令
の
し
く
み

道
路
を
通
行
す
る
車
両
諸
元
の
最
高
限
度
に
つ
い
て
は
、

道
路
法
で

｢道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険

を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
と
の
関
係
に
お
い
て
必
要
と
さ

れ
る
車
両
の
幅
、
重
量
、
高
さ
、
長
さ
及
び
最
小
回
転
半

径
の
最
高
限
度
は
、
政
令
で
定
め
る
｣
(道
路
法
第
四
七

条
第
一
項
)
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
車
両
の
幅

等
の
最
高
限
度
を
規
定
し
て
い
る
政
令
が
車
両
制
限
令

(以
下

｢令
｣
と
い
う
。
)
で
あ
る
。

ま
た
、
｢道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、

又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
構
造
の
道
路
に
つ
い
て
、
車
両
で
そ
の
重
量

又
は
高
さ
が
構
造
計
算
又
は
試
験
に
よ
っ
て
安
全
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
限
度
を
こ
え
る
も
の
の
通
行
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣
(同
法
第
四
七
条
第
三

項
)
と
さ
れ
て
お
り
、
令
第
三
条
で
定
め
る
最
高
限
度
に

か
か
わ
ら
ず
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
梁
等
で
高
さ
又
は
耐
荷
力

が
不
足
す
る
場
合
は
、
必
要
個
所
毎
に
標
識
を
設
置
し
、

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
、
重
量
を
個
別
に
制
限
し
て
い
る
。

な
お
、
｢政
令
で
定
め
る
最
高
限
度
を
こ
え
る
も
の
は
、

道
路
を
通
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
｣
(同
法
第
四
七
条
第

二
項
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
道
路
管
理
者
が
、
｢車
両
の

構
造
又
は
積
載
す
る
貨
物
が
特
殊
で
あ
る
た
め
や
む
を
得

な
い
｣
と
認
め
る
と
き
は
、
上
記
の
禁
止
若
し
く
は
制
限

に
か
か
わ
ら
ず
、
車
両
の
通
行
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る

(同
法
第
四
七
条
の
二
第

一
項
)
と
さ
れ
て
い
る
。

(特
殊
車
両
の
通
行
許
可
)

集　
に
題

　
　
,

の近
、

最
"
るず

　
　　



三

改
正
前
の
車
両
諸
元
の
最
高
限
度

四

改
正
の
経
緯

道
路
通
行
車
両
の
総
重
量
等
の
制
限
の
緩
和
に
つ
い
て

は
、
｢公
的
規
制
の
緩
和
等
に
関
す
る
答
申
｣
(臨
時
行
政

改
革
推
進
審
議
会
答
申
“
昭
和
六
三
年
)
に
お
い
て
指
摘

を
受
け
て
以
来
、
調
査
、
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、
第
u

次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
発
足
に
差
し
、
｢二
一
世
紀

に
向
け
た
新
た
な
道
路
構
造
の
あ
り
方
に
つ
い
て
｣
(道

路
審
議
会
中
間
答
申
…
平
成
五
年
七
月
)
に
お
い
て
、
そ

の
具
体
的
な
方
向
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
緊
急
経
済
対
策

(平
成
五
年
九
月
)
と
し
て
の

規
制
緩
和
の
一
つ
に
も
盛
り
込
ま
れ
、
そ
の
早
急
な
実
施

が
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会

｢公
的
規
制
の
緩
和
に
関
す

る
答
申
｣

車
両
諸
元
に
関
す
る
制
限
の
緩
和
の
具
体
的
な
方
向
に
つ
い
て
早

急
に
検
討
結
果
を
出
し
、
今
後
の
道
路
整
備
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て

規
制
緩
和
を
図
る
。

道
路
審
議
会

｢
三
一
世
紀
に
向
け
た
新
た
な
道
路
構
造
の

あ
り
方
｣
に
つ
い
て
の
中
間
答
申

車
両
諸
元
の
最
高
限
度
に
つ
い
て
は
、
物
流
の
高
度
化
に
資
す
る

と
と
も
に
、
諸
外
国
の
水
準
も
考
慮
し
、
国
際
的
に
整
合
の
と
れ
た

も
の
に
な
る
よ
う
に
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
(中
略
)

単
車
に
つ
い
て
は
一
定
の
車
長
な
い
し
軸
距
を
満
た
す
も
の
に
つ

い
て
二
五
t
を
目
安
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

｢緊
急
経
済
対
策
｣
(規
制
緩
和
)｣

自
動
車
の
車
両
総
重
量
の
軸
距
等
に
応
じ
て
最
大
二
〇
ト
ン
か
ら

二
五
ト
ン
ま
で
引
き
上
げ
る
等
自
動
車
の
車
両
諸
元
に
つ
い
て
改
正

五

車
両
制
限
令
の
改
正
の
概
要

都鹿願

Q

車
両
総
重
量
の
最
高
限
度
の
引
き
上
げ

車
両
総
重
量
の
最
高
限
度
が
、
一
律
二
〇
ト
ン
か
ら
、

高
速
自
動
車
国
道
又
は
道
路
管
理
者
が
指
定
す
る
道
路
に

つ
い
て
、
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
、
最
大
二
五
ト

ン
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
(令
第
三
条
第
一
項
第
二
号

イ
関
係
)
(図
ー
)

毒
　
　
　　

き
“

　　
　　

　
　

一
般
制
限
値

(車
両
全
体
に
適
用
さ
れ
る
制
限
…
令
第

三
条
第
一
項
関
係
)

連
結
車
の
特
例

(連
結
車
に
係
る
総
重
量
、
長
さ
の
特

例
…
令
第
三
条
第
二
、
三
項
関
係
)

5
o

　
　

　　
三重　

　　

　　

重
量
の
最
高
限
度
(ト
ン
)

重
量

寸
法

車
両
総
重
量

軸
重

輪
荷
重

幅高
さ

長
さ

最
小
回
転
半
径

二
〇
ト
ン

一
〇
ト
ン

五
ト
ン

二
,
五
メ
ー
ト
ル

三
･
八
メ
ー
ト
ル

一
二
･
0
メ
ー
ト
ル

一
二
･
0
メ
ー
ト
ル

◆
高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
場
合

重
量
"
バ
ン
型
、
コ
ン
テ
ナ
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
限
り

軸
数
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
三
四
ト
ン

長
さ
…
前
後
に
貨
物
が
は
み
出
し
て
い
な
い
場
合

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
限
り

一
六
･
五
メ
ー
ト
ル

◆
高
速
自
動
車
国
道
以
外
の
道
路
を
通
行
す
る
場
合

重
量
…
バ
ン
型
、
コ
ン
テ
ナ
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
限
り

軸
数
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
七
ト
ン



道
路
管
理
者
が
指
定
す
る
道
路
と
は
、
道
路
管
理
者
が

従
来
は
車
両
総
重
量
の
最
高
限
度
が
二
〇
ト
ン
で
あ
っ

道
路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
防
止
上
支
障
が
な

た
た
め
、軸
重
の
最
高
限
度
が
一
〇
ト
ン
の
下
で
は
、隣
接

い
と
認
め
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
指
定
す
る
際
に
は

軸
重
は
一
四
ー
一
六
ト
ン
程
度
で
あ
っ
た
た
め
、
特
段
、

あ
ら
か
じ
め
官
報
等
で
公
示
さ
れ
る
。

隣
接
軸
重
に
係
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、

い
と
認
め
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
指
定
す
る
際
に
は

あ
ら
か
じ
め
官
報
等
で
公
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
他
の
道
路
に
つ
い
て
の
総
重
量
の
最
高
限

度
は
二
〇
ト
ン
の
ま
ま
と
な
る
。

⑭

隣
り
合
う
車
軸
に
か
か
る
軸
重
の
合
計

(隣
接
軸
重
)

の
最
高
限
度
の
規
定

車
両
総
重
量
の
最
高
限
度
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
い
わ

ゆ
る

｢隣
接
軸
重
｣
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
(令
第
三

条
第
一
項
第
二
号
ハ
関
係
)
(図
2
)
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溝
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通

由

｣目蒿
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目
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軸
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遠
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最

第
蘂
製
芻
笠
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30
凶
器
“
盤
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24
23
残
刻
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3

総

重

量

①

図

総
重
量
が
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
五
ト
ン
に
引
き
上

げ
ら
れ
る
と
、
隣
接
軸
重
が
最
大
二
〇
ト
ン
に
な
る
こ
と
も

想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
近
接
し
た
車
軸
の
荷
重
に

係
る
最
高
限
度
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
隣
接
軸
重
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

連
結
車
の
総
重
量
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の

｢四

軸
以
上
、
一
軸
九
ト
ン
以
下
｣
の
制
限
は
撤
廃
さ
れ
た
。

国
連
紬
車
に
係
る
総
重
量
の
最
高
限
度
の
引
き
上
げ

車
両
総
重
量
が
一
律
二
〇
ト
ン
か
ら
車
両
の
長
さ
及
び

軸
距
に
応
じ
最
大
二
五
ト
ン
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
と
同

様
に
、
連
結
車
に
係
る
総
重
量
の
特
例
も
軸
距
に
応
じ
て

引
き
上
げ
ら
れ
た
。
(令
第
三
条
第
二
項
関
係
)
(図
3
)

高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高

限
度
に
つ
い
て
は
、
軸
距
に
応
じ
二
四
i
三
四
ト
ン
が
二

五
!
三
六
ト
ン
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
道
路
管

理
者
が
指
定
す
る
道
路
に
つ
い
て
も
二
五
i
二
七
ト
ン
と

定
め
ら
れ
た
。
な
お
、
そ
の
他
の
道
路
に
お
け
る
値
が
従

来
通
り
な
の
は
、
一
般
制
限
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

回

連
結
車
の
総
重
量
の
特
例
の
対
象
車
種
の
追
加

連
結
車
の
総
重
量
の
特
例
は
、
貨
物
の
は
み
だ
し
や
荷

崩
れ
が
な
い
な
ど
外
包
的
制
約
を
有
し
、
走
行
安
全
性
が

2

高
い
バ
ン
型
又
は
コ
ン
テ
ナ
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

鯰

に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
新
た
に
タ
ン
ク
型
、
幌
枠
型
及
び

律

自
動
車
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
が
対
象
と
な

道

る
と
と
も
に
、
同
様
の
種
類
の
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
も

0

対
象
と
な
っ
た
。
(令
第
三
条
第
二
項
関
係
)
(図
4
)
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バ
ン
型
と
は
、
オ
ー
プ
ン
ト
ッ
プ
バ
ン
、
ド
ラ
イ
バ
ン
、

冷
蔵
庫
、
冷
凍
車
等
を
い
い
、
タ
ン
ク
型
と
は
、
液
体
用

タ
ン
ク
車
の
他
、
粉
粒
体
運
搬
車
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
･

ミ
キ
サ
ー
車
等
を
い
う
。

ま
た
、
幌
枠
型
と
は
幌
骨
で
支
持
さ
れ
た
幌
で
覆
わ
れ

て
い
る
型
の
も
の
を
い
い
、
幌
ウ
ィ
ン
グ
ボ
デ
ィ
を
含
む
。

特
例
の
対
象
と
な
る
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
つ
い
て

ま
、
ト
ラ
ク
タ
と
ト
レ
ー
ラ
が
同

一
の
種
類
で
あ
る
こ
と

は
必
要
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
上
記
の
種
類
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
れ
ば
よ
い
。

な
お
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
道
路
を
通
行
さ
せ
る

場
合
に
特
殊
車
両
の
通
行
許
可
を
必
要
と
し
た
二
〇
ト
ン

超
二
七
ト
ン
以
下
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

(
タ
ン
ク
型
、

幌
枠
型
、
自
動
車
運
搬
用
の
三
種
類
)
及
び
フ
ル
ト
レ
ー

ラ
連
結
車

(
バ
ン
型
、
コ
ン
テ
ナ
用
、
タ
ン
ク
型
、
幌
枠

型
、
自
動
車
運
搬
用
の
五
種
類
)
に
つ
い
て
は
、
長
さ
が

一
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
れ
ば
、
特
殊
車
両
の
通
行
許
可

を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
道
路
を
通
行
さ
せ
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。

ま
た
、
従
来
最
高
限
度
が
二
○
ト
ン
と
さ
れ
て
い
た
三

軸
の
ト
レ
ー
ラ
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
五
種
類
の
も
の
で

あ
れ
ば
、
同
じ
く
二
七
ト
ン
ま
で
の
走
行
が
可
能
と
な
っ

た
。回

連
結
車
に
係
る
長
さ
の
最
高
限
度
の
特
例
の
引
き
上

げ
連
結
車
の
長
さ
の
最
高
限
度
は
、
高
速
自
動
車
国
道
を

通
行
す
る
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
限
り

一
六

･
五
メ
ー

ト
ル
と
さ
れ
て
い
た
が
、
新
た
に
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

に
つ
い
て
、

一
八
メ
ー
ト
ル
ま
で
通
行
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
(令
第
三
条
第
三
項
関
係
)

フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
つ
い
て
、
長
さ

一
八
メ
ー
ト

ル
ま
で
通
行
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ル

ト
レ
ー
ラ
連
結
車
は
回
転
性
能
が
高
く
、
一
八
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
で
あ
れ
ば
、
回
転
時
の
車

両
占
有
幅
が
、
現
在
通
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
最
大
長
の

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

(長
さ

一
六

･
五
メ
ー
ト
ル
)
と

同
等
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
道
路
管
理
者
が
指
定
す
る
道
路
に
つ
い
て
、
連

結
車
に
係
る
長
さ
の
最
高
限
度
の
特
例
が
適
用
さ
れ
な
い

の
は
、
高
速
自
動
車
国
道
は
全
て
長
さ
一
六
･
六
メ
ー
ト

ル
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
通
行
を
前
提
に
設
計
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
道
路
で
は
、
そ
の
よ
う
な

状
況
に
な
い
た
め
で
あ
る
。

六

通
行
可
能
範
囲

今
般
の
車
両
制
限
令
の
改
正
に
よ
り
、
二
〇
ト
ン
を
超

え
る
車
両
が
特
殊
車
両
の
通
行
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く

自
由
に
通
行
で
き
る
道
路
は
、
高
速
自
動
車
国
道
又
は
道

路
管
理
者
が
指
定
す
る
道
路
で
あ
り
、
高
速
自
動
車
国
道

は
約
五
、
四
五
〇
如
、
道
路
管
理
者
が
指
定
す
る
道
路
は

約
二
〇
〇
如
と
な
っ
て
い
る
。
(平
成
五
年
一
一
月
末
現

在
)
(図
5
)

な
お
、
高
速
自
動
車
国
道
又
は
道
路
管
理
者
が
指
定
す

る
道
路
だ
け
で
は
走
行
ト
リ
ッ
プ
は
完
結
し
な
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
他
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
特
殊
車
両
の
通
行
許

可
を
活
用
し
て
、
道
路
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
防

止
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
通
行
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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路
を
通
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
下
記
の
車
両
を
い
う
。

②

許
可
の
範
囲

新
規
格
車
は
、
｢車
両
の
構
造
が
特
殊
で
あ
る
た
め
や

む
を
得
な
い
も
の
L
と
し
て
、
積
載
す
る
貨
物
の
如
何
に

か
か
わ
ら
ず
許
可
の
対
象
と
な
る
。

ま
た
、
重
量
の
審
査
に
関
し
て

｢特
殊
車
両
通
行
許
可

限
度
算
定
要
領
｣
(昭
和
五
三
年
一
二
月
一
日
建
設
省
道

路
局
道
路
交
通
管
理
課
長
、
企
画
課
長
通
達
)
に
よ
る
A

条
件
を
超
え
な
い
経
路
に
つ
い
て
、
特
殊
車
両
通
行
許
可

を
受
け
て
走
行
で
き
る
。

0

審
査
方
法

新
規
格
車
の
重
量
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
の
便

宜
を
図
り
、
申
請
手
続
き
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
次
の
諸

元
の
代
表
車
種
を
用
い
て
審
査
が
行
わ
れ
る
。

ま
た
、
高
さ
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
申
請
車
両

の
高
さ
を
用
い
て
審
査
が
行
わ
れ
る
。

“

申
請
書
類

申
請
に
際
し
て
は
、
新
規
格
車
が
定
型
的
な
車
両
で
あ

り
、
代
表
車
種
を
用
い
て
審
査
を
行
う
こ
と
か
ら
、
申
請

書
の
附
属
書
類
中

｢車
両
諸
元
説
明
書
｣
及
び

｢新
規
開

発
車
両
適
合
証
L
に
つ
い
て
添
付
す
る
必
要
は
な
い
。

倦

特
殊
車
両
許
可
標
章

(ワ
ッ
ペ
ン
)
の
取
り
扱
い

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(平
成
五
年
運
輸
省
令
第
三
人
号
)
附
則
第
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
車
体
の
前
面
に
標
識
の
表
示
が
義
務
付
け
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
車
両

(
二
〇
ト
ン
超
)
に
つ
い
て
は
、

特
殊
車
両
許
可
標
章
を

(
ワ
ッ
ペ
ン
)
を
重
複
し
て
貼
付

さ
せ
る
必
要
は
な
い
。

な
お
、
連
結
車
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
に
基
づ
く
標
識
の
貼
付
は
義
務
付
け
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
従
前
ど
お
り
特
殊
車
両
許
可
標
章
を

(
ワ
ッ
ペ

ン
)
貼
付
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

回
そ
の
他

新
た
に
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
よ
う
制
作
さ
れ
た
車
両
で
あ
っ
て
も
、
積
載
す

る
貨
物
に
よ
り
令
第
三
条
第
一
項
で
定
め
る
最
高
限
度
を

超
え
る
も
の
は
、
｢積
載
す
る
貨
物
が
特
殊
な
も
の
｣
に

22 道行セ 93,12

七

新
規
格
車
に
係
る
特
殊
車
両
通
行
許
可
の

取
り
扱
い

=

定

義

｢新
規
格
車
｣
と
は
、
車
両
制
限
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

新
た
に
高
速
自
動
車
国
道
及
び
道
路
管
理
者
が
指
定
す
る
道

八
m
臥
最
遠
軸
距
八

九
m

九
m
駅
最
遠
軸
距
ハ
ー
o
m

最

遠

軸

距

二
四
ト
ン

人
総
重
量
肌
二
五
ト
ン

一五
･
五
ト
ン
ハ
総
重
量
叺
二
六
ト
ン

総

重

量

ァ

単
車
並
び
に
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
車
種
以
外
の
セ
ミ

ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及
び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
で
、
総
重
量
が
二

〇
ト
ン
を
超
え
、
か
つ
、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め

る
省
令

(以
下

｢省
令
｣
と
い
う
。)
第
一
条
に
規
定
す
る
値
以
下

で
あ
り
、
そ
の
他
の
諸
元
が
令
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
最
高
限

度
の
範
囲
内
で
あ
る
も
の
。

イ

令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
車
種
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

及
び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
で
総
重
量
が
次
の
表
に
掲
げ
る
範
囲

内
で
あ
り
、
そ
の
他
の
諸
元
が
同
条
第
一
項
に
定
め
る
最
高
限
度

の
範
囲
内
で
あ
る
も
の
。

総
重
量

最
大
軸
重

隣
接
軸
重

二
五
ト
ン

(最
遠
軸
距
七
メ
ー
ト
ル
)

九
.
五
ト
ン

一
九
ト
ン

(隣
接
軸
距
一
･
三
メ
ー
ト
ル
)



該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
新
規
格
車
と
し
て
は
取
り
扱
わ
れ

ず
、
従
前
の
特
殊
車
両
通
行
許
可
が
適
用
さ
れ
る
。

八

そ
の
他
の
改
正
事
項

印

特
殊
車
両
通
行
許
可
･
認
定
申
請
書
の
変
更

(省
令

の
改
正
)

車
両
制
限
令
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
特
殊
車
両
通
行

許
可
,
認
定
申
請
書
が
変
更
さ
れ
た
。

主
な
変
更
事
項
と
し
て
は
、
用
紙
の
A
版
化
を
行
う
と

と
も
に
、
最
遠
軸
距
、
最
小
隣
接
軸
距
、
隣
接
軸
重
の
記

載
欄
を
追
加
、
変
更
経
緯
記
載
欄
等
の
記
載
の
簡
略
化
及

び
通
行
経
路
記
載
欄
の
裏
面
へ
の
移
動
等
を
行
っ
た
。

(別
紙
参
照
)

ま
た
、
車
種
区
分
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
従
前

の
例
に
よ
る
が
、
連
結
車
の
特
例
の
対
象
と
な
る
車
種
が

追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

一
般
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
及
び
フ

ル
ト
レ
ー
ラ
で
例
j
=
に
該
当
す
る
の
は

(

)
書
で
付

記
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
(通
達
の
改
正
)

回

バ

ン
･!
!
･バ
ン
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及

び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
を
い
う
。

に

タ
ン
ク
･!
!
･タ
ン
ク
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

及
び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
を
い
う
。

枠
!
!
･幌
枠
型
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
及

び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
を
い
う
。

ン
!
!
･
コ
ン
テ
ナ
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

及
び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
を
い
う
。

㈱

幌

約

コ

=

車
運
搬
･･････自
動
車
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ

連
結
車
及
び
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
連
結
車

を
い
う
。

ま
た
、
従
前
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
｢平
成
六
年
三
月

三

一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。｣
(車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
…
平
成
五
年
建
設
省
令

第
一
九
号
附
則
)
と
の
経
過
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、

車
両
制
限
令
の
一
部
改
正
に
よ
り
新
た
に
加
わ
っ
た
車
両

諸
元
の
項
目
を
追
記
す
る
こ
と
で
、
平
成
六
年
三
月
三
一

日
ま
で
の
間
、
従
前
の
様
式
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

燭

経
路
図
の
縮
尺
の
変
更

(通
達
の
改
正
)

特
殊
車
両
通
行
許
可
の
申
請
に
添
付
さ
れ
て
い
る
経
路

図
に
つ
い
て
は
、
1
/
2
5
0
、
0
0
0
の
縮
尺
の
地
図

(た
だ
し
、
通
行
経
路
の
中
間
部
分
に
つ
い
て
は
経
路
が

明
示
で
き
る
と
き
は
、
1
/
2
5
0
、
o
o
o
未
満
の
縮

尺
の
地
図
と
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
の
経
路
図
は
、
省

略
で
き
る
も
の
と
す
る
。
)
を
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

た
が
、
申
請
書
及
び
様
式
類
の
A
版
化
と
の
整
合
を
図
る

た
め
、
平
成
六
年
四
月

一
日
よ
り
1
/
3
0
0
、
0
0
0

の
縮
尺
の
地
図
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

G

特
殊
な
車
両
の
通
行
許
可
事
務
処
理
要
領
等
に
係
る

様
式
の
改
正

(通
達
の
改
正
)

｢車
両
の
通
行
の
制
限
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
三
年
一

二
月
一
日
建
設
省
道
交
発
第
九
六
号
道
路
局
長
通
達
)
及

び

｢特
殊
な
車
両
の
通
行
の
許
可
に
関
す
る
事
務
の
具
体

的
処
理
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
三
年
一
二
月
一
日
建
設
省

道
交
発
第
九
七
号
建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
長
通

達
)
に
定
め
ら
れ
る
各
種
様
式
に
つ
い
て
は
、
車
両
制
限

令
の
一
部
改
正
及
び
用
紙
の
A
版
化
に
伴
う
所
要
の
改
正

を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
三
月

三
一
日
ま
で
に
新
様
式
へ
の
転
換
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

九

お
わ
り
に

今
般
の
車
両
総
重
量
等
の
最
高
限
度
の
引
き
上
げ
に
よ

り
、
車
両
の
大
型
化
が
円
滑
に
進
み
、
国
際
貨
物
輸
送
の

円
滑
化
、
増
大
す
る
貨
物
輸
送
の
効
率
化
、
貨
物
輸
送
に

お
け
る
労
働
力
不
足
へ
の
対
応
等
に
大
い
に
寄
与
す
る
こ

と
を
望
む
と
と
も
に
、
車
両
制
限
令
等
の
改
正
に
伴
う
実

務
に
つ
い
て
、
関
係
道
路
管
理
者
の
御
協
力
を
お
願
い
し

た
い
。

○
ト
ラ
ッ
ク

○
建
設
機
械

自
走
式
建
設
機
械
を
い
う
。

○
重
セ
ミ

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
規
定
に
基
づ
く
基
準

の
緩
和
を
受
け
て
い
る
重
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ

(海
上
コ

ン
テ
ナ
用
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
を
除
く
。)
を
い
う
。

○
海
コ
ン

海
上
コ
ン
テ
ナ
用
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
を
い
う
。

○
一
般
セ
ミ

重
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
及
び
海
上
コ
ン
テ
ナ
用
セ
ミ
ト

レ
ー
ラ
以
外
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ

(ポ
ー
ル
フ
ル
ト

レ
ー
ラ
を
除
く
。)
を
い
う
。

○
ポ
!
ル
ト
レ
ー
ラ

0
フ
ル
ト
レ
ー
ラ

○
ダ
ブ
ル
ス



別 紙 (表)

許可
特殊車両通行 申請書 く新規、 更新、 変更< > )

認定
道路管理者

殿 年 月 日

通 行 開始 日 年 月 日 〒□ロロー□□

通 行 終 了 日 年 月 日 住 所

会社名 ･ 氏名 印
車 種 区分

代表者名 皿 ( )

車両番号等 車名及び型式
担当者名 凪 ( )

他 台 ……………………･

他 台 回冨さきも品
名

車
総 重 量 最 遠 車山 距 最小隣接軸距 隣 接 軸 重 長 さ

両 kg cm cm kg cm

諸 幅 高 さ 最小回転半径 最 大 軸 重 最 大 輪 荷 重

兀
伽 Cm kg kgCul

通 行 開始 日 年 月 日

通 行 終 了 日 年 月 日

車 種 区分

車両番号等 車名及び型式

他 台

高 さ 長 さ 品 名

他 台
伽1 Cbl

車
両
諸
元

総 重 量 最 遠 車山 距 最小隣接軸距 隣 接 軸 重 長 さ

kg Cm 伽 kg Cm

幅 高 さ 最小回転半径 最 大 軸 重 最 大 輪 荷 重

Cm Cm Cul kg kg

通行区分 往復 片道 l通行経路数 I 経路 I 通行経路は裏面記入

更 新 又 は 変 更 経 緯

申請内容 年 月 日 許 可 番 号 車 両 台 数 総通行経路数 変 更 事 由

新 規 時 . ･ /

前 回 . ･ /

特殊車両通行 言午叫 証 準 月 言
記忍、短巨塞晝詩

許可
申請のとおり する。 ただし、 別紙の条件に従うこと。

認定

許可証 目 : 年 月 日 道路管理者
の有効期間

認定書 至 : 年 月 日 印

許可証
の有効期間

認定書

目 : 年 月 日

至 : 年 月 日

24 道行セ 93,12



(裏)

通行経路記入欄

備考
[ I ] 申請書の記載要領

1 ･ ｢
黍翼 及 び ｢ (新親、更新、変更 ) 購 っぃては 該当するものをo で囲むものとし･ 変 難 く >

内に変更事由 (車両交換、車両台数の減、通行経路の変更等 )を記載すること。
2 . ｢車種区分 ｣ の欄には、 ｢トラック ｣、

｢建設滌械 ｣、 ｢セミトレーラ ｣、 扇で- ルトレーラ ｣、 ｢フ
ルトレーラ ｣ 、

｢ダブルス ｣ 等具体的に記載すること。
3 . ｢車両番号等｣ の欄には、道路運送車両法により当該車両に取り付けられた自動車登録番号又は車両番
号 / 自動車予備検査証番号を記載すること。

｢車名及び型式｣ の欄には、道路運送車両法に基づき運輸大臣により指定された車名及び型式を記載す
ること。 ただし、 連結車にあっては、 上段にけん引車 (トラック、 トラクタ )、 下段に被けん引車 (トレ
- ラ )の登録番号等を記載すること。

4 . ｢車両諸元｣ のま間中 ｢最小隣接軸距｣ には、隣り合う車軸に係る軸距のうち、最も小さいものを記載す
ること。 また、 ｢隣接軸重 ｣ には、 最小隣接軸距に係る軸重の和を記載すること。

う . ｢更新又は変更経緯 ｣ の“釘中 ｢車両台数 ｣ の欄には、 トラック、 トラクタ / トレーラの台数を記載する
こと。

6 . ｢通行経路記入欄 ｣ については、 出発地、 主たる経由地、 目的地を記載すること。
なお、複数経路の場合は通し番号を付すこと。

7 . 申請書には、 次の書類及び図面 (以下 略付属書類 ｣ という。 ) を添付すること。
( 1 )道路運送車画法による自動車検査証の写し
( 2 )車両の諸元に関する説明書
( 3 )経路図及び経路表
( 4 )道路運送法による一般旅客自動車運送事業の免許を受けているものにあつては、当該免許証の写し
8 . 更新又は変更の場合にあっては、 附属書類の一部を省略することができる。

[ = ] 許可証又は認定書 (以下 ｢本証｣ という。 )の取扱上の注意事項
1 本証の交付を受けた者は、 通行中本証を当該車両に備え付けなければならない。
2 本証は、本証に記載された車両以外の車両には使用することはできない。
3 通行に際し~ 本証及び附属書類に記載されている通行条件~ 通行経路等は厳守しなければならない。
4 通行条件等に関し、道路管理者等から措置命令を受けた場合には、それに従わなければならない。
5 本証及び附属書類に記載されている事項中車両諸元、通行経路等に変更があつた場合には、道路管理者
に変更の申請を行い、 許可を得なければならない。

6 以上の各事項に違反した場合には、 道路法の規定に基づき懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
[田 ] 不服申立て

この特殊車両通行許可又は認定について不服があるときは、 行政不服審査法の定めるところにより、 木証を

受け取った日の翌日から起算して 6 o 日以内に に翼譲請翌て することができる。



は
じ
め
に

モ
ー
タ
リ
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
い
、
特
に
昭
和

四
〇
年
代
以
降
、
道
路
交
通
法
違
反
の
違
法
駐
車
問
題
と

は
別
に
、
道
路
上
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
ス
ペ
ー
ス
に
車

両
が
放
置
あ
る
い
は
廃
棄
さ
れ
、
一
般
交
通
の
障
害
と
な

る
と
い
う
問
題
が
増
加
し
て
き
た
。
道
路
管
理
者
と
し
て

も
、
道
路
の
保
全
と
交
通
の
危
険
の
防
止
と
い
う
責
務
に

鑑
み
、
鋭
意
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の

問
題
は
様
々
な
複
雑
な
面
を
有
し
て
い
る
た
め
、
実
務
上

の
対
応
に
苦
慮
す
る
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
、
道
路
管
理
者
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
ど
う
と

ら
え
て
対
応
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
ず
こ
の
路

上
放
置
車
両
の
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
各

道
路
管
理
者
の
対
応
に
つ
い
て
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
た
後
、

路
上
旗
艦
車
両
間問

建
設
省
と
し
て
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し

た
い
。一

路
上
放
置
車
両
の
現
状
と
問
題
点

1

現
状

車
両
の
路
上
放
置
と
い
っ
た
場
合
、
大
雑
把
に
い
っ
て
、

単
な
る
長
時
間
の
駐
車
と
見
な
さ
れ
る
も
の
と
車
両
の
路

上
へ
の
放
置
、
廃
棄
と
見
な
さ
れ
る
も
の
の
二
つ
の
態
様

が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
駐
車
は
一
般
的
な
道
路
の
使

用

(
一
般
使
用
)
の
一
態
様
で
あ
っ
て
、
道
路
管
理
権

(公
物
管
理
権
)
に
基
づ
い
て
規
制
す
る
と
い
っ
た
対
応

は
な
し
得
ず
、
道
路
管
理
者
は
セ
ー
フ
テ
ィ
コ
ー
ン
を
設

置
す
る
等
の
注
意
喚
起
措
置
を
行
う
の
が
限
界
で
あ
る
。

た
だ
し
、
道
路
交
通
法
上
の
違
法
駐
車
に
対
し
て
は
、
警

察
に
よ
っ
て
交
通
規
制
権
に
基
づ
く
対
処
が
な
さ
れ
て
い

へ
の
取
り
組
み
状
況

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
課
長
補
佐

小
林

浩
史

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
路
管
理
者
に
と
っ

て
問
題
と
な
る
の
は
、
故
障
車
両
の
放
置
、
廃
自
動
車
、

廃
原
動
機
付
自
転
車
等
廃
棄
車
両
の
放
置
と
い
っ
た
問
題

で
あ
る
。

特
に
廃
棄
車
両
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
自
動
車
小
売

業
者
、
中
古
自
動
車
小
売
業
者
等
を
通
じ
た
下
取
り
等
に

よ
り
、
そ
の
回
収
、
処
理
が
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
近
年
の
自
動
車
の
廃
棄
台
数
の
増
大
、
廃
棄
車
両

に
占
め
る
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
の
割
合
の
増
大
に
伴
う

処
理
経
費
の
高
騰
等
に
よ
り
、
廃
棄
車
両
を
適
正
に
処
理

す
る
こ
と
が
次
第
に
困
難
と
な
っ
て
き
た
状
況
が
あ
る
。

現
状
で
は
、
車
両
を
廃
棄
す
る
た
め
に
費
用
を
負
担
す
る

必
要
さ
え
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
廃
棄
車
両
が

道
路
上
に
長
期
間
放
置
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
高
架
下
等
へ
の
放
置
車
両
も
多

集特
道路変通管理に
関する最近の話題



く
、
道
路
管
理
者
と
し
て
も
早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

2

道
路
管
理
者
の
責
任

路
上
に
放
置
さ
れ
た
車
両
に
つ
い
て
の
道
路
管
理
者
の

責
任
に
関
し
て
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
の
が
、

昭
和
五
〇
年
七
月
二
五
日
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
故
障
の
た
め
路
上
に
八
七
時
間
放
置
さ
れ
た
大
型
車

に
原
動
機
付
自
転
車
が
衝
突
し
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車

運
転
者
が
死
亡
し
た
事
件
に
関
し
て
、
バ
リ
ケ
ー
ド
等
の

注
意
喚
起
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
道
路
管

理
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
た
判
例
で
あ
る
。

こ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
｢道
路
管
理
者
は
、
道
路
を

常
時
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う
に
維
持
し
、
修
繕
し
、

も
っ
て
一
般
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
努
め
る

義
務
を
負
う
と
こ
ろ
、
!
!
･道
路
の
安
全
性
を
保
持
す
る

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
措
置
を
全
く
講
じ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
!
･道
路
管
理
に
瑕
疵
が

あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
く
、
!
道
路
交
通
法
上
、
警
察
官

が
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全

と
円
滑
を
図
り
、
道
路
の
交
通
に
起
因
す
る
障
害
の
防
止

に
資
す
る
た
め
に
、
違
法
駐
車
に
対
し
て
駐
車
の
方
法
の

変
更
、
場
所
の
移
動
な
ど
の
規
制
を
行
う
べ
き
も
の
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
前
記
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ

る
。し
と
判
示
さ
れ
た
。

こ
の
判
例
を
き
っ
か
け
に
、
道
路
管
理
者
と
し
て
、
路

上
に
放
置
さ
れ
た
車
両
に
対
し
て
対
応
す
る
必
要
が
よ
り

一
層
強
く
認
識
さ
れ
、
道
路
管
理
権

(公
物
管
理
権
)
に

基
づ
き
、
ど
こ
ま
で
対
応
で
き
る
の
か
と
い
う
検
討
が
な

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

3

法
的
問
題
点

道
路
は
、
道
路
管
理
者
に
よ
っ
て
一
般
交
通
の
用
に
供

さ
れ
、
そ
の
効
果
と
し
て
一
般
の
自
由
な
通
行
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
徒
歩
で
あ
れ
、
自
転
車
や
自
動
車

を
利
用
し
て
で
あ
れ
、
通
行
は
一
般
使
用
の
典
型
的
一
態

様
で
あ
る
。
加
え
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
通
行
に

伴
い
立
ち
止
ま
る
、
あ
る
い
は

｢車
両
｣
を
停
止
す
る
と

い
っ
た
行
為
も
本
来
的
に
は
道
路
の
適
正
な
一
般
使
用
の

一
態
様
で
あ
っ
て
、
元
来
道
路
管
理
権

(公
物
管
理
権
)

に
基
づ
く
規
制
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
違
法
駐
車
問
題
へ
の
対
応
は
警
察
権
に
基
づ
く

交
通
規
制
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
通
行
が
安
全
か
つ
円
滑
に
行
い
得
な

い
よ
う
な
状
態
が
、
車
両
の
停
止
状
態
の
継
続
の
た
め
に

生
じ
た
場
合
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
無
視
で
き
な
い
上
、

そ
れ
を
看
過
し
た
こ
と
が
原
因
で
事
故
等
何
等
か
の
支
障

が
道
路
上
で
生
じ
た
場
合
、
道
路
管
理
者
は
そ
の
管
理
瑕

疵
の
責
を
逃
れ
得
な
い
こ
と
は
、
先
述
し
た
最
高
裁
判
決

の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ど
こ
ま
で
が
道
路
の
一
般
使
用
の
一
態
様

で
、
ど
こ
か
ら
が
道
路
管
理
者
と
し
て
対
応
せ
ね
ば
な
ら

な
い
、
あ
る
い
は
対
応
し
得
る
態
様
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
境
界
が
微

妙
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
問
題
の
複
雑
さ
が
あ
る
と
い

え
る
。

具
体
的
な
道
路
法
の
条
文
で
い
え
ば
、
第
四
三
条
第
二

号
で
道
路
に
関
す
る
禁
止
行
為
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る

｢み
だ
り
に
道
路
に
土
石
、
竹
木
等
の
物
件
を
た
い
積
し
、

そ
の
他
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
あ

る
行
為
を
す
る
こ
と
｣
に
違
反
し
て
放
置
さ
れ
た
物
件
に

路
上
放
置
車
両
が
該
当
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

そ
の
上
、
路
上
放
置
車
両
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
こ

の
よ
う
な
道
路
法
上
の
道
路
管
理
者
の
観
点
か
ら
の
議
論

の
み
で
問
題
が
終
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
道
路
交
通
法
、

自
動
車
の
保
管
場
所
等
に
関
す
る
法
律

(保
管
場
所
法
)、

遺
失
物
法
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(廃
掃
法
)
と
い
っ
た
様
々
な
法
律
の
観
点
か
ら
の
検
討

が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
問
題
が
複
雑
と
な
っ
て
い
る
。

4

実
務
上
の
問
題
点

以
上
の
よ
う
な
法
的
問
題
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
パ
ト

ロ
ー
ル
中
に
路
上
放
置
車
両
を
発
見
す
る
等
実
際
に
道
路

管
理
者
が
路
上
放
置
車
両
を
確
認
し
た
場
合
の
問
題
点
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

道
路
管
理
者
が
路
上
放
置
車
両
を
確
認
し
た
場
合
、
ま



ず
、
道
路
法
に
基
づ
く
観
点
か
ら
ど
の
程
度
の
時
間
、
ど

の
よ
う
な
状
態
で
車
両
が
放
置
さ
れ
て
い
れ
ば
問
題
で
あ

る
の
か
の
判
断
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
に
際

し
て
は
、
道
路
管
理
者
と
し
て
道
路
交
通
の
円
滑
と
安
全

を
保
つ
観
点
か
ら
責
任
あ
る
判
断
を
行
い
、
明
ら
か
に
駐

車
違
反
や
保
管
場
所
法
違
反
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
も
、
注

意
喚
起
措
置
を
行
っ
た
上
で
警
察
に
連
絡
す
る
等
の
積
極

的
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

次
に
道
路
管
理
上
支
障
の
あ
る
状
態
で
あ
れ
ば
道
路
管

理
者
と
し
て
何
等
か
の
対
応
が
必
要
と
な
る
が
、
ど
の
よ

う
な
状
態
の
と
き
に
注
意
喚
起
措
置
を
講
じ
、
あ
る
い
は

当
該
車
両
の
移
動
、
処
分
を
行
う
か
と
い
う
判
断
が
必
要

と
な
る
。

さ
ら
に
、
法
的
問
題
点
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

道
路
法
以
外
の
ど
の
よ
う
な
法
律
に
配
慮
す
る
べ
き
か
の

判
断
も
必
要
に
な
る
。
こ
の
判
断
に
際
し
て
は
、
実
際
上

は
道
路
管
理
者
の
み
に
よ
る
判
断
は
不
可
能
で
あ
り
、
警

察
当
局
等
関
係
機
関
と
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
判
断
に
際
し
、
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の

検
討
と
対
応
が
必
要
と
な
る
。

=

車
両
と
し
て
の
機
能
が
残
っ
て
い
る
場
合

道
路
法
上
の

｢車
両
｣
の
駐
停
車
と
い
う
道
路
の
一

般
使
用
の
一
態
様
の
範
囲
で
あ
り
、
道
路
管
理
権
に
基

づ
く
対
応
は
バ
リ
ケ
ー
ド
設
置
等
に
よ
る
注
意
喚
起
に

と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
対
応
は
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
か
ら
所
有
者
が
確
認
で
き
る
か
否
か

に
応
じ
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

掃
当
局
に
よ
る
処
分
と
な
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

①

所
有
者
が
自
動
車
登
録
か
ら
確
認
で
き
る
場
合

道
路
管
理
者
自
ら
が
手
続
き
を
取
り
得
る
。

道
路
交
通
法
、
保
管
場
所
法
に
基
づ
い
て
警
察
当

局
が
対
処
す
る
こ
と
と
な
る
。

②

所
有
者
が
確
認
で
き
な
い
場
合

遺
失
物
法
の
適
用
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

@

車
両
と
し
て
の
機
能
が
残
っ
て
い
な
い
場
合

道
路
上
へ
の
放
置
物
件
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
所
有

者
が
わ
か
る
場
合
は
道
路
法
第
七
一
条
に
基
づ
く
移
転
、

除
却
命
令
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
通
常
は
所
有
者
が
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多

く
、
そ
の
場
合
は
、
経
済
的
価
値
の
有
無
に
よ
っ
て
以

下
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。

①

経
済
的
価
値
が
な
い
場
合

廃
棄
物
と
し
て
通
常
の
維
持
管
理
、
清
掃
に
よ
り

道
路
管
理
権
に
基
づ
く
処
理
を
行
う
権
限
が
あ
り
、

移
動
、
処
分
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

②

経
済
的
価
値
が
あ
る
場
合

道
路
管
理
権
に
基
づ
く
移
動
は
道
路
管
理
上
必
要

な
場
合
は
可
能
で
あ
る
が
、
処
分
に
関
し
て
は
、
所

有
権
と
の
兼
ね
合
い
が
あ
り
、
一
定
の
手
続
き
を
経

て
所
有
者
に
、
所
有
の
意
志
が
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、

道
路
法
第
四
三
条

(道
路
に
関
す
る
禁
止
行
為
)
第

二
号
違
反
に
基
づ
き
措
置
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
原
則
は
廃
掃
法
に
基
づ
く
清

表 道路管理者の対処方法

所 有 者 の 確 認

判 明 判 明 せ ず

車

両

の

機

能

有

り

経
済
的
価
値

有

り

道路交通法上の違法駐車
、保管場所法違反での対処を

警察に依頼

遺失物法の規定により警察
が処理

無

し

経
済
的
価
値

有

り

隣て
転

し
移
行

と
く
執

件
づ
代

物
基
は

置
に
又

放
条
、

法
れ
令

違
法
命

遜縄袋徽壗醐放条法
製

違
法

無

し
秩飾家憲

く
代
掃
ら

づ
は
清
白

遡又区漱

〆條喩埖棘総

鱗騙顔蝦遵

道
除
(
対
者

に

絡

局

連

当
【
に

掃

者

清

業
で
煙

-し

,り

と
頬
目

物
依
、

棄
処
は

廃
対
又

道
路
管
理
者
自
ら
が
手
続
き
を
取
り
得
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
表
の
と
お
り
と
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
盗
難
車
等

刑
事
犯
罪
に
関
わ
る
車
両
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は

刑
事
手
続
き
に
よ
る
対
応
が
必
要
と
な
る
た
め
、
警
察
と

の
綿
密
な
連
絡
が
必
要
で
あ
る
。

二

道
路
管
理
者
の
対
応

都
市
部
を
中
心
と
し
て
路
上
放
置
車
両
問
題
は
深
刻
で



あ
り
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
都
市
部
の
地
方
公
共
団

体
で
は
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
立
場
の
み
な
ら
ず
、
地

域
住
民
の
安
全
で
快
適
な
生
活
を
維
持
す
る
地
方
公
共
団

体
と
し
て
の
一
般
的
目
的
を
も
考
慮
し
て
、
路
上
放
置
車

両
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
手
続
き
を
定
め
て
い
る
も
の

も
多
い
。
こ
こ
で
は
、
横
浜
市
と
名
古
屋
市
の
例
を
簡
単

に
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

1

横
浜
市

横
浜
市
で
は
、
｢放
置
自
動
車
及
び
沈
船
等
の
発
生
の

防
止
及
び
適
正
な
処
理
に
関
す
る
条
例
｣
を
平
成
三
年
一

○
月

一
日
よ
り
施
行
し
て
い
る
。

内
容
と
し
て
は
、
総
則
で
市
、
事
業
者
、
市
民
の
責
務

及
び
総
合
施
策
に
つ
い
て
定
め
、
以
下
、
通
報
及
び
調
査
、

市
長
に
よ
る
勧
告
及
び
措
置
命
令
、
放
置
自
動
車
及
び
沈

船
等
廃
物
判
定
委
員
会
に
よ
る
廃
物
認
定
、
処
分
等
、
罰

則
、
両
罰
規
定
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

実
際
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
放
置
車
両
が
廃
棄
物
か

否
か
の
判
断
に
つ
い
て
判
定
委
員
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を

つ
く
っ
て
対
処
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
判
定
委
員

会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
自
動
車
、
船
舶
に
つ
い
て
の
専
門
家
、

学
識
経
験
者
、
関
係
行
政
機
関
職
員
、
市
職
員
、
そ
の
他

市
長
が
必
要
と
認
め
る
者
と
な
っ
て
い
る
。

放
置
自
動
車
の
取
扱
い
に
関
す
る
手
続
き
の
概
要
は
参

考
ー

(次
頁
)
の
と
お
り
で
あ
る
。

2

名
古
屋
市

名
古
屋
市
は
、
道
路
管
理
者
と
し
て
路
上
放
置
車
両
問

題
に
早
期
か
ら
本
格
的
に
対
処
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お

り
、
昭
和
四
八
年
二

月
一
日
に

｢路
上
放
置
車
両
処
理

要
領
｣
(最
近
の
改
正
は
平
成
三
年
八
月
一
日
)
を
制
定

し
て
い
る
。

要
領
の
主
な
内
容
は
、
廃
棄
物
か
ど
う
か
の
判
断
を
道

路
管
理
者
側
か
ら
警
察
に
求
め
る
手
続
き
を
定
め
、
廃
棄

物
た
る
認
定
通
知
を
受
け
て
、
道
路
管
理
者
が
処
理
業
者

に
処
分
を
依
頼
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

参
考
に
要
領
を
掲
載
す
る

(参
考
2
)。

(参
考
2
)路

上
放
置
車
両
処
理
要
領

〔昭
和
四
八
年
三

月
一
日
制
定
〕

ー

趣

旨

こ
の
要
領
は
、
名
古
屋
市
又
は
名
古
屋
市
長
が
管
理
す
る
道
路

に
放
置
さ
れ
て
い
る
車
両

(以
下

｢放
置
車
両
｣
と
い
う
。
)
の

除
却
処
分
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
道
路
の
保
全

と
交
通
の
安
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

2

放
置
車
両
を
覚
知
し
た
場
合
の
措
置

土
木
事
務
所
長
は
、
廃
棄
物
の
疑
い
が
あ
る
放
置
車
両
を
覚
知

し
た
と
き
は
、
警
告
書

(第
1
号
様
式
)
を
当
該
車
両
に
貼
付
す

る
と
と
も
に
、
放
置
車
両
発
見
報
告
書

(第
2
号
様
式
)
に
よ
り

所
轄
警
察
署
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

3

除
却
、
処
分
の
方
法
等

0
土
木
事
務
所
長
は
、
放
置
車
両
に
つ
い
て
、
所
轄
警
察
署
長

が
調
査
の
結
果
、
廃
棄
物
と
認
定
し
た
と
き
は
、
所
轄
警
察
署

長
か
ら
の
通
知
に
基
づ
き
そ
の
車
両
を
除
却
し
処
分
す
る
も
の

と
す
る
。

②

除
却
処
分
に
つ
い
て
は
、
主
管
課
が
指
定
す
る
廃
棄
物
処
理

業
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

③

土
木
事
務
所
長
は
、
所
轄
警
察
署
長
か
ら
廃
棄
物
と
し
て
の

認
定
通
知
を
受
理
し
た
と
き
、
指
示
書

(第
3
号
様
式
)
を
作

成
し
、
主
管
課
を
経
由
し
て
廃
棄
物
処
理
業
者
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

④

土
木
事
務
所
長
は
、
廃
棄
物
処
理
業
者
が
放
置
車
両
を
道
路

上
か
ら
除
却
し
、
処
分
し
た
と
き
は
、
完
了
届

(第
4
号
様

式
)
を
提
出
さ
せ
、
主
管
課
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

4

記
録
簿
の
調
製

土
木
事
務
所
長
は
、
放
置
車
両
を
覚
知
し
た
と
き
は
、
記
録
簿

(第
5
号
様
式
)
を
調
製
す
る
も
の
と
し
、
一
年
間
保
管
す
る
。

主
管
課
長
は
、
土
木
事
務
所
長
か
ら
指
示
書
の
送
付
を
受
け
た

と
き
は
、
記
録
簿

(第
6
号
様
式
)
を
調
製
す
る
も
の
と
し
、
一

年
間
保
管
す
る
。

5

実
施
期
日

こ
の
要
領
は
、
昭
和
四
人
年
一
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則

こ
の
要
領
は
、
平
成
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔以
下
、
様
式
略
〕

以
上
、
条
例
、
処
理
要
領
と
い
う
二
種
類
の
対
応
方
法

の
代
表
を
紹
介
し
た
。
前
者
は
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の

立
場
を
、
後
者
は
道
路
管
理
者
と
し
て
の
立
場
を
前
面
に

出
し
て
は
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
道
路
の
安
全
と
円
滑
を
保

持
す
る
責
任
を
負
う
も
の
が
、
関
係
機
関

(警
察
･
清
掃

当
局
等
)
と
い
か
に
連
携
し
て
迅
速
な
対
応
を
行
う
か
と

い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
枠
組
み
を

作
っ
て
き
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。



(参考 1 ) 放 置 自 動 車 事 務 処 理 概 要

市
民
等

猯
繊

眠
親

業
務
第
一
課

判
定
委
員
会

事

務

局

棄
物
判
定

云
告

圀
國

費
用
請
求

業

務

第

一
課

薬
物
認
定 増山
園

所
有
者
不
明
一匿
議
題

寄

付
士
費
用
の
徴
収

地

図

写

真

票

現
場
状
況
調
べ

調
査
調
書

環

境

事

務

所

同
国

一

地

図

-

写

真

票

…

現
場
状
況
調
べ
…

調
査
調
書

お
願
い
文
貼
付

一

人
現
場
調
査
V

…

整
理
簿

輔
導
~

…

受

付 碇
険
騒
膣

お
知
ら
せ
文
貼
付
一

地

図

写

真

票

現
場
状
況
調
べ

調
査
調
書

お
願
い
文
貼
付

人
現
場
調
査
V

土

木

事

務

所

地

図

写

真

票

現
場
状
況
調
べ

調
査
調
書

お
願
い
文
貼
付

八
現
場
調
査
V

整
理
埋

腕
様
十
事

-調
査
-

一

｢
道
路
唇
理
課
一

一

言
燈
量
課
一

処
分
の
確
認

一お
知
ら
せ
文
貼
付

一

“道
路
唇
理
課
一

一

地

図

写

真

票

現
場
状
況
調
べ

調
査
調
書

お
願
い
文
貼
付

八
現
場
調
査
V

港
湾
管
理
セ
ン
タ
ー

地

図

…

孵
場
概
況頭
べ
…

調
査
調
書

ハ藤競泳叡凝付
一

覇
幽

1
L
“

…

同
国 一

一
港
搭鼻
警
護

処
分
の
確
認

お
知
ら
せ
文
貼
付

-

一

怖
鷲
孃
呂課

一

-港
鷲
港
鎌

-

地

図

写

真

票

現
場
状
況
調
べ

調
査
調
書

お
願
い
文
貼
付

八
現
場
調
査
V

関
係
機
関

一蘭
]

調

査

-

-



三

建
設
省
の
取
り
組
み

道
路
管
理
行
政
の
監
督
官
庁
と
し
て
、
ま
た
直
轄
の
一

般
国
道
の
道
路
管
理
者
と
し
て
、
建
設
省
は
次
の
よ
う
な

路
上
放
置
車
両
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

昭
和
五
〇
年
通
達

ま
ず
、
先
に
述
べ
た
最
高
裁
判
例
を
契
機
に
、
昭
和
五

〇
年
三
一月
-
六
日
付
け
建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理

課
長
通
達
を
発
出
し
て
い
る
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

注
意
喚
起
措
置
を
講
じ
、
警
察
に
連
絡
。

②

警
察
に
お
い
て
、

の

所
有
者
が
判
明
し
た
も
の
は
、
道
路
交
通
法
等

に
基
づ
き
処
理
。

の

経
済
的
価
値
が
あ
る
も
の
は
、
遺
失
物
法
に
基

づ
き
処
理
。

の

上
記
以
外
の
車
両
で
放
棄
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ

る
も
の
は
、
｢
ポ
ン
コ
ツ
車
｣
と
し
て
、
道
路
管

理
者
に
連
絡
。

③

｢ポ
ン
コ
ツ
車
｣
に
、
期
限
を
記
し
た
撤
去
警
告

書
を
貼
付

(道
路
法
第
七
十
一
条
第
四
項
に
基
づ
く

公
告
。)

④

期
限
到
来
後
、

道
路
管
理
者
よ
り
清
掃
当
局
に

連
絡
し
、
清
掃
当
局
の
協
定
業
者
が
処
理
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
本
通
達
は
協
力
体
制
の
ひ

な
型
を
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
現
場
作
業
を
進
め
る

に
当
た
っ
て
、
費
用
の
負
担
問
題
等
の
た
め
に
清
掃
当
局

の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
警
察
当
局
の
協
力

も
得
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
生
ず
る
場
合
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
所
有
者
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
経
済
的
価
値
が

あ
っ
て
も
、
遺
失
物
法
に
基
づ
く
処
理
を
行
う
た
め
に
必

要
と
な
る
保
管
集
積
場
所
を
ど
う
確
保
す
る
か
と
い
っ
た

問
題
も
あ
っ
た
。

2

道
路
法
の
一
部
改
正

｢道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣

(平
成
三
年
法
律
第
六
〇
号
)
に
よ
っ
て
、
道
路
法
第
四

十
四
条
の
二
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
法
第

四
十
三
条
第
二
号
違
反
の
道
路
上
へ
の
放
置
物
件
に
対
す

る
監
督
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
七
十
一
条
の
監
督
処
分
の

特
則
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
放
置
物

件
が
現
に
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
ま
た
は
交
通

に
危
険
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
法
七

十
一
条
第
四
項
に
基
づ
く
相
当
の
期
間
の
公
告
を
経
ず
に
、

自
ら
当
該
物
件
を
除
去
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ま
た
、
保
管
期
間
に
関
し
て
も
、
三
カ
月
を
経
過

し
た
場
合
、
保
管
に
不
相
当
の
費
用
又
は
手
数
を
要
す
る

と
き
は
換
金
が
可
能
で
、
遺
失
物
法
の
規
定
を
参
考
と
し

て
六
か
月
保
管
す
る
と
所
有
権
が
道
路
管
理
者
に
移
転
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。

立
法
当
時
、
違
法
放
置
物
件
に

｢車
両
｣
が
含
ま
れ
る

か
議
論
と
な
っ
た
が
、
道
路
法
が
公
物
管
理
に
関
す
る
法

律
で
あ
る
た
め
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
｢車
両
｣
は
含
ま
れ
な
い
が
、
す
で
に
車
両

と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
物
件
は
道
路
法
上
の

｢車
両
｣

で
は
な
く
、
道
路
交
通
に
重
大
な
支
障
と
な
る
も
の
は
違

法
放
置
物
件
と
見
な
し
得
る
。

そ
こ
で
、
法
第
四
十
四
条
の
二
に
基
づ
き
、
路
上
放
置

車
両
に
対
す
る
対
処
方
法
を
い
か
に
変
更
す
べ
き
か
の
検

討
が
開
始
さ
れ
た
。

3

平
成
五
年
通
達

上
記
法
律
改
正
を
受
け
、
警
察
庁
及
び
厚
生
省
と
の
綿

密
な
連
携
の
も
と
に
、
平
成
五
年
三
月
三
○
日
付
け
建
設

省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
長
通
達
を
施
行
し
た
。

通
達
見
直
し
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
た
。

①

警
察
当
局
と
の
協
議
に
よ
り
車
両
と
し
て
の
機
能

を
有
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
過
程
を
明
確
化
す
る
。

②

車
両
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
場
合
、
あ
る
い
は

犯
罪
等
と
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
警
察

当
局
が
対
処
す
る
。

③

②
以
外
は
、
明
ら
か
に
所
有
権
の
放
棄
が
認
め
ら

れ
る
も
の
を
除
き
、
道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
に
基

づ
き
対
処
す
る
。

④

明
ら
か
に
所
有
権
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
も
の
及

び
道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
に
基
づ
く
手
続
き
を
経

て
廃
棄
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、



(参考 3 ) 交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法のフローチャート
処理 処 理 手 順 留 意 事 項

道

路

管

理

者

瞬 趨
き
両発見

極祷る鎚壷l

車両に街当するか 車両に該当戒截型両に該当するか
について協議

鱒
'

≧

…にを■.“
廃棄車両に該当

距彎漆瞥認I

･ 安全措置は、道路利用者が当該車両の存在を
確実に認知できるように行うこと。

･ 廃棄車両に該当するかどうかの判断は、所轄
警察署との協議により行うこと。
･ 警察署において所有者等が判明した車両につ
いて、警察において処理しない旨の回答をする
場合には、当該所有者等について連絡されたい
旨を、併せて依頼すること。

- 明らかに所有権を放棄したものと認められる
かどうかについては、当該廃棄車両の経済的価
値、置かれている状態等を総合的に勘案して判
断すること。なお、道路法第4 4条の2に定め
る手続きをとらないこととした場合には、事後
の紛争に備えるため、当該廃棄車両の写真等を
必要に応じて保存しておくこと。

･ 返還の申田があった場合には、道路法施行令
第1 9条のl oの定めるところにより返還する
こと。その際、 r道路法の一部改正について｣
(平成3年1 1月 ]日付け建設省道政発第6 0

号道路局路政課長通達)記の第2の7の事項に
留意すること。

･ 売却の要件とは、道路法第4 4条の2第4項
に定める要件をいう。なお、同項にいう r保管
に不相当な費用を要するとき｣とは、当該廃棄
車両の除去及びその時点までの保管に要した費
用が、当該廃棄車両の価格より大きいことが明
らかなことをいう。

- 予定価格が著しく低いとは、再度の売却に備
えて当該廃棄車両の保管を続けることが、占有
者等にとって不利である場合をいう。
･ 例えば、路上放棄車処理協力会からの寄付の
受入れに支障がある等の理由により、清掃当局
において必要な体制をとることができない場合
には、道路管理者において回収業者への連絡を
行うこと。また、従前より道路管理者において、
路上放置車両を回収せしめるための予算措置を
講じており、かつ、これを継続することについ
て特段の支障がない場合には、従前どおりの取
扱いをして差し支えない。

所
轄
警

察

署

道

路

管

理

者

く所商議力龍認禮満、、. 単一 所有者等におぃて処理-

1N0,

YESく操務翳鷲気勢光>

下
離籍濃霧、鷁

売却の要件に該当する "

せ
引 き 続 き 保 管

YES<覊導き >

買受入がある ･ 売 却 代 金 を 保 管

“0
妻

拳

が YESL
定価遡れ≦装いか

清掃当局に連 絡 同船収業者に連絡

清
掃
当
局

回収業者に連 絡

回
収
業
者

回 収I 1回 収

32 道行セ 93,12



清
掃
当
局
に
お
い
て
業
者
に
処
理
さ
せ
る
。

⑤

た
だ
し
、
④
に
関
し
て
、
次
の
場
合
は
、
道
路
管

理
者
に
お
い
て
業
者
に
処
理
さ
せ
る
。

イ

清
掃
当
局
に
お
い
て
、
路
上
放
棄
車
処
理
協
会

(
一
昨
年
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
、
販
売
店
等
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
市
町
村
が
一
般
廃
棄
物
と
認

定
し
た
路
上
放
棄
車
の
処
理
費
用
を
寄
付
の
形
で

負
担
す
る
等
の
活
動
を
行
う
団
体
)
か
ら
の
寄
付

の
受
け
入
れ
に
支
障
が
あ
る
場
合
。

ロ

従
前
よ
り
道
路
管
理
者
に
お
い
て
廃
棄
車
両
の

処
理
の
た
め
に
予
算
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
か
つ
、

こ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
段
の
支
障
が

な
い
場
合
。

こ
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
、
処
理
に
当
た
っ
て
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
前
頁

の
参
考
3
の
よ
う
な

フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
を
作
成
し
た
。

ま
た
、
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
警
察
庁
、
厚
生
省
に
対

し
て
、
現
場
で
の
協
力
を
得
る
た
め
各
都
道
府
県
警
察
、

廃
棄
物
主
管
部
局
に
当
該
通
達
の
周
知
徹
底
を
依
頼
し
て

い
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
道
路
管
理
者
の
観
点
か
ら
路
上
放
置
車
両
問
題

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
路
上
放
置
車
両
の
現
場
に
お
い

て
は
、
法
的
問
題
と
実
際
の
運
用
、
保
管
場
所
や
費
用
負

担
等
の
問
題
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
難
し
い
状
況
が
多
い

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
路
上
放
置
車
両
等
へ
の
対
処
方

法
が
統
一
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
行
革
審
の
縦
割
り
行
政
是

正
の
項
目
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今

後
は
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
各
道
路
管
理
者
が
、

関
係
機
関
と
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
路
上
放
置
車
両

の
処
理
を
効
率
的
に
進
め
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
の
誌
面
を
借
り
て
、
各
現
場
で
こ
の
困
難

な
問
題
に
対
処
さ
れ
て
い
る
各
担
当
者
の
労
を
ね
ぎ
ら
う

と
と
も
に
、
現
場
の
声
を
で
き
る
限
り
本
省
に
伝
え
て
い

た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
し
て
、
筆
を
置
く
こ
と
に
す
る
。



は
じ
め
に

交
通
事
故
死
者
数
は
昭
和
四
五
年
の
一
六
、
七
六
五
人

を
ピ
ー
ク
に
昭
和
五
四
年
の
八
、
四
六
六
人
ま
で
減
少
を

続
け
て
来
た
が
、
そ
れ
以
降
は
増
加
傾
向
に
転
じ
、
平
成

四
年
で
は

=
、
四
五

一
人
に
ま
で
達
し
た
。

こ
の
間
で
は
昭
和
四
一
年
に

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
｣
が
制
定
さ
れ
、
第
一
次
と

第
二
次
の
交
通
安
全
三
ヶ
年
計
画

(昭
和
四
一
!
四
六

年
)
が
、
昭
和
四
六
年
か
ら
は
第
一
次
ー
第
五
次

(昭
和

四
六
年
度
!
平
成
七
年
度
)
の
五
ヶ
年
計
画
が
実
施
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
五
ヶ
年
計
画
は
改
定
の
度
に
飛
躍
的
な

拡
大
が
図
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
既
に
四
兆
円
を
越
す
事
業
費

が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
道
路
交
通
法
の
改
正
、

車
両
保
安
基
準
の
改
正
、
救
急
医
療
の
態
勢
の
整
備
、
交

交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
の
概
要
と
活
動

人
設
立
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
V

財
団
法
人
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
常
務
理
事

田
尻

文
宏

通
安
全
の
教
育
や
運
動
の
強
化
等
懸
命
の
努
力
が
払
わ
れ

て
き
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
て
も
、
交
通
事
故

死
者
に
減
少
の
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
従
来
の
対
策

を
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
る
こ
と
の
、
限
界
説
が
出
て
来
た
。

こ
れ
以
上
の
成
果
を
期
待
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸

対
策
を
よ
り
一
層
効
率
的
に
推
進
し
て
い
く
方
策
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
交
通
事
故
の
要
因
を

｢人
｣、
｢道
｣、
｢車
｣
の
観
点
か
ら
総
合
的
に
調
査
分
析

を
行
う
と
と
も
に
事
故
の
原
因
を
さ
ら
に
詳
細
に
科
学
的

に
究
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
が
高
ま
り
を
見
せ
、
平
成
二
年
六

月
の
総
務
庁
行
政
監
察
局
の
勧
告
の
中
に
も
交
通
事
故
調

査
分
析
の
高
度
化
と
充
実
の
必
要
性
が
盛
ら
れ
、
さ
ら
に

道
路
交
通
法
改
正
の
国
会
審
議
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
交

通
事
故
の
総
合
的
分
析
体
制
の
整
備
、
充
実
を
図
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
。

第
五
次
交
通
安
全
基
本
計
画
に
お
い
て
も
具
体
的
施
策

の
柱
と
し
て

｢交
通
事
故
の
総
合
的
な
調
整
研
究
の
推

進
｣
が
掲
げ
ら
れ
、
｢交
通
事
故
に
関
係
す
る
各
種
統
計

等
の
充
実
及
び
交
通
事
故
、
道
路
、
車
両
等
の
諸
デ
ー
タ

の
有
機
的
結
合
を
推
進
し
、
統
計
分
析
の
高
度
化
を
図
る

と
と
も
に
、
工
学
、
医
学
、
心
理
学
等
の
専
門
家
等
と
の

連
携
、
協
力
の
下
、
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
交
通
事

故
の
総
合
的
調
査
研
究
を
推
進
す
る
oL

こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
平
成
四
年
三
月
二
日
、
警

察
庁
、
運
輸
省
、
建
設
省
の
三
省
庁
所
管
の
財
団
法
人
と

し
て
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー

(以
下

｢分
析
セ
ン

タ
ー
と
い
う
。
)
が
設
置
さ
れ
た
。

道路交通管理に
関する最近の話題



【

概

要

=

目
的

分
析
セ
ン
タ
ー
は
、
交
通
事
故
と
人
間
、
道
路
交
通
環

境
及
び
車
両
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
研
究
を
通
じ
て
、

交
通
事
故
の
防
止
と
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
、
円
滑
か
つ
秩
序
あ
る
交
通
社
会

の
実
現
に
寄
与
し
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

②

名
称
及
び
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
財
団
法
人
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン

タ
ー
と
称
す
る
。
所
在
地
は
東
京
都
江
東
区
亀
戸
一
丁
目

四
番
二
号

(
〒
136
)
で
あ
る
。
(電
話
○
三
-
五
六
〇
九

-
二
七

=
)

回

事
業

①

交
通
事
故
の
防
止
及
び
交
通
事
故
の
被
害
軽
減
に

寄
与
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
収
集
及
び
管
理

具
体
的
に
は
、
警
察
庁
の
保
有
す
る
交
通
事
故

デ
ー
タ
及
び
運
転
者
管
理
デ
ー
タ
、
運
輸
省
の
保
有

す
る
車
両
登
録
デ
ー
タ
、
建
設
省
の
保
有
す
る
道
路

交
通
セ
ン
サ
ス
そ
の
他
の
道
路
関
係
デ
ー
タ
の
提
供

を
受
け
、
こ
れ
ら
を

一
定
の
キ
ー
デ
ー
タ
を
用
い
て

統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
等
で
あ

る
。

②

交
通
事
故
の
原
因
の
科
学
的
な
究
明
を
図
る
た
め

の
交
通
事
故
調
査

警
察
の
協
力
を
得
て
、
専
従
の
調
査
員
が
事
故
現

場
に
行
き
、
事
故
の
詳
細
な
調
査
を
行
う
ミ
ク
ロ
調

査
等
で
あ
る
。

③

交
通
事
故
と
人
間
、
道
路
交
通
環
境
及
び
車
両
に

関
す
る
総
合
的
な
分
析
研
究

前
記
①
及
び
②
に
よ
り
収
集
、
管
理
し
て
い
る

デ
ー
タ
を
用
い
て
、
交
通
事
故
の
原
因
の
科
学
的
な

究
明
を
図
る
た
め
の
総
合
的
な
分
析
研
究
を
行
う
も

の
で
あ
り
、
分
析
セ
ン
タ
ー
の
中
心
的
な
業
務
と
な

る
も
の
で
あ
る
。

④

上
記
①
!
③
に
関
す
る
業
務
の
受
託
又
は
委
託

前
記
①
か
ら
③
ま
で
に
つ
い
て
は
、
受
託
又
は
委

託
を
行
う
必
要
性
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

特
に
寄
附
行
為
上
確
定
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
o

⑤

③
の
分
析
研
究
の
成
果
の
提
供

総
合
的
な
分
析
研
究
の
成
果
は
、
各
界
に
幅
広
く

提
供
さ
れ
、
各
機
関
、
団
体
の
行
う
対
策
に
活
か
さ

れ
て
こ
そ
本
来
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
号

は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
分
析
研
究
の
み
な
ら

ず
そ
の
成
果
の
提
供
ま
で
分
析
セ
ン
タ
ー
の
事
業
と

し
て
明
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑥

交
通
事
故
に
関
す
る
知
識
及
び
交
通
安
全
に
関
す

る
思
想
の
普
及

本
号
は
、
交
通
事
故
に
関
す
る
正
確
な
理
解
及
び

交
通
安
全
思
想
の
重
要
性
に
鑑
み
、
⑤
と
同
様
の
趣

旨
か
ら
、
分
析
セ
ン
タ
J
の
行
う
べ
き
事
業
と
し
て

定
め
ら
れ
て
い
る
。

⑦

諸
外
国
の
交
通
事
故
分
析
機
関
等
と
の
交
流
及
び

情
報
交
換

総
合
的
な
調
査
分
析
、
な
か
で
も
ミ
ク
ロ
調
査

(事
故
例
調
査
)
分
析
に
つ
い
て
は
、
既
に
欧
米
諸

国
の
多
く
で
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
国
々
と
国

際
的
な
連
携
を
と
り
つ
つ
行
う
こ
と
が
分
析
セ
ン

タ
ー
業
務
の
充
実
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
、
本
号
も

定
め
ら
れ
て
い
る
。

⑧

そ
の
他
分
析
セ
ン
タ
ー
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
業

分
析
セ
ン
タ
ー
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な

附
帯
事
業
に
つ
い
て
、
確
認
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

回

組
織

組
織
は
図
ー
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

二

特

色

分
析
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
設
立
の
背
景
か
ら
次
の
よ
う

な
特
色
を
持
っ
て
い
る
。

=

道
路
交
通
法
上
の
指
定
法
人

分
析
セ
ン
タ
ー
の
使
用
す
る
デ
ー
タ
に
は
、
交
通
事
故
、

運
転
免
許
等
秘
匿
性
の
高
い
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関

す
る
情
報
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
ミ
ク
ロ
調
査
分

析
に
お
い
て
も
交
通
事
故
当
事
者
の
心
理
や
行
動
等
に
つ



い
て
調
査
を
行
う
が
、
そ
の
た
め
に
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
に
つ
い
て
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の

よ
う
な
情
報
や
資
料
に
つ
い
て
適
正
に
管
理
す
る
と
い
う

前
提
に
立
っ
て
、
分
析
セ
ン
タ
ー
が
十
分
な
国
民
の
協
力

を
得
て
、
そ
の
設
立
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
平
成
四

年
六
月
一
一
日
道
路
交
通
法
上
の
指
定
法
人
と
さ
れ
た
。

②

調
査
研
究
委
員
会
の
設
置

調
査
分
析
の
成
果
は
客
観
的
か
つ
中
立
的
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
成
果
の
利
用
に
つ
い
て
も
特

定
の
者
の
利
益
に
だ
け
資
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の

運
営
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
立
性
を
担

保
し
、
調
査
分
析
の
在
り
方
に
つ
い
て
関
係
方
面
、
有
識

者
等
か
ら
意
見
を
聞
き
、
事
業
の
公
正
か
つ
円
滑
な
遂
行

を
図
る
た
め
、
調
査
研
究
委
員
会
が
図
1
に
示
す
と
お
り

の
位
置
付
け
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
表

ー
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

回

統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築

分
析
セ
ン
タ
ー
は
警
察
･
運
輸
･
建
設
の
三
省
庁
共
管

の
法
人
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
交
通

事
故
関
係
の
統
計
も
各
機
関
に
お
い
て
各
々
保
有
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
有
機
的
な
結
合
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う

批
判
を
受
け
て
い
た
。
分
析
セ
ン
タ
ー
で
は
こ
の
問
題
を

解
消
す
る
た
め
、
三
省
庁
の
協
力
を
得
て
図
2
に
示
す
よ

う
に
各
機
関
の
デ
ー
タ
を
収
集
統
合
し
て
新
し
い
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
種
の
分
析
を
行
う
。
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表 1 財団法人交通事故総合分析センター調査研究委員
(平成 5年 7月 1日現在)

氏 名 現 職

井 口 雅 一 東京大学 工学部 教授

大 蔵 泉 横浜国立大学 工学部 教授

大 塚 敏 文 日本医科大学 教授

越 正 教 東京大学 工学部 教授

佐 藤 武 慶応義塾大学 理工学部 教授

鈴 木 春 男 千葉大学 文学部 教授

長 江 啓 泰 日本大学 理工学部 教授

長 山 泰 久 大阪大学 人間科学部 教授

野 口 薫 千葉大学 教養学部 教授

馬 場 孝 財団法人 日本自動車研究所 理事

警察庁 交通局 交通企画課長

警察庁 科学警察研究所 交通部長

運輸省 自動車交通局 技術企画課長

運輸省 交通安全公害研究所 交通安全部長

建設省 道路局 企画課長

建設省 土木研究所 道路部長

務庁長官官房交通安全対策室企画･調査担当参事官

厚生省 健康政策局 指導課長

消防庁 救急救助課長

(順不同 ･敬称略)

回

交
通
事
故
調
査
事
務
所
の
設
置

分
析
セ
ン
タ
ー
の
特
色
の
一
つ
は
我
が
国
で
初
め
て
専

従
の
調
査
員
を
置
い
て
ミ
ク
ロ
調
査

(事
故
例
調
査
)
を

実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
、
道

路
、
車
両
、
救
急
救
助
等
総
合
的
な
観
点
か
ら
交
通
事
故

の
防
止
及
び
被
害
軽
減
を
図
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
て
、

科
学
的
な
調
査
分
析
が
可
能
に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い

る
。調

査
事
務
所
は
平
成
五
年
四
月
一
日
に
茨
城
県
つ
く
ば

市
に
開
設
さ
れ
、
調
査
業
務
は
八
月
三

日
か
ら
実
行
し

糸売 合

図 2 交通事故統合データベースによる総合的なマクロ交通事故分析

新しい分析

て
い
る

(図
3
)
。

三

活

動

分
析
セ
ン
タ
ー
は
、
昨
年
三
月
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
で

現
在
は
活
動
態
勢
が
充
分
整
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、

従
っ
て
未
だ
特
筆
す
る
よ
う
な
成
果
は
ま
と
ま
っ
て
い
な

い
。

以
下
平
成
四
年
度
中
に
実
施
し
た
事
業
を
簡
単
に
紹
介

す
る
こ
と
と
す
る
。

Q

自
主
事
業

①

分
析
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
作
成
等

(運
輸
省
補
助

事
業
)

交
通
事
故
統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
交
通
事
故
、
運

転
者
、
自
動
車
に
関
す
る
個
々
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

道行セ 93.12 37
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対
す
る
分
析
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
作
成
を
行
い
、
多

査
分
析
を
行
っ
た
。
こ
の
調
査
分
析
の
成
果
は
、
平

祈

(日
本
道
路
公
団
)

量
の
デ
ー
タ
を
対
象
と
し
た
ク
ロ
ス
統
計
分
析
作
業

成
五
年
度
か
ら
開
始
す
る
当
セ
ン
タ
ー
の
交
通
事
故

高
速
自
動
車
国
道
"

の
効
率
化
を
図
っ
た
。

調

折
の
、
功
に
も

、
さ

、
る
こ
と

。

②

交
通
事
故
対
策
効
果
予
測
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
研
究

交
通
規
制
、
道
路
構
造
、
車
両
特
性
の
各
要
素
と

交
通
事
故
と
の
因
果
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
、
車

両
の
走
行
速
度
を
基
本
変
数
と
し
た
交
通
事
故
解
析

モ
デ
ル
の
作
成
を
進
め
た
。

③

交
通
事
故
分
析
の
体
系
化
を
目
的
と
し
た
交
通
事

故
例
分
析
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究

マ
ク
ロ
交
通
事
故
分
析
と
交
通
事
故
例
分
析
を
有

機
的
に
結
合
さ
せ
た
交
通
事
故
分
析
の
体
系
化
及
び

交
通
事
故
の
再
現
を
前
提
と
し
た
交
通
事
故
例
分
析

の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
に
、
諸
外
国
に
お
け
る

交
通
事
故
例
分
析
に
関
す
る
調
査
及
び
車
両
衝
突
実

験
を
行
っ
た
。

惚

受
託
事
業

ニ
ー
件
の
事
業
を
受
託
し
た
。
そ
の
う
ち
主
な
も
の
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
(

)
内
は
委
託
者
。

①

交
通
事
故
例
調
査
分
析
の
実
施

(総
務
庁
、
建
設

省
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
)

六
都
府
県

(東
京
、
神
奈
川
、
愛
知
、
大
阪
、
兵

庫
、
広
島
)
に
お
い
て
、
合
わ
せ
て
約
三
〇
〇
件
の

交
通
事
故
を
対
象
に
運
転
者
、
車
両
、
道
路
交
通
環

境
、
救
急
医
療
等
の
観
点
か
ら
の
総
合
的
な
デ
ー
タ

を
収
集
し
、
事
故
防
止
及
び
被
害
軽
減
に
つ
い
て
調

成
五
年
度
か
ら
開
始
す
る
当
セ
ン
タ
ー
の
交
通
事
故

調
査
事
務
所
の
活
動
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
な
る
。

②

交
通
事
故
分
析
の
高
度
化
及
び
ソ
フ
ト
開
発
に
関

す
る
調
査
研
究

(警
察
庁
)

交
通
事
故
統
計
デ
ー
タ
に
運
転
者
管
理
及
び
自
動

車
デ
ー
タ
を
結
び
つ
け
た

｢交
通
事
故
統
合
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
｣
を
使
い
、
｢車
両
重
量
と
交
通
事
故
の
被

害
程
度
の
関
係
｣、
｢運
転
者
の
違
反
歴
や
事
故
歴
と

交
通
事
故
発
生
率
の
関
係
｣
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ

た
。

③

道
路
デ
ー
タ
の
活
用
に
よ
る
総
合
分
析

(建
設

省
)道

路
交
通
セ
ン
サ
ス
デ
ー
タ
と
交
通
事
故
統
計

デ
ー
タ
を
建
設
省
各
地
方
建
設
局
で
作
成
し
た
マ
ッ

チ
ン
グ
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
統
合
し
た

(平
成
二
年

分
)。
こ
の
統
合
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
事
故
多
発
地

点
の
抽
出
及
び
交
通
事
故
と
道
路
交
通
環
境
指
標
と

の
統
計
分
析
を
行
っ
た
。

④

観
光
地
に
お
け
る
交
通
情
報
等
の
あ
り
方
に
関
す

る
調
査
研
究

(日
本
交
通
管
理
技
術
協
会
)

ニ
ニ
道
県
二
四
ヶ
所
の
観
光
地
を
対
象
と
し
た
交

通
事
故
集
計
分
析
を
実
施
し
、
観
光
地
に
お
け
る
交

通
事
故
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。

⑤

高
速
自
動
車
国
道
に
お
け
る
詳
細
な
交
通
事
故
分

高
速
自
動
車
国
道
に
お
け
る
特
徴
的
な
交
通
事
故

で
あ
る
雨
天
･
路
面
湿
潤
時
の
事
故
、
速
度
超
過
の

事
故
及
び
多
重
事
故
を
重
点
課
題
と
し
、
こ
れ
ら
に

対
す
る
人
、
道
路
交
通
環
境
、
車
両
の
面
か
ら
の
総

合
的
な
調
査
分
析
を
行
っ
た
。

団
諸
外
国
の
交
通
事
故
分
析
機
関
等
と
の
交
流
及
び
情

報
交
換

諸
外
国
と
の
情
報
交
換
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
く
た
め
、

当
セ
ン
タ
ー
事
業
内
容
等
を
ま
と
め
た
英
文
パ
ン
フ
レ
ッ

ト

(二
、
0
0
0
部
)
を
作
成
し
、
一
九
ヶ
国
四
八
機
関

に
対
し
て
配
布
し
た
。

四

事
業
実
施
上
の
諸
問
題

問
題
点
を
詳
細
に
抽
出
し
始
め
る
と
際
限
が
な
い
が
、

特
に
、
強
く
感
じ
た
も
の
を
数
点
挙
げ
て
み
る
こ
と
と
す

る
o印

デ
ー
タ
の
膨
大
さ
と
そ
の
変
化
の
追
跡

統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
が
分
析
セ
ン
タ
ー
の
特
色

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
デ
ー
タ
が
膨
大
で
あ
る

だ
け
で
な
く
刻
々
と
変
化
を
続
け
て
い
る
。
そ
れ
を
追
跡

し
、
信
頼
が
保
て
る
状
態
で
管
理
し
て
行
く
こ
と
は
大
変

な
努
力
を
必
要
と
す
る
。

①

運
転
免
許

運
転
免
許
保
有
者
は
全
国
に
平
成
四
年
で
約
六
、

四
〇
〇
万
人
と
な
る
が
、
新
し
く
免
許
を
取
得
し
た



人
は
約
四
〇
〇
万
人
、
交
通
違
反
等
で
免
許
証
に
何

ろ
ん
そ
の
全
て
が
交
通
事
故
に
、
関
係
す
る
も
の
で

故
例
の
資
料
を
収
集
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
分
析
セ

ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
人
が
約
九
〇
〇

は
な
、
ゞ
、

都
ふ
ま
ト
斤

ず

ぼ
っ

1

オ

愛
ゞ

ゞ
｣

◆

、

、

万
人
も
い
る
。
そ
の
他
保
有
者
が
死
亡
し
た
り
、
免

許
を
更
新
し
な
い
人
も
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
し

か
も
免
許
証

一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
統
合
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
取
扱
う
項
目
は
、
性
別
へ
住
所
、
種
類
等

約
一
七
〇
に
も
達
す
る
。

②

車
両
登
録

車
両
保
有
台
数
は
平
成
三
年
で
全
国
で
約
六
、
二

七
〇
万
台
と
な
る
。
そ
の
う
ち
新
車
登
録
は
七
七
〇

万
台
、
廃
車
が
五
五
〇
万
台
程
度
の
変
化
が
生
じ
て

い
る
。
自
動
車
一
台
と
っ
て
み
て
も
そ
の
取
扱
う
項

目
は
約
四
○
項
目
に
な
る
。

③

交
通
事
故

負
傷
者
が
発
生
す
る
交
通
事
故
は
平
成
四
年
で
約

七
〇
万
件
数
に
達
し
、
そ
の
う
ち
死
者
は
約
一
｢

五
〇
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
事
故

一
件
に
つ
い

て
取
扱
う
項
目
は
約
一
〇
〇
項
目
に
な
る
。
従
っ
て

毎
年
こ
の
程
度
の
デ
ー
タ
が
増
加
し
て
行
く
こ
と
と

な
る
。

④

道
路
交
通
環
境

五
年
毎
に
実
施
さ
れ
る
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
の
交

通
量
観
測
地
点
数
は
約
二
五
、
0
0
0
ヶ
所
で
あ
り
、

こ
れ
で
全
国
の
都
道
府
県
道
以
上
の
道
路
を
表
わ
す

こ
と
と
な
る
。
そ
の
一
般
交
通
量
調
査
箇
所
別
基
本

表
の
項
目
数
も
一
〇
〇
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち

は
な
い
が
、
大
部
分
は
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
来
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤

そ
の
他

以
上
の
デ
ー
タ
の
他
に
今
後
検
討
の
対
象
と
な
る

も
の
と
し
て
は
損
害
保
険
会
社
等
が
収
集
し
て
い
る

交
通
事
故
デ
ー
タ
、
人
口
動
態
デ
ー
タ
、
気
象
デ
ー

タ
等
が
考
え
ら
れ
る
。

デ
ー
タ
を
統
合
し
て
行
く
段
階
で
矛
盾
を
発
見
す

る
こ
と
が
あ
る
が
、
デ
ー
タ
が
膨
大
な
だ
け
に
入
力

ミ
ス
と
も
思
わ
れ
て
も
変
わ
る
べ
き
根
拠
の
あ
る
数

字
が
出
る
ま
で
は
単
純
に
修
正
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

し
ば
ら
く
は
そ
の
矛
盾
を
承
知
の
上
で
作
業
を
進
め

ざ
る
を
得
な
い
等
い
ろ
い
ろ
と
問
題
も
多
い
。

圀

ミ
ク
ロ
調
査

(事
故
例
調
査
)
の
限
界

つ
く
ば
市
に
事
務
所
を
設
置
し
て
ミ
ク
ロ
調
査
を
実
施

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
で
き
る
範
囲
は
せ

い
ぜ
い
つ
く
ば
市
、
土
浦
市
及
び
そ
の
周
辺
で
人
口
に
し

て
三
〇
万
人
、
面
積
に
し
て
四
〇
〇
婦
程
度
で
あ
る
。
ま

た
調
査
で
き
る
事
故
件
数
に
し
て
も
、
現
在
は
一
チ
ー
ム

四
人
の
二
チ
ー
ム
編
成
と
し
て
い
る
が
、
追
跡
調
査
等
関

係
デ
ー
タ
の
収
集
に
多
く
の
時
間
を
必
要
と
す
る
た
め
、

一
チ
ー
ム

一
日

一
件
が
限
界
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
最
大

限
一
日
二
件
の
事
故
例
し
か
調
査
で
き
な
い
。

交
通
事
故
は
地
域
に
よ
る
特
性
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な

ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
広
範
囲
に
多
く
の
事

ン
タ
ー
の
財
政
基
盤
が
ま
だ
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
状

況
に
は
な
い
た
め
、
現
在
の
状
態
を
し
ば
ら
く
は
続
け
ざ

る
を
得
な
い
。

国

事
故
発
生
地
点
の
表
示

交
通
事
故
が
発
生
す
れ
ば
所
轄
の
警
察
官
が
事
故
現
場

に
行
き
、
現
場
の
処
理
を
行
い
つ
つ
そ
の
事
故
に
関
す
る

調
書
を
作
成
す
る
。
そ
の
調
書
に
基
づ
い
て
交
通
事
故
統

計
原
票
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
警
察
庁
の
交
通
事
故

デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
に
入
力
さ
れ
る
。

そ
の
交
通
事
故
統
計
原
票
の
中
に
地
点
コ
ー
ド
の
欄
が

あ
る
が
、
一
般
道
路
で
は
キ
ロ
ポ
ス
ト
の
整
備
が
未
だ
十

分
で
な
く
、
事
故
調
書
を
作
成
す
る
警
察
官
も
事
故
発
生

地
点
を
そ
の
道
路
の
管
理
デ
ー
タ
と
直
接
関
係
づ
け
た
表

示
が
で
き
な
い
の
で
、
概
略
図
等
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
故
が
発
生
し
て
も
そ
の
位
置
に
つ
い
て

は
警
察
署
、
路
線
、
市
町
村
名
し
か
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
の

情
報
と
し
て
入
力
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
交
通
事
故
と
道
路
交
通
環
境
と
の
関
係
を
そ

の
ま
ま
で
は
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。

た
だ
事
故
統
計
原
票
に
は
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
な
い
が
事

故
発
生
地
点
の
地
番
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
現
在
事
故
統
計
原
票
の
地
番
と
か
概
略
図
を
道

路
の
路
線
ご
と
の
距
離
標

(キ
ロ
ポ
ス
ト
)
に
置
き
換
え

る
マ
ッ
チ
ン
グ
作
業
が
建
設
省
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
作
業
は
取
り
あ
え
ず
昭
和
六
三
年
、
平
成
元
年
、
三
年



の
三
か
年
に
つ
い
て
交
通
セ
ン
サ
ス
の
対
象
と
な
る
道
路

に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
年
間
約
三
〇
万

件
も
あ
り
、
大
変
な
労
力
を
要
す
る
作
業
と
な
っ
て
い
る
。

距
離
標
の
整
備
が
一
般
都
道
府
県
道
ま
で
達
成
さ
れ
る
の

に
は
ま
だ
ま
だ
見
通
し
が
立
た
な
い
状
態
で
、
こ
の
マ
ッ

チ
ン
グ
作
業
も
ず
っ
と
続
く
こ
と
に
な
り
、
最
新
の
デ
ー

タ
に
よ
る
分
析
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
が
続
く
こ
と
と
な

る
。印

道
路
交
通
環
境
の
対
応
資
料

当
セ
ン
タ
ー

(鯛
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
)
で

作
成
し
て
い
る
統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
、
基
本
的
に
は

マ
ッ
チ
ン
グ
デ
ー
タ
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、

こ
の
う
ち
道
路
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
交
通
セ
ン
サ
ス
区
間

の
も
の
と
な
る
。

こ
の
交
通
セ
ン
サ
ス
の
一
般
交
通
量
調
査
地
点
は
、
表

2
に
示
す
よ
う
に
、
平
均
区
間
五
ー
六
師
に
一
ヶ
所
の
割

合
で
あ
り
、
そ
の
地
点
の
調
査
結
果
が
そ
の
区
間
を
代
表

す
る
こ
と
と
な
る
。
都
道
府
県
道
の
平
均
延
長
は
約
一

○
師
で
あ
る
か
ら
、
一
本
の
道
路
を
二
地
点
程
度
の
調
査

結
果
で
表
す
こ
と
と
な
り
、
か
な
り
大
ま
か
な
感
じ
を
拭

え
な
い
。

分
析
を
開
始
す
る
当
分
の
間
は
こ
の
程
度
の
デ
ー
タ
で

や
む
を
得
な
い
が
、
分
析
が
進
む
に
つ
れ
て
補
完
の
デ
ー

タ
が
か
な
り
必
要
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
交

通
セ
ン
サ
ス
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
項
目
で
、
交
通
事

故
に
関
係
の
深
い
防
護
柵
、
照
明
、
電
柱
等
の
設
置
状
況

や
交
差
点
に
関
す
る
更
に
詳
細
な
情
報
等
が
必
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
故
分
析
か
ら
具

体
的
な
道
路
交
通
環
境
に
関
す
る
安
全
対
策
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
に
は
も
う
少
し
時
間
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

分
析
セ
ン
タ
ー
は
設
立
さ
れ
て
一
年
半
以
上
経
過
し
た

が
、
｢四
｣
の
所
で
も
述
べ
た
よ
う
に
各
種
の
問
題
を
抱

え
て
お
り
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
成
果
を
提
供
で
き
る
段

階
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
徐
々
に
で
は
あ
る
が
そ

の
態
勢
が
整
い
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
関
係
機
関

の
御
協
力
が
得
ら
れ
れ
ば
そ
の
威
力
が
発
揮
で
き
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。
も
う
少
し
時
間
的
な
猶
予
を
い
た
だ
き

た
い
。

表 2 一般交通量調査の調査地点数の推移 (常時観測地点を含む)
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V
ー
C
S
デ
モ
実
験
開
催
さ
れ
る

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
道
路
交
通
情
報
係
長

谷
村

昌
史

は
じ
め
に

社
会
の
発
展
に
伴
い
道
路
交
通
情
報
に
対
す
る
道
路
利

用
者
の
ニ
ー
ズ
は
高
度
化
･
多
様
化
し
て
い
る
。
一
方
、

近
年
の
技
術
革
新
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
高
度
な

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
可
能
に
す
る
技
術
が
開
発
さ
れ
て
き

て
い
る
。
道
路
側
で
は
、
文
字
情
報
板
、
図
形
情
報
板
、

道
路
情
報
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
、
道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム
の

高
度
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
動
車
側
も
、
デ

ジ
タ
ル
道
路
地
図
を
用
い
た
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

も
約
四
0
万
台
普
及
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
建
設
省
、
警
察
庁
、
郵
政
省

は
そ
れ
ぞ
れ
協
力
し
て
、
電
波
を
利
用
し
た
道
路
交
通
情

報
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
配
慮
し
調

和
し
た
発
展
を
は
か
る
た
め
、
道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス

テ

ム

(く
5
の

く
の
け
行
灯

甘
け
べ日
D
[5
口
符

0
O
B
B
に
口
村
中

g
b
の
ち
言
日
)
と
し
て
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
、
V
I
C
s
の
実
現
に
向
け
て
、
民
間
企
業
等
に

よ
る
道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

(V
I
C
s
)
推
進

協
議
会
が
平
成
三
年
一
〇
月
に
結
成
さ
れ
、
シ
ス
テ
ム
の

早
期
実
用
化
、
事
業
化
の
推
進
を
図
る
た
め
の
活
動
を

行

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
V
I
C
s
推
進
協
議
会
が
V
I
C
s
に
つ

い
て
広
く
理
解
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
一
一
月
九
、
一
〇

日
に
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
開
催
し
た
、
V
I
C
s
デ

モ
実
験
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

願

ん

　
　

　

感
ぜ
が̂

湛

憑

き

　　

　

　

　
　

　

　　

　
　

　　
　
　

　

　

　

　

写真 1 試乗に先立って行われた 3 大臣揃ってのテープ

、
に

題
理
話

割
の

　
　

　
　

　
　

　　

道路交通管理に
関する最近の話題



写真2 車載機での情報表示例

一

V
-
C
S
と
ば

V
I
C
S
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
車
の
中
で
リ
ア
ル
タ
イ

ム
に
欲
し
い
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。
現
在
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
情
報
板
、
路
側
通
信
等
で
情

報
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
提
供
メ
デ
ィ
ア
か
ら
一
度

に
提
供
で
き
る
情
報
の
量
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、

V
I
C
s
は
、
電
波
を
用
い
て
大
量
の
情
報
を
車
載
機
に

デ
ー
タ
通
信
す
る
こ
と
で
、
渋
滞
情
報
、
事
故
情
報
、
交

通
規
制
情
報
、
旅
行
時
間
情
報
等
、
欲
し
い
情
報
を
い
つ

で
も
得
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス

テ
ム
は
、
安
全
性
の
向
上
、
快
適
性
の
向
上
、
経
済
性
の

向
上
、
環
境
の
改
善
と
い
っ
た
効
果
が
あ
る
。
写
真
2
で

車
載
機
で
の
情
報
表
示
例
を
示
し
て
い
る
。

V
I
C
s
の
情
報
提
供
方
法
と
し
て
、
路
側
に
設
置
し

た
ビ
ー
コ
ン

(発
信
器
)
か
ら
電
波
や
光
を
用
い
て
デ
ー

タ
通
信
を
行
う
こ
と
で
、
歩
行
地
点
ご
と
に
必
要
な
情
報

を
即
地
的
に
き
め
細
か
く
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
ビ
ー

コ
ン
や
、
F
M
放
送
の
電
波
の
す
き
ま
を
利
用
し
て
、
従

来
の
F
M
放
送
と
は
別
に
文
字
信
号
な
ど
を
放
送
す
る
こ

と
で
、
ど
こ
で
も
活
用
で
き
る
一
般
的
な
情
報
を
広
域
的

に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
F
M
多
重
等
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。

二

V
I
C
S
デ
モ
実
験
概
要

V
I
C
s
デ
モ
実
験
で
は
、
そ
の
仕
組
み
、
効
果
等
を

鰯日本道路交通情報センター

紹
介
す
る
た
め
に
、
V
I
C
S
実
験
車
の
試
乗
、
機
器
展

示
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。

Q

V
I
C
S
実
験
車
の
試
乗
体
験

デ
モ
実
験
で
は
、
四
五
台
の
試
乗
車
を
用
意
し
、
一
般

公
募
者
、
マ
ス
コ
ミ
、
会
員
等
を
対
象
に
試
乗
を
行
っ
た
。

試
乗
は
、
会
場
で
あ
る
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
を
発
着
地

点
と
す
る
三
〇
ー
六
〇
分
の
デ
モ
コ
ー
ス
を
設
定
し
、
走

行
中
の
車
に
、
東
京
首
部
を
対
象
と
し
た
約
二
〇
如
四
方

の
範
囲
内
の
都
道
以
上
の
道
路
を
主
体
と
す
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
及
び
東
名
高
速
道
路
東
京
I
C
ー
御
殿
場
I
C
間

の
情
報
を
提
供
し
た
。
今
回
の
デ
モ
実
験
に
お
け
る
、
情

V I C S センタ ーI じき
ゥ l

、と

置

B

“;

コ
タ

装

コ

-
ン

信

一

　
　

　

　

　　　
　

図

"

1 デモ実験システムの情報の流れ



報
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、図
1
に
示
し
て
い
る
。

･
実
験
シ
ス
テ
ム
は
、
各
道
路
管
理
者
、
公
安
委
員
会

で
収
集
し
て
い
る
情
報
が
㈱
日
本
道
路
交
通
情
報
セ

ン
タ
ー
を
通
じ
て
V
I
C
s
セ
ン
タ
ー
に
送
信
。

･
V
I
C
S
セ
ン
タ
ー
で
は
送
ら
れ
た
情
報
を

一
元
的

に
処
理
し
、
各
メ
デ
ィ
ア
に
対
応
し
た
形
で
ビ
ー
コ

ン
、
F
M
多
重
放
送
の
各
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
送

信
。

･
各
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
メ
デ
ィ
ア
固
有
の
処
理

を
行
っ
た
後
、
ビ
ー
コ
ン
、
F
M
多
重
そ
れ
ぞ
れ
の

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
車
載
機
に
情
報
を
提
供
。

写真 3 試乗には海外からも多数参加があった

･
情
報
を
受
信
し
た
車
載
機
で
は
情
報
を
ド
ラ
イ
バ
ー

が
確
認
で
き
る
形
で
情
報
を
表
示
。

の

V
I
C
S
機
器
展
示
、
機
能
デ
モ

試
乗
と
は
別
に
、
車
載
機
を
単
体
と
し
て
展
示
し
、
V

I
C
s
の
機
能
を
体
験
す
る
展
示
会
場
を
設
け
た
。

綣

V
ー
C
S
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

会
場
内
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

･
推
進
協
議
会
の
成
果
報
告

.
"
出
軍
>
三
□
ヵ
月
>
-□
力
一
月
O
か
ら
招
い
た
講
師
に

よ
る
、
欧
米
に
お
け
る
道
路
と
自
動
車
の
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ト
化
に
関
す
る
取
り
組
み
の
紹
介
。

･
官
庁
、
学
識
者
、
ユ
ー
ザ
ー
代
表
ら
に
よ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。

三

今
後
の
活
動

今
回
の
デ
モ
実
験
で
は
、
V
I
C
s
で
検
討
し
て
い
る

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
実
用
仕
様
で
の
運
用
が
で
き

た
。
ま
た
、
道
路
管
理
者
、
公
安
委
員
会
等
V
I
C
s
に

関
係
す
る
機
関
及
び
、
主
な
自
動
車
、
電
気
メ
ー
カ
ー
が

多
数
参
加
し
た
こ
と
は
、
V
I
C
s
が
実
用
化
さ
れ
れ
ば
、

総
合
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
運
用
さ
れ
、
メ
ー
カ
ー
各
社

が
機
器
開
発
を
始
め
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

現
在
、
推
進
協
議
会
で
は
早
期
実
用
化
に
向
け
て
、
具

体
的
な
シ
ス
テ
ム
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て

い
る
。

写真 4 車に乗らなくてもV lC S を体験できた展示会場

お
わ
り
に

V
I
C
s
推
進
協
議
会
が
発
足
し
て
以
来
、
官
民
一
体

と
な
っ
た
検
討
が
進
め
ら
れ
、
技
術
的
に
も
デ
モ
実
験
を

行
う
段
階
に
至
っ
た
。
開
会
式
で
は
、
五
十
嵐
広
三
建
設

大
臣
、
佐
藤
観
樹
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
、
神
崎
武
法

郵
政
大
臣
が
揃
っ
て
出
席
し
、
三
大
臣
と
も
祝
辞
の
中
で

V
I
C
s
に
対
す
る
大
き
な
期
待
が
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、

デ
モ
実
験
の
参
加
者
も
予
想
を
大
幅
に
上
回
る
数
に
な
り
、

一
般
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
る
。
V
I
C
s
の
実
用
化
に

対
す
る
期
待
は
、
非
常
に
大
き
い
。



一

設
立
の
経
緯

近
年
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
等
に
よ
り
、
社

会
経
済
活
動
に
お
け
る
自
動
車
交
通
の
役
割
が
よ
り
一
層

高
ま
り
、
豊
か
な
国
民
生
活
を
営
む
う
え
で
自
動
車
は
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
都
市
の
中

心
市
街
地
に
お
い
て
は
駐
車
施
設
の
整
備
が
不
十
分
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
路
上
駐
車
の
蔓
延
に
よ
る
交
通
渋
滞
、
交

通
事
故
の
増
加
、
さ
ら
に
は
都
市
機
能
の
低
下
や
中
心
市

街
地
の
活
力
低
下
等
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
従
来
、

駐
車
場
の
整
備
は
民
間
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
都
市
に
お
い
て
は
地
価
が
高
く
用
地
の
取
得
が
困
難

に
な
っ
て
き
て
お
り
、
民
間
の
み
に
駐
車
場
の
整
備
を
期

待
す
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
駐
車
場
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
公
的

な
施
設
と
し
て
は
有
料
道
路
事
業
の
一
環
と
し
て
地
方
公

共
団
体
や
第
三
セ
ク
タ
ー
が
整
備
す
る
駐
車
場
に
対
す
る

無
利
子
融
資
や
、
民
間
が
整
備
す
る
駐
車
場
に
対
す
る
低

利
融
資
等
が
講
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
駐
車
場
整
備
を

め
ぐ
る
困
難
な
状
況
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
積

極
的
な
取
り
組
み
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
平
成
三
年
度
に
道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
改
正
が

な
さ
れ
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
よ
る
補
助
制
度

等
の
新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
駐
車
場
整
備
施
策

の
充
実
、
強
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
財
団
法
人
道
路
新
産
業
開
発
機
構
に
お
い
て
、

都
市
の
中
心
市
街
地
に
お
け
る
違
法
な
路
上
駐
車
対
策
と

し
て
、
平
成
三
年
度
か
ら
駐
車
場
整
備
に
関
す
る
手
法
等

の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
公
的
機
関
が
駐
車
場
整
備
に
積
極

的
に
参
加
す
る
に
し
て
も
、
用
地
取
得
が
困
難
な
こ
と
を

考
慮
す
る
と
道
路
、
公
園
、
河
川
等
の
公
共
空
間
の
活
用

が
不
可
決
で
あ
り
、
さ
ら
に
事
業
を
経
済
的
か
つ
円
滑
に

進
め
て
い
く
た
め
に
は
周
辺
の
再
開
発
ビ
ル
や
地
下
街
等

と
一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
な
ど
新
た
な
整

備
手
法
の
調
査
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
駐
車
場
整
備
に
係

わ
る
種
々
の
課
題
を
解
決
し
、
支
援
す
る
新
し
い
組
織
が

必
要
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
同
機
構
は
今
年
一
月
二
七
日

に
駐
車
場
整
備
推
進
機
構
設
立
準
備
室
を
設
置
し
、
新
財

団
の
発
足
に
む
け
関
係
機
関
並
び
に
関
係
団
体
と
協
議
を

進
め
、
ご
支
援
、
ご
協
力
を
得
て
七
月
一
四
日
に
財
団
法

人
駐
車
場
整
備
推
進
機
構

(会
長
･
豊
田
章
一
郎
、
理
事

長
.
高
橋
国
一
郎
)
が
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

財
団
灘
人
離
草
場
整
備
推
進
機
構
の
概
要

財
団
法
人
駐
車
場
整
備
推
進
機
構
事
務
局



二

機
構
の
組
織

三

機
構
の
業
務
内
容

主
な
業
務
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

e市街地再開発関連の駐車場計画策定

斗“捕 ◎住宅の共同車庫の計画策定
“捌" ◎駐車場と周辺民間開発の設計調整

◎駐車場の附帯設備設計業務

定

=

都
市
に
お
け
る
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
調
査
研
究

策

整

･
都
市
内
の
駐
車
場
の
整
備
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め

画

調

の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
調
査
の
支
援
等

･
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
新
工
法
、
新
技
術
の
調
査

研
究

･
他
の
都
市
施
設
･
機
能
と
駐
車
場
の
一
体
的
整
備
等

に
よ
る
多
機
能
型
駐
車
場
に
関
す
る
調
査
研
究

･
荷
捌
き
集
配
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
調
査
研
究
、
駐
車

場
案
内
シ
ス
テ
ム
の
調
査
研
究

②

道
路
等
の
公
共
空
間
等
を
活
用
し
た
駐
車
場
の
整
備

に
対
す
る
支
援
、
協
力
等

･
駐
車
場
を
重
点
的
に
整
備
す
る
区
域
に
関
す
る
駐
車

場
の
整
備
計
画
策
定
調
査
の
支
援
等

･
道
路
等
の
公
共
空
間
等
を
活
用
し
た
駐
車
場
の
基
本

計
画
策
定
調
査
の
支
援
等

･
周
辺
の
再
開
発
ビ
ル
、
地
下
街
、
民
間
駐
車
場
等
を

含
め
た
総
合
的
な
計
画
の
策
定
及
び
共
同
化
の
計
画

や
事
業
調
整
の
支
援
等

･
駐
車
場
整
備
の
設
計
監
理
及
び
施
工
監
理
の
支
援
等

総 務 部 講◎人 、給与、財産管理等庶務一般
◎予算、決算、会計、契約等経理事務一般
◎有料融資駐車場の償還表作成

◎駐車場整備計画検討、基本計画調査
◎駐車場設計監理、施工監理

企画調整部 ◎駐車場の運営管理
@駐車場に関する技術研究
◎荷捌き集配システムの調査研究

の駐車施設整備に関する基本計画策定
の駐車場案内システムの調査設計

調査研究部 ◎機械式駐車場の設計及び設計標準の策定
ゆ民間策定の駐車場整備計画の支援
◎駐車場整備に関する新工法、新技術の調査研究

評
議
員
会

理
事
会

,
複
数
の
近
接
す
る
駐
車
場
か
ら
最
終
目
的
地
ま
で
の

人
及
び
車
の
流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
の
出
入

口
一
体
化
の
事
業
調
整
の
支
援
等



綣

住
宅
地
域
等
に
お
け
る
駐
車
場
の
整
備
に
対
す
る
支

場
の
整
備
に
関
す
る
調
査
研
究
等
の
調
査
研
究
事
業
を
主

援
、
協
力
等

体
に
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
状
況
は
次
の
と
お

･
集
合
住
宅
等
の
管
理
組
合
等
が
行
う
車
庫
の
整
備
計

画
に
関
す
る
助
言
等

･
集
合
住
宅
等
の
管
理
組
合
等
が
行
う
車
庫
の
整
備
計

画
策
定
の
支
援
等

･
市
街
地
再
開
発
関
連
の
駐
車
場
計
画
の
策
定
の
支
援

等
帥

道
路
等
の
公
共
空
間
等
を
活
用
し
た
駐
車
場
の
管
理

運
営

･
道
路
等
の
公
共
空
間
を
活
用
し
た
駐
車
場
等
に
関
す

る
設
備
の
設
計
、
整
備
及
び
そ
の
管
理
運
営

同

駐
車
場
に
関
す
る
図
書
の
刊
行
そ
の
他
の
事
業

･
駐
車
場
に
関
す
る
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
整
備
及
び
情
報

の
提
供

･
駐
車
場
の
経
営
や
技
術
に
関
す
る
相
談
、
講
習
会
の

開
催
及
び
刊
行
物
の
発
行
等

･
駐
車
場
整
備
に
関
す
る
相
談
及
び
融
資
貸
付
等
の
支

援
等

四

事
業
実
施
状
況

本
年
七
月
に
機
構
が
設
立
さ
れ
て
以
来
約
五
カ
月
が
経

過
し
、
機
構
事
務
局
の
組
織
体
制
や
事
業
着
手
の
た
め
の

準
備
等
も
整
い
、
現
在
、
国
や
地
方
公
共
団
体
等
か
ら
の

受
託
事
業
を
中
心
に
都
市
に
お
け
る
駐
車
場
の
整
備
に
関

す
る
調
査
研
究
、
道
路
等
の
公
共
空
間
を
活
用
し
た
駐
車

体
に
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

=

都
市
に
お
け
る
駐
車
場
の
整
備
に
関
す
る
調
査
研
究

①

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
調
査

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
調
査
は
、
都
市
に
お
け
る

総
合
的
･
計
画
的
な
駐
車
場
整
備
を
図
る
た
め
の
基

本
方
針
の
作
成
、
駐
車
場
の
整
備
推
進
方
策
の
作
成
、

重
点
的
に
整
備
す
る
必
要
の
あ
る
地
区
の
選
定
等
を

行
う
も
の
で
、
現
在
、
会
津
若
松
市
内
に
お
け
る
骨

格
的
な
交
通
体
系
の
整
備
方
向
に
対
応
し
た
駐
車
場

施
設
の
あ
り
方
の
検
討
の
た
め
の
調
整
、
八
王
子
市

域
全
体
に
つ
い
て
の
効
果
的
･
効
率
的
な
駐
車
場
整

備
等
駐
車
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
た
め

の
調
査
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

②

都
市
機
能
向
上
関
連
調
査

都
市
機
能
向
上
関
連
調
査
は
、
都
市
の
商
業
･
業

務
地
域
等
に
お
い
て
建
物
に
付
置
さ
れ
る
駐
車
場
の

共
同
利
用
、
駐
車
場
案
内
シ
ス
テ
ム
、
駐
車
場
の
休

日
解
放
導
入
等
の
既
存

(計
画
)
駐
車
場
の
有
効
利

用
策
の
検
討
を
行
い
都
市
機
能
の
向
上
を
図
る
も
の

で
、
現
在
、
名
古
屋
市
金
山
地
域
活
性
化
の
た
め
の

都
市
基
盤
整
備
の
一
環
と
し
て
、
共
同
駐
車
場
整
備

促
進
計
画
策
定
を
目
的
と
し
た
調
査
の
ほ
か
、
静
岡

市
の
中
心
地
区
に
お
け
る
駐
車
場
不
足
か
ら
生
じ
る

諸
問
題
に
対
処
す
る
た
め
専
用
駐
車
場
休
日
に
一
般

開
放
す
る
シ
ス
テ
ム
の
導
入
及
び
駐
車
場
共
通
利
用

券
制
度
導
入
に
向
け
た
計
画
策
定
の
た
め
の
調
査
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

③

市
街
地
再
開
発
関
連
駐
車
場
整
備
調
査

市
街
地
再
開
発
関
連
整
備
調
査
は
、
再
開
発
が
望

ま
れ
る
地
区
を
合
理
的
か
つ
健
全
に
高
度
利
用
し
て
、

市
街
地
環
境
の
整
備
を
行
う
各
種
開
発
事
業
の
実
施

に
あ
た
っ
て
、
地
区
内
建
築
物
･
施
設
に
適
正
な
駐

車
場
の
誘
導
を
図
る
こ
と
を
検
討
す
る
も
の
で
、
現

在
、
高
崎
市
等
の
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
連
す
る

駐
車
場
整
備
計
画
を
含
む
再
開
発
計
画
策
定
調
査
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

④

住
宅
団
地
関
連
駐
車
場
(車
庫
)
整
備
調
査

住
宅
団
地
関
連
駐
車
場

(車
庫
)
整
備
調
査
は
、

住
宅
団
地
の
管
理
組
合
、
開
発
事
業
者
等
が
駐
車
場

整
備
を
行
う
場
合
の
資
金
調
達
、
施
設
規
模
、
構
造

計
画
等
に
関
し
て
、
支
援
･
協
力
す
る
も
の
で
、
現

在
、
共
同
住
宅
に
お
け
る

｢車
庫
｣
の
整
備
促
進
方

策
の
検
討
調
査
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

②

道
路
等
の
公
共
空
間
等
を
活
用
し
た
駐
車
場
の
整
備

に
関
す
る
調
査
研
究

①

駐
車
場
整
備
に
お
け
る
公
共
空
間
等
の
有
効
利
用

方
策
に
関
す
る
調
査

土
地
利
用
の
高
度
化
が
進
む
中
で
、
公
共
空
間
等

の
有
効
利
用
に
よ
る
駐
車
場
の
整
備
の
促
進
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
深
層
地
下
空
間
等
の



利
用
方
策
や
駐
車
場
と
公
共
空
間
施
設
の
一
体
的
整

備
、
多
機
能
型
駐
車
場
の
整
備
方
策
及
び
円
滑
な
入

出
庫
等
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
駐
車
場
に
お

い
て
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
応
用
す
る
等
の
駐
車
場
の駐車場供用台数と自動車保有台数の推移

数

数

.

台

台

用
右

O

　

　

　

場

車

鑄

車駐

　

　

　
　

　

ー
月

繃

市
10

県

攝聯
動

緘

名
坪

調

庁

　

　

　

三大都市圏での路上駐車の状況

高
度
化
･
複
合
化
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

②

公
共
空
間
等
を
活
用
し
た
駐
車
場
整
備
に
対
す
る

支
援
･
協
力
等

駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
や

国
、
県
、
市
等
の
道
路
管
理
者
に
お
い
て
事
業
が
鋭

意
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
次
の
よ
う
に
そ
の
調
査

計
画
の
支
援
協
力
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

イ

重
点
的
に
駐
車
場
の
整
備
を
推
進
す
る
地
域
に

関
す
る
調
査
と
し
て
、
駐
車
場
の
需
給
調
査
と
し

予
測
及
び
駐
車
場
施
設
候
補
地
の
検
討
等
と

フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
ス
タ
デ
ー

口

東
京
都
江
戸
川
区
船
堀
地
区
に
お
け
る
新
川
の

河
川
区
域
を
活
用
し
た
地
下
駐
車
場
の
施
工
法
の

検
討
･
地
下
駐
車
場
の
基
本
計
画
作
成
調
査

団

駐
車
場
の
新
工
法
に
つ
い
て
の
技
術
基
準
に
関
す
る
調
査

自
走
式
駐
車
施
設
に
比
較
し
容
積
の
コ
ン
パ
ク
ト

化
が
可
能
な
平
面
往
復
式
機
械
装
置
に
よ
る
駐
車
場

施
設
に
関
す
る
標
準
化
の
検
討
調
査
の
ほ
か
今
後
増

加
が
予
想
さ
れ
る
地
下
駐
車
場
の
換
気
、
防
災
等
の

建
築
設
備
に
関
す
る
整
備
水
準
の
検
討
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

印

広
報
活
動
そ
の
他

機
構
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
、
機
関
誌
の
発
刊

の
他
、
機
構
の
事
業
活
動
の
状
況
や
駐
車
場
問
題
に

関
す
る
実
務
的
な
内
容
の
掲
載
を
主
体
と
し
た

｢財

団
ニ
ュ
ー
ス

(仮
称
)｣
の
発
行
等
の
広
報
活
動
を

行
う
予
定
で
あ
り
ま
す
。

五

お
わ
り
に

今
後
、
駐
車
場
整
備
を
推
進
し
て
路
上
駐
車
を
解
消
す

る
た
め
に
は
、
各
都
市
に
お
い
て
公
共
駐
車
場
や
民
間
駐

車
場
等
の
都
市
全
体
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
に
都
市
中
心
部
で
は
、
道
路

等
の
公
共
空
間
を
活
用
し
た
公
共
駐
車
場
の
整
備
が
不
可

欠
で
あ
り
、
併
せ
て
周
辺
の
再
開
発
ビ
ル
や
地
下
街
、
民

間
駐
車
場
等
を
含
め
、
総
合
的
に
整
備
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
総
合
的
な
計
画
立

案
、
計
画
･
事
業
調
整
、
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
が
行
政
サ
イ
ド

民
間
サ
イ
ド
と
も
に
不
足
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
民
間
の
駐
車
場
整
備
や
住
宅

地
域
の
車
庫
整
備
に
つ
い
て
も
、
強
力
な
支
援
体
制
の
確

立
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
財
団
法
人
駐
車
場
整
備

推
進
機
構
は
、
駐
車
場
の
整
備
促
進
の
た
め
の
調
査
研
究

や
技
術
開
発
等
種
々
の
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
駐

車
場
の
整
備
に
対
す
る
幅
広
い
支
援
、
協
力
等
を
行
う
こ

と
に
よ
り
ご
期
待
に
応
え
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、

御
指
導
、
御
鞭
撻
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



最
近
の
道
路
管
理
の
傾
向
と
対
策
等

建
設
省
青
森
工
事
事
務
所
道
路
管
理
第
一
課
長

山
口

新
一

一

は
じ
め
に

当
工
事
事
務
所
は
、
岩
木
川
、
馬
淵
川
の
河
川
改
修
事

業
、
陸
奥
湾
沿
岸
の
海
岸
保
全
事
業
及
び
県
内
の
一
般
国

道
四
号
、
七
号
、
四
五
号
、
一
〇
四
号
の
道
路
改
築
、
維

持
修
繕
、
雪
寒
の
各
事
業
を
担
当
し
て
い
る
総
合
事
務
所

で
、
職
員
一
九
四
名
に
よ
り
各
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
道
路
管
理

(県
内
一
事
務
所
)
に
つ
い
て
は
、

四
号

一
二
三
･
八
蝋
、
七
号
八
六
･
一
如
、
四
五
号
四

六

･
四
如
、

一
〇
四
号

一
八

･
三
如
、
合
計
二
七
四

･

六
臘
の
管
理
区
間
を
四
出
張
所
で
管
理
し
て
い
る
。

今
年
度
は
第
11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
初
年
度
と

し
て
、
｢生
活
者
の
豊
か
さ
を
支
え
る
道
路
整
備
の
推
進
、

｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進
L
、

｢良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進
｣
な
ど

を
基
本
と
し
た
計
画
的
な
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に
、
津

軽
自
動
車
道

(
一
〇
一
号
)、
百
石
道
路

(四
五
号
)
の

ほ
か
、
各
バ
イ
パ
ス

(八
戸
･
十
和
田
･
弘
前
･
浪
岡
･

常
盤
等
)
の
改
築
工
事
は
じ
め
、
長
島
地
下
駐
車
場

(四
･
七
号
)、
浅
虫
人
道
橋

(四
号
)、
青
森
市
内
連
続

照
明
等
の
交
通
安
全
事
業
、
ま
た

｢道
路
利
用
者
へ
の

サ
ー
ビ
ス
向
上
｣
の
た
め
の

｢道
路
相
談
室

(道
路
110

番
ど
の
試
行
、
｢人
に
や
さ
し
い
快
適
な
道
路
｣
を
目
指

し
道
路
使
用
の
適
正
化
を
図
る

｢ク
リ
ー
ン
･
ロ
ー
ド
対

策
協
議
会

(仮
称
ど
の
設
立
準
備
等
を
推
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
が
実
施
さ
れ
る
中
で
、
道
路
管
理
第
一

課
で
は
、

①
道
路
区
域
の
変
更
･
供
用
･
引
継
等

②
占
用
物
件
の
支
障
移
転

③
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
の
情
報
収
集
把
握
･

提
供
･
苦
情
処
理

④
道
路
使
用
の
適
正
化
、
道
路
愛
護
思
想
の
啓
蒙
活
動

な
ど
の
業
務
量
が
増
大
し
、
円
滑
な
業
務
執
行
の
た
め
に

努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
②
、
③
、
④
に
つ

い
て
、
傾
向
と
対
策
等
に
つ
い
て
御
紹
介
す
る
。

二

占
用
物
件
の
支
障
移
転
等
の
問
題
点

12

1

長
島
地
下
駐
車
場
の
概
要

彼

｢長
島
地
下
駐
車
場
工
事
｣
は
、
青
森
市
の
中
心
地
長

道

島
一
丁
目
の
一
般
国
道
四
、
七
号
分
岐
点
付
近
に
、
地
下

8

一
層
式
収
容
能
力

一
〇
〇
台
、
長
さ
一
六
0
m
、
幅
三
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二

･
八
m
の
地
下
駐
車
場
を
建
設
す
る
も
の
で
、
平
成
五

年
度
に
工
事
に
着
手
し
平
成
人
年
度
完
成
を
予
定
し
て
い

る
。図

2
で
判
る
よ
う
に
、
道
路
幅
員
三
六
m
の
と
こ
ろ
に

幅
三
二
･
八
m
の
構
造
物
を
作
る
た
め
、
土
留
工
等
を
考

慮
す
る
と
占
用
物
件
の
埋
設
場
所
が
限
ら
れ
る
状
況
で
あ

る
。

2

占
用
物
件
の
移
設

当
該
地
域
の
地
下
占
用
物
件
は
、
車
道
に
N
T
T
管
路
、

歩
道
に
は
両
側
に
N
T
T
･
電
力

･
信
号
の
ケ
ー
ブ
ル

(C
A
B
収
容
)、
水
道
、
下
水
、
ガ
ス
、
地
上
物
件
は
、

道
路
標
識
、
信
号
機
、
有
線
放
送
、
街
路
灯
等
が
あ
り
、

工
事
開
始
ま
で
に
移
設
等
を
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

平
成
四
年
度
か
ら
各
占
用
者
等
と
調
整
に
入
り
、
年
度

内
に
は
、

①
占
用
物
件
の
確
認
･
整
理

②
移
設
場
所
の
決
定

③
仮
移
設
の
方
法

④
工
事
方
法
と
時
間
の
調
整

を
終
了
し
て
い
る
。

各
占
用
者
と
も
大
規
模
な
移
設
工
事
を
伴
う
た
め
、
全

体
の
事
業
計
画
を
改
め
て
見
直
し
を
行
い
、
地
下
埋
設
物

件
の
う
ち
、
車
道
部
N
T
T
管
路
は
他
の
道
路
へ
迂
回
、

歩
道
部
海
側
の
C
A
B
そ
の
他
は
吊
り
防
護
方
式
、
歩
道

部
山
側
は
民
地
側
に
移
設
し
、
C
A
B
は
撤
去
新
設
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
他
地
上
物
件
を
含
め
平
成
五
年
三

月

に
は
す
べ
て
の
撤
去
･
移
設
を
完
了
し
た
。

3

監
督
処
分
と
補
償
に
つ
い
て

道
路
工
事
に
よ
る
占
用
物
件
の
移
設
に
つ
い
て
は
、
道

路
法
第
七
一
条
第
二
項
一
号
に
よ
る

｢監
督
処
分
｣
が
原

則
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
根
拠
と
し
て

｢占
用
許
可
の
条
件
｣
に
は
一
般

的
･
包
括
的
な
条
件
と
し
て
、
｢工
事
等
の
事
由
に
よ
り

監
督
処
分
を
命
じ
た
時
に
は
移
転
･
改
築
等
の
費
用
を
占

用
者
が
負
担
す
る
こ
と
｣
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

｢社
会
通
念
上
の
受
忍
の
限
度
｣
を
越
え
る
場
合
に
は
、

具
体
的
事
例
を
検
討
し
損
失
の
補
償
を
考
え
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。

長
島
地
下
駐
車
場
工
事
の
場
合
は
、

①
道
路
幅
員
の
ほ
と
ん
ど
を
利
用
す
る
工
事

②
C
A
B
工
事
が
完
了
し
て
い
る
地
区

③
道
路
管
理
者
に
よ
る
有
料
駐
車
場
の
整
備
は
新
し
い

事
業

で
あ
る
こ
と
か
ら
、

①
仮
移
設
･
本
移
設
の
二
回
の
工
事
が
必
要

②
移
設
場
所
が
限
定

③
C
A
B
の
解
体

･
設
置
の
た
め
、
C
A
B
内
の
収
容

物
件
も
対
象

④
移
設
費
用
が
相
当
規
模

な
ど
の
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
更
に
、

①
占
用
物
件
の
経
過
年
数

②
許
可
物
件
の
特
記
の
有
無

③
工
事
予
測
の
可
否

④
占
用
者
の
経
営
状
況

な
ど
も
検
討
し
、
補
償
に
つ
い
て
は
お
の
お
の
の
補
償
算

定
基
準
に
よ
り
処
理
し
た
。

監
督
処
分
に
よ
る
補
償
の
検
討
は
、
今
日
の
社
会
的
状

況
か
ら
、
個
々
の
事
情
を
調
査
検
討
し
対
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
検
討
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か

と
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

三

･道
路
相
談
室

(道
路
側
番
)｣設

置
の
検
討

1

道
路
相
談
室
の
試
行
状
況

｢道
路
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
｣
の
要
望
は
ま

す
ま
す
増
大
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
の

｢道
路

相
談
室
｣
は
、
平
成
五
年
一
月
か
ら
試
行
さ
れ
て
い
る
。

一
○
月
ま
で
の
相
談
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

io 道行セ 93.12



①
相
談
件
数
の
推
移

(表
1
)

②
道
路
管
理
者
別
件
数

(表
2
)

③
相
談
内
容
別
件
数

(表
3
)

表

月 別 表

件数
99件

美嚢l淺美甘.･隣国…‐‐圓･一…讓…隠…廳…義.…‐“麟
4 5 6 7 8
月 月 月 月 月

2

相
談
室
設
置
等
の
検
討

当
工
事
事
務
所
は
、
直
轄
国
道
の
管
理
に
関
し
て
は
県

内
一
事
務
所
で
あ
る
た
め

“あ
ら
ゆ
る
道
路
“
の
相
談
を

受
付
け
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
直
轄
国

1 0
月

9
月

3
月

2
月
"

1
月
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道
は
も
ち
ろ
ん
、
青
森
県
下
七
土
木
事
務
所
、
六
七
全
市

町
村
の
道
路
情
報
の
収
集
把
握
が
必
要
に
な
る
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
り
、
以
下
の
項
目
に

つ
い
て
検
討
し
た
。

①
全
て
の
道
路
管
理
者
等
へ
の
周
知
徹
底

②
道
路
情
報
提
供
の
た
め
必
要
な
情
報
、
資
料
の
収
集

整
理

イ

道
路
管
理
者
そ
の
他
関
係
機
関
の
担
当
部
署
、

担
当
者
、
電
話
、
F
A
X
等
一
覧
表
の
作
成

ロ

道
路
交
通
規
制
、
工
事
等
の
情
報
収
集

ハ

道
路
地
図
、
住
宅
地
図
の
収
集
整
理

ニ

観
光
地
、
著
名
施
設
等
の
把
握

ホ

県
内
各
種
行
事
の
把
握

③
相
談
室
電
話
の
設
置
に
つ
い
て

イ

電
話
の
設
置
は
、
交
換
経
由
ま
た
は
直
通
専
用

電
話
に
す
る
の
か

ロ

休
日
、
夜
間
の
対
応
方
法

ハ

電
話
の
設
置
場
所

④
相
談
室
対
応
に
つ
い
て

イ

運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
対
応
事
例
集
の
作
成
等

口

対
応
者

(専
門
知
識
･
経
験
)
の
人
選

ハ

職
員
の
専
任
か
通
常
勤
務
者
と
す
る
の
か

⑥
一
般
市
民
等
へ
の
周
知
方
法
に
つ
い
て

イ

報
道
機
関

ロ

チ
ラ
シ
の
作
成

ハ

そ
の
他

3

設
置
の
た
め
の
対
応
と
課
題

前
項
の
検
討
事
項
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
対
策
を
し
た
。

①
県
と
協
力
し
、
土
木
事
務
所
、
青
森
県
道
路
公
社
、

日
本
道
路
公
団
さ
ら
に
港
湾
管
理
者
、
警
察
に
も
協

力
、
要
請
を
行
い
関
係
者
と
の
対
策
会
議
を
開
い
た
。

ま
た
市
町
村
に
は
県
主
催
の
会
議
及
び
直
接
文
書
を

発
送
し
徹
底
を
図
っ
た
。

②
イ

道
路
管
理
者
、
関
係
機
関
の
担
当
者
、
電
話
、

F
A
X
を

一
覧
表
に
ま
と
め
た
。

ロ

各
市
町
村
の
道
路
地
図
、
主
要
都
市
の
住
宅
地

図
を
収
集
し
備
え
た
。
ま
た
県
内
の
道
路
案
内
図

を
作
成
し
、
道
路
規
制
箇
所
を
表
示
し
た
。

ハ

県
の
観
光
要
覧
を
用
意
し
青
森
の
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
に
努
め
た
。

③
イ

相
談
者
へ
速
や
か
な
対
応
か
ら
、
課
へ
の
直
通

専
用
電
話
と
し
た
。

口

休
日
･
夜
間
は
緊
急
の
場
合
の
み
道
路
情
報
連

絡
員
へ
再
度
電
話
し
て
い
た
だ
く
よ
う
テ
ー
プ
で

流
す
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
特
段
の
問
題
は

発
生
し
て
い
な
い
。

ハ

専
用
電
話
は
、
課
に
机
を
設
け
て
そ
れ
に
置
い

て
対
応
し
て
い
る
。

④
イ

対
応
は
、
聞
き
取
り
内
容
を
関
係
す
る
道
路
管

理
者
に
F
A
X
で
紹
介
し
処
理
状
況
の
返
信
を
受

け
る
も
の
で
、
応
対
の
仕
方
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
し
勉
強
会
を
行
っ
た
。

口

対
応
者
は
、
道
路
行
政
の
知
識
と
応
対
マ
ナ
ー

が
必
要
と
な
る
の
で
、
係
長
･
課
長
が
応
対
し
て

い
る
が
、
不
在
の
際
に
は
係
員
も
対
応
す
る
。

ハ

専
任
者
の
配
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

で
は
一
日
一
〇
件
以
上
相
談
が
あ
れ
ば
必
要
と
思

わ
れ
る
。
五
!
九
件
で
は
事
務
に
や
や
支
障
を
及

ぼ
す
程
度
、
四
件
以
下
で
は
さ
ほ
ど
支
障
に
な
ら

な
い
と
思
わ
れ
る
。
現
在
は
件
数
が
少
い
こ
と
も

あ
り
、
特
段
業
務
上
支
障
は
な
い
。

⑤
イ

青
森
県
政
記
者
ク
ラ
ブ
へ
記
者
発
表
を
行
い
、

新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
で
報
道
さ
れ
た
。

ロ

｢道
路
相
談
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
｣
(三
、
0
0
0

部
)を
作
成
し
、
一
般
住
民
、
関
係
機
関
等
に
配

布
し
た
。
ま
た
、
道
路
使
用
適
正
化
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
(
一
○
、
0
0
0
枚
)を
作
成
し
、
そ
の
中

に
｢道
路
相
談
室
L
に
つ
い
て
記
載
し
、
広
報
を
し

た
。

ハ

そ
の
他
道
路
情
報
版
で
表
示
し
て
い
る
。

4

試
行
一
〇
カ
月
が
経
過
し
て

手
探
り
状
態
で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
い
ざ
開
始
し
て
み

る
と
関
係
機
関
と
の
連
携
も
よ
く
な
り
思
っ
た
ほ
ど
の
苦

情
も
な
く
、
職
員
の
応
対
･
処
理
も
迅
速
に
な
り
、
県
土

木
･
市
町
村
の
対
応
も
同
様
で
、
相
談
者
に

｢怒
ら
れ

る
｣
こ
と
も
な
く
、
お
礼
等
も
頂
き
、
｢道
路
利
用
者
へ

の
サ
ー
ビ
ス
向
上
｣
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
実
感
も
湧

;2 道テテセ 93,12



い
て
き
て
い
る
。

来
年
は
、
全
国
的
に

｢道
路
110
番
｣
を
実
施
す
る
運
び

と
聞
い
て
い
る
が
、
私
た
ち
の
経
験
が
役
立
つ
こ
と
を

願
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

四

道
路
使
用
の
適
正
化
に
つ
い
て

最
近
、
大
阪
市
、
京
都
市
、
東
京
都
等
で
、
自
動
販
売

機
の
不
法
設
置
が
弁
護
士
グ
ル
ー
プ
等
か
ら
の
告
発
を
受

け
、
道
路
法
、
道
路
交
通
法
に
違
反
し
た
疑
い
で
、
飲
料

メ
ー
カ
ー
、
商
店
や
ビ
ル
管
理
者
ら
が
書
類
送
検
さ
れ
る

等
世
間
の
高
い
関
心
を
集
め
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

自
動
販
売
機
に
限
ら
ず
、
不
法
看
板
･
商
品
の
歩
道
へ

の
設
置
、
自
転
車
等
の
放
置
、
空
缶
の
ポ
イ
捨
て
、
違
法

駐
車
等
、
道
路
使
用
の
マ
ナ
ー
、
道
徳
心
の
低
下
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

各
行
政
機
関
で
は
こ
れ
ま
で
も
対
策
を
講
じ
て
き
た
が
、

道
路
法
や
道
路
交
通
法
に
よ
る
、
警
察
や
道
路
管
理
者
に

よ
る

｢指
導
、
取
締
り
｣
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
状
況

で
あ
る
。

市
民
や
関
係
団
体
等
と
協
力
し
て
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、
九
月
に
建
設
省
･
青
森
県
･
青
森
市
で
構
成
さ
れ

る

｢道
路
使
用
適
正
化
対
策
懇
談
会
｣
を
発
足
さ
せ
、

①
自
動
販
売
機
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

②
青
森
地
区
に

｢協
議
会
｣
設
置
の
検
討

③
事
務
局
は
青
森
市

以
上
の
三
点
を
決
め
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

ア
ン
ケ
ー
ト
は
九
月
中
に
五
八
社
に
対
し
て
実
施
し
た
。

イ

質
問
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。(表
4
参
招
じ

ロ

回
答
結
果
は
表
5
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

回
答
結
果
を
み
る
と
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
状
況
を

踏
ま
え
た
も
の
と
判
断
で
き
る
も
の
で
、
道
路
法
違
反
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
が
三
八
社
七
九
%
に
達
し
、

何
ら
か
の
改
善
等
を
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
者
が
一
五
社

三
一
%
、
｢協
議
会
｣
が
設
立
さ
れ
た
ら
参
加
す
る
者
は

一
九
社
四
0
%
と
な
っ
て
い
る
。

便利だから 口境界が判らなかった
したから 口その他

口敷地がないから 口お客様が買うのに便利だから 口境界が判らなかっ
□宣伝効果があるから 口商店が場所を指定したから 口その他

5 . 道路管理者は、 道路にはみ出して設置している自動販売機に対し、 道路法による
改善の指導を検討しています。貴社の改善策をお聞かせ下さい。

た

ろ

つ

しよ

ース 台　 　買取り 台 その他 □

はみ出して設置していると思われる自動販売機は、伺割泣い

の

亮

の

知

そ

販

そ

を

動

と

え

3 . 道路敷地にはみ出して設置することは道路法違反であることを知っていますか。

その他 割

　
　
　

朕
対

o

に
い

他

機
さ

の

目

こ

い

捌
さ
の

“

-

え

る

る

い

ら

売
下

そ

城

淌

綬
淋

　

　

　

　
　

　
　

　
　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　

　
　

　　

　　

　

　

　

7 . 対策協繋会に参加されるとしたら、貴社では幹事を引き受けて裁けますか。

□いいえ

対策協輻会を設置したいと考えております。この場合、貴社は

口これから検討する
口特に考えていない

4 . 道路敷地に設置している理由をお聞かせ下さい。

買取り 割

　
　

　
　

　

と

□

自動販売機に関するアンケー ト

1 . 青森市内に設置されている自動販売職のうち、貴社に関係する自動販売機は何台
ありますか。

に

O礬

ス

踏
ま

ス

0

一

遣
り

一

か

り

ち
あ

り

す

う
)

ま

の
台

り

こ
何

"
の

･(
　
　

ース 割

　　る

貴

ば

0

　

　

　

　

　　

　　

ご協力ありがとうとざいました。

8 . その他意見があればお聞かせ下さい。

　

　　

害
る

さ
ま

改
す

は
れ

に
害

で
さ

　

　　

年
ち

管
に

3
直

路
会

□
□

遭
難　　

6
i

罷]-F[
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②自動販売燬を設置していろ
竪寂している …‐‐‐‐‐‐
委鐇していない ………

自動販売機に関するアンケート結果
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2 .青森市内に投置されている自動販売纜の台数
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5.道路敷地に設置している理由 (重複回答6社)

.･′“‐、′:･′:･′･、、･.ノー、ノー、′′

%
%
%
%
%
%
%

9
0
1
0
3
9
8

1

2

4

社
社
社
社
社
社
社

-b
Û
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引
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対

,

見

の
吠
中
め

意

界
擶
害
た
し

の

塊
酌
改
の
方

他

民
蛛
在
書
見

　

　
　
　
　
　

て

る

し

訂
朽
る
衲

と

靴
閼
鮒
等
他
答

策

踪
垢
横
議
の
回

　

　
　
　
　
　
　

改

(

飜

　

　　

･

獅

　

　
　

　

極
が

計

見
螂

枚
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社
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社
社
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7
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･
･
.
･

現
在
、
協
議
会
の
設
立
と
い
う
所
期
の
目
的
達
成
に
向

け
、
関
係
者
と
の
調
整
を
重
ね
、
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

“あ
お
も
り
"
は
豪
雪
の
代
名
詞
で
、
例
年
道
路
管
理

上
冬
期
道
路
交
通
確
保
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ

数
年
来
の
暖
冬
で
、
吹
雪
で
自
動
車
が
埋
ま
っ
た
り
立
往

生
等
の
ト
ラ
ブ
ル
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、
比
較
的
円
滑
な

交
通
確
保
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
｢
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
｣
か
ら

｢
ス
タ
ッ
ド
レ

ス
タ
イ
ヤ
｣

へ
の
移
行
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
中
に
は
安
全

運
転
に
支
障
を
来
す
、
自
信
が
持
て
な
い
と
の
意
見
も
あ

り
、
二
年
目
の
今
冬
は
慣
れ
か
ら
来
る
事
故
の
多
発
が
予

想
さ
れ
る
。

道
路
利
用
者
へ
の
早
め
か
つ
適
切
な
道
路
情
報
提
供
、

除
雪
、
融
雪
等
の
措
置
を
執
り
、
道
路
管
理
瑕
疵
に
繋
が

る
事
故
を
未
然
に
防
ぎ
、
円
滑
な
道
路
管
理
を
目
指
す
所

存
で
す
。

皆
様
か
ら
の
御
教
示
、
御
意
見
な
ど
を
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
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2

今
後
の
予
定

｢協
議
会
｣
設
立
の
た
め
の
打
合
せ
は
三
回
を
数
え
、

青
森
警
察
署
、
町
内
会
の
代
表
者
の
意
見
も
聞
き
、
そ
の

骨
格
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

イ

｢協
議
会
｣
は
自
動
販
売
機
の
み
対
象
と
す
る

の
で
は
な
く
、
商
品
の
は
み
出
し
、
不
法
看
板
･

放
置
自
転
車
等
の
全
て
の
不
法
使
用
を
対
象
と
す

る

口

目
的
は

｢道
路
愛
護
の
促
進
L
｢道
路
使
用
の

マ
ナ
ー
向
上
｣
等
と
す
る

ハ

構
成
は
、
行
政
機
関
、
関
係
業
者
等
、
商
工
会
、

商
店
会
、
町
内
会
、
消
費
者
の
代
表
等
と
す
る

二

年
内
の
設
立
を
目
途
と
す
る

道
路
は

｢生
活
の
足
｣
｢社
会
の
動
脈
｣
で
あ
り
、
｢快

適
な
社
会
生
活
｣
を
維
持
す
る
た
め
に
は

｢ク
リ
ー
ン
な

道
路
｣
が
是
非
望
ま
れ
る
。
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阪
神
高
速
湾
岸
線

曲
島
~
泉
大
津
間
開
通
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課

　　　　　
　　　　　
　
　　　
　
　　　　
　
　　
　　
　　
　　　　　　　
　　
　　　
　　　　
　　
　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　
　　　
　　　　　　　　　
　
　　　　　　
　
　
　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　
　
　　
　　　　　
　　　　　　　
　　
　　　　　
　　　　　　
　　
　　　　
　
　　　　　
　
　
　　　　　　　
　
　　　

一

は
じ
め
に

前
者
は
、
関
西
国
際
空
港
関
連
事
業
と
し
て
、
ま
た
、

②

車
線
数

往
復
四
車
線

湾
岸
線
は
、
関
西
国
際
空
港
対
岸
の
大
阪
府
泉
佐
野
市

か
ら
、
大
阪
湾
臨
海
部
に
沿
っ
て
、
本
州
四
国
連
絡
道
路

明
石
海
峡
大
橋
に
接
続
す
る
兵
庫
県
神
戸
市
垂
水
区
ま
で

の
総
延
長
約
八
○
如
の
広
域
幹
線
道
路
で
あ
り
、
大
阪
湾

の
総
合
開
発
へ
の
寄
与
は
も
と
よ
り
、
阪
神
間
内
陸
部
の

悪
化
し
た
道
路
事
情
の
改
善
に
も
貢
献
す
る
ほ
か
、
関
西

国
際
空
港
及
び
明
石
海
峡
大
橋
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
し
て
も

特
に
重
要
な
役
割
を
担
う
道
路
で
あ
る
。

総
延
長
約
八
〇
如
の
う
ち
、
泉
佐
野
市
り
ん
く
う
往
来

北
か
ら
神
戸
市
東
灘
区
向
洋
町
東
ま
で
の
区
間
五
五
･

八
組
と
神
戸
市
長
田
区
駒
ヶ
林
南
町
か
ら
同
市
垂
水
区
名

谷
町
ま
で
の
区
間
八
･
二
蜘
に
つ
い
て
は
、
現
在
阪
神
高

速
湾
岸
線
と
し
て
事
業
中
で
あ
る
。

前
者
は
、
関
西
国
際
空
港
関
連
事
業
と
し
て
、
ま
た
、

後
者
は
、
明
石
海
峡
大
橋
関
連
事
業
と
し
て
整
備
を
進
め

て
い
る
。
前
者
の
う
ち
、
大
阪
市
西
淀
川
区
中
島
か
ら
堺

市
出
島
西
町
ま
で
の
区
間
エ
ハ
･
七
如
は
既
に
供
用
中
で

あ
る
が
、
平
成
五
年
三

月
四
日
、
堺
市
出
島
西
町
か
ら

泉
大
津
市
臨
海
町
ま
で
の
区
間
八
･
o
如
が
無
事
開
通
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
湾
岸
線
の
供
用
延
長
は
二
四
･
七
如
と

な
っ
た
。

二

開
通
区
間
の
概
要

1

道
路
構
造
等

今
回
開
通
し
た
区
間
は
、
起
点
を
堺
市
出
島
西
町
、
終

点
を
泉
大
津
市
臨
海
町
と
す
る
、
全
長
八
･
0
如
の
区
間

で
あ
り
、
そ
の
構
造
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の

道
路
の
区
分

第
二
種
第
一
級

②

車
線
数

往
復
四
車
線

③

標
準
幅
員

二
0
･
二
五
m

④

設
計
速
度

時
速
八
○
如

⑯

予
想
交
通
量

一
日
約
五
九
、
0
0
0
台

⑥

構
造

全
線
高
架
構
造

2

連
絡
施
設

開
通
区
間
の
出
入
口
等
の
連
絡
施
設
は
、
北
か
ら
順
に

次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

の

石
津
ラ
ン
プ

堺
市
石
津
西
町
に
設
置
す
る
泉
州

方
面
へ
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、
入
口
が
、
大
阪

府
道
大
阪
臨
海
線
、
出
口
が
、
堺
市
道
堺
臨
海
第
一

号
線
。

②

浜
寺
ラ
ン
プ

堺
市
築
港
浜
寺
町
に
設
置
す
る
都

心
方
面
へ
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、
入
口
･
出
口



と
も
大
阪
府
道
大
阪
臨
海
線
。

③

高
石
ラ
ン
プ

高
石
市
高
砂
一
丁
目
に
設
置
す
る

恐
め務

泉
州
方
向
へ
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、
入
口
･
出

浄
いな

ロ
と
も
大
阪
府
道
大
阪
臨
海
線
o

も↓

“箋

④

助
松
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

泉
大
津
市
肋
松
一
丁
目

も
ミ

に
設
置
し
、
大
阪
府
道
泉
大
津
美
原
線
を
介
し
て
堺

◎嚢瓣繊
麗
蠣離

れ

難

鶴
ざ
る
が
‐が

　

　

す
る
都
心
方
向
へ
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、
入

ー

尾

□
,
出
□
と
も
大
阪
府
道
大
阪
臨
海
線
o

駆

烏

◎

泉
大
津
ラ
ン
プ

泉
大
津
市
新
港
町
に
設
置
す
る

烟

浜

ア
イ
ラ
ン
ド

.ノ‐
ん

　
　
　
　

　

　

　　

　
　

小
ラ
ン
ド
赳

州

　

　

鰈
熟

大

西

l湾岸道路全体計画図I
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都
心
方
向
へ
の
出
入
口
。
接
続
道
路
は
、
臨
港
道
路

泉
大
津
旧
港
線
。

3

事
業
経
緯
等

こ
の
区
間
は
、
昭
和
五
九

(
一
九
八
四
)
年
の
工
事
着

手
以
来
、
九
年
の
歳
月
を
要
し
た
が
、
事
業
経
緯
等
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

の

都
市
計
画
決
定

①

出
島
ー
助
松

昭
和
五
七

(
一
九
八
二
)
年
一

二
月
八
日

:
:
:
･:
:
..,...鬮

...:
:
:
;
..,

圓 回 圏 鬮
りんくうジャンクション沙
関西国際空港

鬮

堺
泉
北
有
料
道
路

＼
泉
大
津

＼
助
松

.･･.･･.･･.･･･

②

助
松
!
泉
大
津

昭
和
六
一

一
月
三
一
日

工
事
開
始
日

出
島
i
助
松

昭
和
五
八
(

月

一
〇
日

助
松
!
泉
大
津

昭
和
六
二

一
月
二
三
日

事
業
費

約
一
、
三
〇
〇
億
円

昭
和
六
一
(
一
九
八
六
)
年

①②

昭
和
六
二

(
一
九
八
七
)
年

“
き

新浜寺大橋

4

主
な
構
造
物

開
通
区
間
の
な
か
で
特
筆
す
べ
き
構
造
物
と
し
て
、
新

浜
寺
大
橋
が
あ
る
。
こ
れ
は
堺
市
の
浜
寺
運
河
を
横
断
す

る
橋
梁
で
、
支
間
長
二
五
四
m
の
ニ
ー
ル
セ
ン
ロ
ー
ゼ
橋

で
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ハ
ン
ド
ル
型
と
し
て
は
世
界
有
数
の
橋

梁
で
あ
る
。

架
設
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
陸
上
で
組
立
て
を

行
っ
た
あ
と
、

一
六
、
0
0
o
t
の
デ
ッ
キ
パ
ー
ジ
で
輸

送
し
、
湖
の
干
満
差
を
利
用
し
て
据
え
つ
け
る
ユ
ニ
ー
ク

な
ボ
ン
ツ
ー
ン
工
法
を
採
用
し
た
。

な
お
、
こ
の
橋
梁
は
、
設
計
、
施
工
及
び
景
観
に
対
し

て
特
に
優
れ
た
も
の
と
し
て
、
平
成
四
年
度
の
土
木
学
会

田
中
賞
を
受
賞
し
た
。

昭
和
五
八
(
一
九
八
三
)
年
九

道行セ 93.12 〉7

ンクシヨン、

メ

高
石

非
＼　

＼
浜
寺

新
浜
寺
大
橋

/
石
津

出
島

通区間の出入口等



三

開
通
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
効
果

1

堺
線
の
渋
滞
緩
和

こ
の
区
間
の
開
通
に
よ
り
、
現
在
一
日
約
三

万
台
の

交
通
量
が
あ
る
堺
線
で
、
約
二
万
台
の
減
少
が
予
測
さ
れ
、

堺
線
の
渋
滞
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
る
。

2

泉
州
地
区
の
利
便
性
の
向
上

湾
岸
線
が
高
石
市
と
泉
大
津
市
に
伸
び
る
こ
と
に
よ
り
、

き
阪
神
高
速
避
離
公
団

　
　　

　
　

藁
燈

纒
4
聽~

＼ゞ

こ
の
方
面
と
大
阪
都
心
部
及
び
尼
崎
方
面
が
直
結
し
、
さ

ら
に
環
状
線
、
各
放
射
線
を
介
し
て
周
辺
都
市
と
も
直
結

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
泉
州
地
区
の
利
便
性
の
向
上
が
図

れ
る
。

3

大
阪
府
南
部
の
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実

助
松
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
堺
泉
北
有
料
道
路
と
直
結
す

る
こ
と
に
よ
り
、
堺
市
泉
北
地
区
、
大
阪
狭
山
市
方
面
と

の
連
絡
及
び
堺
泉
北
有
料
道
路
を
介
し
て
阪
和
自
動
車
道

で と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
大
阪
府
南
部
の
幹
線
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
充
実
さ
れ
る
。

四

開
通
式
典
に
つ
い
て

1

日
時

平
成
五
年
三

月
四
日
困
午
前
一
〇
時
か
ら
一
一
時
ま

2

場
所

大
阪
府
高
石
市
高
師
浜
丁

(湾
岸
線
助
松
ジ
ャ
ン
ク

シ
ョ
ン
付
近
の
北
行
き

(大
阪
市
内
行
き
)
本
線
上
)

3

開
通
式
式
次
第

の

開
式

②

理
事
長
挨
拶

③

工
事
概
要
報
告

④

来
賓
挨
拶

⑤

祝
電
披
露

◎

テ
ー
ブ
ル
カ
ッ
ト
及
び
久
寿
玉
開
披

4

パ
レ
ー
ド

物

開
通
式
終
了
後
、
式
典
会
場
を
出
発
し
、
湾
岸
線
出
島

鯰

の
既
に
開
通
し
て
い
る
区
間
ま
で
祝
賀
パ
レ
ー
ド
を
行
っ

詑

た
。

道

盛大な開通式



5

供
用
開
始

平
成
五
年
一
一
月
四
日
午
後
三
時
か
ら
、
一
般
車
両
の

通
行
を
開
始
し
た
。

五

ハ
イ
ウ
エ
ー
ウ
オ
ー
ク
に
つ
い
て

供
用
に
先
立
ち

一
〇
月
二
四
日
に
は
、
ハ
イ
ウ
ェ
ー

ウ
ォ
ー
ク
が
催
さ
れ
、
付
近
住
民
等
約
四
、
0
0
0
人
が

高
速
道
路
の
感
触
や
周
辺
の
景
色
を
楽
し
ん
だ
。

六

お
わ
り
に

今
回
の
湾
岸
線
の
一
部
区
間
八
･
○
如
の
開
通
に
よ
り
、

大
阪
地
区
は
、
ニ

ムハ
･
七
m
と
な
り
、
阪
神
高
速
道
路

の
総
延
長
は
一
六
五
･
九
如
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
来
年
九
月
の
関
西
国
際
空
港
の
開
港
に
先
立

つ
来
年
春
に
は
、
泉
佐
野
市
り
ん
く
う
従
来
北
か
ら
神
戸

市
東
灘
区
向
洋
町
東

(六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
)
ま
で
の
区
間

五
五
･
八
蝿

(う
ち
現
在
工
事
中
の
区
間
の
延
長
は
、
三

一
･
一
如
で
あ
る
。)
を
完
成
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
。

そ
の
他
の
路
線
の
完
成
を
含
め
る
と
、
総
延
長
が
ち
ょ

う
ど
二
〇
〇
如
に
な
る
と
と
も
に
、
供
用

(営
業
)
開
始

三
0
周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

今
後
は
、
従
来
に
も
増
し
て
、
よ
り
一
層
効
率
的
な
業

務
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
人
々
か
ら
親
し
ま

れ
る
高
速
道
路
づ
く
り
に
努
め
る
所
存
で
あ
る
の
で
、
ご

理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
た
く
、
ま
た
、
最
後
に
、
こ
の
た

び
の
開
通
に
際
し
ご
指
導
、
ご
協
力
願
っ
た
関
係
各
位
に

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。

満孑〒セ 9R.12 50
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人
道路空間の創造

一 ｢夢 ･花 ･ロード岐阜｣ 整備事業について一

建設省中部地方建設局岐阜国道工事事務所調査課

自然に優しく美しい

の
で
あ
る
。

二

｢
夢
･花
･
ロ
ー
ド
岐
阜
｣

整
備
事
業
の
進
め
方

｢夢
･
花
･
ロ
ー
ド
岐
阜
｣
整
備

事
業
を
進
め
る
に
当
た
り
、
次
の
基

本
方
針
に
従
い
整
備
に
取
り
組
む
こ

と
と
し
た
。

1

｢夢
･
花
･
ロ
ー
ド
岐
阜
｣整
備

協
議
会
の
設
置

各
路
線
の
沿
線
の
市
町
村
長
、
行

政
関
係
者
、
有
職
者
か
ら
な
る

｢夢
･
花
･
ロ
ー
ド
岐
阜
｣
整
備
協

議
会
を
設
置
し
、
路
線
愛
称
、
路
線

の
主
と
な
る
花
木
や
草
花
の
決
定
、

主
な
整
備
箇
所
、
整
備
方
策
等
の
設

定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

｢夢 ･花 ･ロード岐阜｣ 整備協議会

2

各
路
線
に
愛
称
を
付
与

県
内
の
直
轄
国
道
六
路
線

(
一
九

号
、
二
言
霰

こ
二
号
･

四
一
号
、

一
五
六
号
、
二
五
八
号
)
全
線
に
わ

た
っ
て
展
開
す
る
た
め
、
各
路
線
ご

と
に
公
募
に
よ
り
愛
称
を
付
与
し
て
、

地
域
住
民
の
方
の
道
路
に
対
す
る
愛

着
を
高
め
て
い
く
。

一

は
じ
め
に

平
成
五
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第

11
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
い

て
、
｢良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
の

道
路
整
備
の
推
進
｣
が
豊
か
な
生
活

の
実
現
の
た
め
の
施
策
と
し
て
揚
げ

ら
れ
て
お
り
、
人
･
自
然
に
優
し
く

美
し
い
道
路
空
間
づ
く
り
は
、
こ
れ

か
ら
の
道
路
づ
く
り
の
重
要
な
視
点

の
一
つ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
岐
阜
県
で
は
、
花
を
通
じ

て
美
し
く
、
楽
し
く
、
そ
し
て
魅
力

あ
る
県
土
を
創
る
た
め
、
｢花
の
都

ぎ
ふ
｣
づ
く
り
運
動
を
推
進
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
と
し
て
も
こ

の
よ
う
な

｢地
域
ら
し
さ
｣
の
形
成

を
積
極
的
に
支
援
す
る
観
点
と
、
道

路
の
雑
草
、
空
缶
、
ゴ
ミ
対
策
と

い
っ
た
維
持
管
理
の
二
つ
の
観
点
か

ら
、
｢夢

･
花

･
ロ
ー
ド
岐
阜
｣
整

備
事
業
と
し
て
、
県
内
の
直
轄
国
道

六
路
線
を
対
象
に
花
木
や
草
花
の
植

栽
に
よ
り
、
美
し
い
道
路
空
間
づ
く

り
を
図
る
と
と
も
に
魅
力
あ
る
故
郷

づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
と
し
た
も

塵
回

一
鴉

帖
^

･
会
事
･

　
　
　
　
　
　

　
　
　

r

勝
一

讓
回

　
　
　

　
　　
　　

　　
　　
　　

　
　
　

r

整
　
　
　

　

　
　
　

　

夢
幟
(

ード岐阜J 整備協議会
委員長 ;大内幸男 (岐阜大学名誉教授)
委 員 :首長 (直轄国道沿線40首長)

建設省担当工事事務所長 (岐阜 ･多治見 ･高山)
岐阜県道路建設課長

整備協議会R41幹事会
軋
轢

　
　
　

　
　

　
　

･
会
事
‘

　
　
　
　
　
　

　
　
　

｢

啓
一
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3

路
線
及
び
地
域
毎
の
主
と
な

る
花
木
や
草
花
を
設
定

路
線
は
地
域
の
文
化
、
ま
た
は
自

然
等
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生
か
し
な

が
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

こ
れ
に
合
わ
せ
た
適
切
な
路
線
を
象

徴
す
る
主
幹
木
と
、
地
区
毎
の
個
性

を
生
か
し
た
花
が
生
る
補
木
及
び
草

花
を
設
定
し
、
こ
れ
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
ら
し
さ
を
表

現
し
て
い
く
。

4

一
体
的
な
整
備
方
策

国
、
沿
線
市
町
村
の
行
政
機
関
ま

た
は
民
間
団
体

(花
の
愛
好
団
体
)

等
が
複
合
的
に
結
び
つ
き
、
整
備
、

維
持
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
魅

力
あ
る
故
郷
づ
く
り
を
創
造
す
る
。

ま
た
、
ま
す
ま
す
美
し
い
道
路
空
間

が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

住
民
の
方
々
の
た
ま
り
空
間
と
し
て

の
道
路
活
用
方
策
等
が
は
か
ら
れ
、

道
路
愛
護
精
神
の
芽
生
え
に
よ
り
、

ゴ
ミ
や
空
缶
を
自
然
に
な
く
し
て
い

ノヘ、o

三

｢夢

･
花

･
ロ
ー
ド
岐

阜
｣
整
備
事
業
の
内
容

路 線 名 路線愛称名

一般国道 19号 美濃焼街道19

一般国道 21号 夢花街道21

一般国道 22号 22鏑濕
一般国道 41号 繃繃一般国道156号 156範桜流清

一般国道258号 郷道郷水

1

各
路
線
毎
に
愛
称
を
付
与

各
事
務
所
の
広
報
紙
、
ま
た
は
ラ

ジ
オ
に
お
け
る
国
道
の
愛
称
募
集

(イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
)
に
よ
り
、
さ
ま

ざ
ま
の
方
々
か
ら
多
数
の
応
募
を
頂

き
、
そ
の
中
か
ら
協
議
会
に
お
い
て
、

道
路
に
愛
着
と
親
し
み
を
持
っ
て
も

ら
う
観
点
か
ら
0
0
街
道
に
統
べ

ま
た
各
路
線
毎
に
沿
線
自
治
体
か
ら

の
意
見
を
踏
ま
え
、
次
の
様
に
路
線

愛
称
を
決
定
し
た

(図
1
)。

2

路
線
毎
の
主
と
な
る
花
木
や
草

花
を
設
定

路
線
を
整
備
単
位
と
し
て
い
る
た

め
、
ま
ち
と
ま
ち
を
結
ぶ
こ
と
と
な

り
長
距
離
と
な
る
こ
と
か
ら
、
生
育

環
境
も
背
景
の
景
観
も
多
彩
で
あ
る
。

こ
れ
に
合
わ
せ
た
適
切
な
路
線
を
象

徴
す
る
主
幹
木
、
地
区
毎
の
個
性
を

生
か
し
た
花
の
生
る
副
木
及
び
草
花

　　　
　

　　

　礬
1 岐阜県内6路線の愛称と植栽される主幹木

を
協
議
会
に
お
い
て
、
各
路
線
毎
に

沿
線
自
治
体
等
の
意
見
を
踏
ま
え
設

定
し
た
。

印

各
路
線
の
主
幹
木
の
設
定

一
般
国
道
一九
号
…
ハ
ナ
ミ
ズ
キ

当
路
線
は
、
東
濃
地
方
の
主
要

都
市
を
結
ぶ
道
路
と
し
て
機
能
し
、

通
過
す
る
地
域
を
連
携
し
生
活
及

び
経
済
を
支
え
る
幹
線
道
路
で
あ

クスノキ



る
。
沿
道
状
況
は
、
市
街
部
と
地

方
部
が
交
互
に
生
じ
、
全
体
に
は

自
然
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
地
域
の
背
景
に
溶
け
込
む
樹

木
と
し
て

｢
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
｣
と
し

た

(写
真
1
)
。

一般
国
道
二
三
百

ク
ス
ノ
キ

当
路
線
は
、
岐
阜
県
第
一
･
第

二
の
都
市
で
あ
る
岐
阜
市
、
大
垣

市
を
は
じ
め
と
し
、
各
務
原
市
、

美
濃
加
茂
市
と
人
口
一
〇
万
人
以

上
の
都
市
を
連
携
し
交
通
量
も
多

い
こ
と
等
か
ら
、
市
街
地
を
背
景

と
し
た
一
般
に
強
健
で
土
壌
の
貧

栄
養
や
水
分
不
足
等
の
都
市
環
境

に
対
す
る
適
応
力
が
大
き
い
高
木

そぎ
総
-迩ま

　　
　
　
　

と
し
、
ま
た
都
市
景
観
を
創
造
し

や
す
い
常
緑
樹
と
し
、
｢
ク
ス
ノ

キ
｣
と
し
た

(写
真
2
)
。

一般
国
道
二
二
号
…
エ
ノ
キ

当
路
線
は
、
岐
阜
市
と
名
古
屋

市
を
結
ぶ
大
幹
線
道
路
で
あ
り
、

交
通
量
も
非
常
に
多
い
こ
と
等
か

ら
三
一
号
同
様
、
都
市
環
境
に
対

す
る
適
応
力
が
大
き
い
高
木
と
し
、

ま
た
当
路
線
は
幅
員
が
広
い
こ
と

か
ら
、
横
張
の
重
厚
な
樹
形
を
植

生
す
る

｢
エ
ノ
キ
｣
と
し
た

(写

真
3
)0

一般
国
道
四
一
号
…
モ
ミ
ジ

常
緑
樹
の
多
い
一
般
国
道
四
一

号
の
中
で
、
新
緑
、
紅
葉
、
落
葉

ミ
サ

　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　　　

んきき
名.･終
も
ぎ

と
四
季
の
変
化
が
あ
り
、
色
彩
的

な
変
化
が
得
ら
れ
る
樹
木
と
し
た
。

ま
た
、
一
般
国
道
四
一
号
は
、
岐

阜
県
内
を
南
北
に
縦
断
し
、
気
象

条
件
の
異
な
っ
た
地
域
を
通
過
し

て
お
り
、
紅
葉
時
等
に
お
い
て
地

域
的
な
色
彩
の
変
化
が
楽
し
め
る

樹
木
と
し
て

｢
モ
ミ
ジ
｣
と
し
た

(写
真
4
)。

一般
贓
迫
一五
十合
言
ヤ
マ
ザ
ク
ラ

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
山
岳

写真4 モミジ

写真2 クスノキ

　
　

工

酪

う3

、1

真

“

写

シリーズ/ あの道 この道



地
域
を
縦
断
す
る
こ
と
よ
り
、
こ

町
と
、
主
に
見
晴
し
が
き
く
平
坦

れ
ら
と
調
和
し
た
美
し
い
花
を
つ

な
郊
ト
b
を
涌
渦

る
こ
と
よ
り

写真5 ヤマザクラ

け
る
高
木
と
し
た
。
ま
た
、
近
年

映
画
も
製
作
さ
れ
た
が
、
一
般
国

道
一
五
六
号
沿
線
に
は
桜
が
数
多

く
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
白
鳥

以
北
の
県
管
理
区
間
の
花
街
道
に

お
い
て
も
サ
ク
ラ
を
主
幹
木
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら

｢
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
｣
と
し
た

(写
真
5
)
。

一般
国
道
二
五
八
号
"
ア
メ
リ
カ
フ
ウ

県
南
部
の
大
垣
、
養
老
、
南
濃

　
　　

　

　
　

　
　

　　　　
　
　　
　
　

　
　

　
　
　　

　　　

　
アメリカフウ

　
　

　　　　

　
　
　

黛

写

な
郊
外
地
を
通
過
す
る
こ
と
よ
り
、

樹
幹
が
直
に
伸
び
、
樹
形
も
端
正

に
整
う
高
木
と
し
た
。
ま
た
、
三

川
、
輪
中
と
い
っ
た
水
が
多
い
地

域
性
か
ら
、
水
辺
景
観
と
よ
く
調

和
し
た
樹
木
と
し

｢
ア
メ
リ
カ
フ

ウ
｣
と
し
た

(写
真
6
)
。

②

副
木
及
び
草
花
の
設
定

副
木
･
草
花
は
次
の
定
義
に
準
じ
、

各
地
域
別
に
そ
の
地
域
性
を
考
慮
し

た
樹
木
及
び
草
花
を
設
定
す
る
こ
と

と
し
た
。

･
主
幹
木
ま
た
は
補
幹
木
間
の
下

に
植
生
さ
せ
る
も
の
で
、
樹
高

が
比
較
的
低
い
潅
木
及
び
草
花

と
す
る
。

･
美
し
い
道
路
空
間
の
創
造
の
た

め
花
を
つ
け
る
樹
木
及
び
草
花

と
す
る
。

四

整
備
事
業
計
画

整
備
箇
所
は
六
路
線
を
合
わ
せ
た

県
内
総
延
長
距
離
四
四
〇
如
の
う
ち
、

各
路
線
延
長
を
考
慮
し
、
こ
の
う
ち

地
域
の
顔
と
な
る
沿
道
部
分
や
、
交

通
結
節
点
に
重
点
的
に
植
栽
す
る
こ

と
と
し
、
地
元
の
要
望
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
景
観
の
向
上
、
植
栽
ス

ペ
ー
ス
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

整
備
優
先
度
の
高
い
箇
所
か
ら
整
備

を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

年
度
計
画
と
し
て
は
、
毎
年
約
一

〇
如
程
度
の
整
備
を
行
う
こ
と
を
目

標
と
し
整
備
を
進
め
、
第
=
次
道
路

整
備
五
箇
年
計
画
期
間
に
五
〇
如
の

整
備
を
目
途
に
実
施
を
図
る
。
ま
た
、

引
き
続
き
次
期
五
箇
年
計
画
以
降
も

事
業
の
推
進
を
図
る
。

平
成
五
年
度
は
総
延
長
約
一
二
痴

に
つ
い
て
整
備
を
行
い
、
総
事
業
費

は
一
億
七
千
万
円
を
予
定
し
て
い
る
。

五

一
体
的
な
整
備
方
策

美
し
い
道
路
空
間
づ
く
り
を
図
る

と
と
も
に
、
魅
力
あ
る
故
郷
づ
く
り

を
創
造
す
る
た
め
、
国
、
沿
線
市
町

村
の
行
政
機
関
、
ま
た
は
民
間
団
体

(花
の
愛
好
団
体
)
等
が
複
合
的
に

結
び
付
き
整
備
、
維
持
管
理
を
行
っ

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

六

お
わ
り
に

｢夢

･
花

･
ロ
ー
ド
岐
阜
L
整
備

事
業
の
益
々
の
推
進
を
図
る
に
は
、

道
路
利
用
者
及
び
沿
線
地
域
住
民
の

方
々
に
、
四
季
お
り
お
り
の
道
路
景

観
の
変
化
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
様
な

整
備
、
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
道
路
に

愛
着
を
も
っ
て
も
ら
い
、
地
域
の
ゆ

と
り
の
空
間
と
し
て
の
道
路
利
用
を

期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
後
は
路
線
を
象
徴
す
る

様
な
標
識
の
設
置
、
雷
節

花
･

ロ
ー
ド
岐
阜
｣
整
備
事
業
の
宣
伝
及

び
啓
豪
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
取
り

組
み
、
地
域
全
体
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
様
事
業
の
展
開
を
計
っ
て
い
く

方
針
で
あ
る
。



は
じ
め
に

山
形
県
は
、
本
州
東
北
部
の
日
本

海
側
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。
北
は

秋
田
県
、
東
南
は
宮
城
･
福
島
の
両

県
、
西
南
は
新
潟
県
に
そ
れ
ぞ
れ
隣

接
し
、
総
面
積
で
は
全
国
第
九
位
の

広
さ
の
県
で
す
。
そ
の
名
の
と
お
り

吾
妻
山
･
蔵
王
連
峰
･
月
山
･
鳥
海

山
な
ど
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
県
の
ほ

ぼ
中
央
を
奥
羽
山
脈
を
源
と
す
る
母

な
る
川

｢最
上
川
｣
が
貫
流
し
、
日

本
海
に
注
い
で
い
ま
す
。

山
形
県
で
は
、
こ
う
し
た
豊
か
な

自
然
を
い
か
し
な
が
ら
、
う
る
お
い

と
活
力
に
み
ち
た
魅
力
あ
る
県
土
づ

く
り
を
す
す
め
る
た
め
、
古
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
理
想
郷
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を

未
来
社
会
の
観
点
で
再
構
築
し
た

｢新
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
山
形
｣
を
基
本
目

標
に
三
一
世
紀
に
向
け
た
地
域
整
備

に
取
り
く
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ハ
ー

モ

ニ
ー

&
ビ
ユ
ー

テ
ィ
の
道
づ
く
り

こ
う
し
た

｢新
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
山

臺
霊

/宮城県
　
　　

形
｣
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路

整
備
の
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ

ど
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、
山
形
県
の
地

域
ら
し
さ
の
基
本
は
、
山
･
川
･
海

と
い
っ
た
豊
か
な
自
然
の
美
し
さ
で

なけ

麒

あ
切

編

で
大

字
を

)
′

B
、
′

＼

~

と
げ

′
＼

＼
＼

字

捌

＼

}
ノ

H
挟

･

状
さ

…

ノリ
･し

ィ- とは、 山形県の骨格道路網の形状がH 字と B 字であることと、 今後
との調和 (Harm ony ) と自然の美しさ (Beauty) を大切にすることが必
表現しています。

新潟県

と
調
現

一
の
表

ィ
と
を

　
　
　

魚

ュ
、
テ

　
　　　

m

一
り
と

m

ニ
く
る

機
モ
づ
あ

一
道
で

1

ハ
の
要

図

す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
県
で

は
、
自
然
と
調
和

(
ハ
ー
モ
ニ
ー
)

し
た
道
づ
く
り
、
自
然
の
美
し
さ

(ビ
ュ
ー
テ
ィ
)
を
い
か
し
た
道
づ

く
り
、
す
な
わ
ち
ハ
!
モ
ニ
ー
&

ビ
ュ
ー
テ
ィ
を
テ
ー
マ
に
道
づ
く
り

64 道行セ 93,12

山形県土木部道路維持課長 富樫 英
　 　シリニズ 鬱②鱸 呂②逼

豊かな自然と出合うみち



を
す
す
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
て
、
現
在
、
県
の
管
理
し
て
い

る
道
路
は
、
国
道

一
一
路
線
五
八

〇
蹴
、
主
要
地
方
道
四
七
路
線
、
八

九
三
蹴
、
一
般
県
道
二
二
〇
路
線
一
、

四
五
六
如
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
本

県
観
光
地
へ
の
主
要
な
ア
ク
セ
ス
道

路
と
な
っ
て
い
る
有
料
道
路
に
つ
い

て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

山
形
県
の
有
料
道
路

本
県
に
お
け
る
有
料
道
路
事
業
は
、

昭
和
三
五
年
七
月
、
日
本
道
路
公
団

が
着
工
し
た

｢蔵
王

エ
コ
ー
ラ
イ

ン
｣

に
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

蔵
王
エ
コ
ー
ラ
イ
ン
は
、
歌
人

･

斉
藤
茂
吉
の
故
郷
、
本
県
上
山
市
か

ら
、
霊
峰
蔵
王
山
を
経
て
、
宮
城
県

を
結
ぶ
山
岳
観
光
道
路
で
、
昭
和
三

七
年
に
開
通
し
ま
し
た
。
開
通
に
よ

り
奥
羽
山
脈
で
分
断
さ
れ
て
い
た
太

平
洋
側
と
の
交
流
が
一
段
と
活
発
に

な
り
観
光
、
産
業
、
経
済
等
あ
ら
ゆ

る
分
野
で
地
域
に
新
し
い
光
を
与
え

ま
し
た
。
特
に
、
観
光
客
の
増
加
は

著
し
く
、
日
本
三
景
の
一
つ
松
島
を

訪
れ
る
観
光
客
の
多
数
を
、
本
県
の

観
光
地
、
上
山
温
泉
郷
や
、
出
羽
三

山
等
へ
誘
客
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

こ
う
し
た
蔵
王
エ
コ
ー
ラ
イ
ン
の

開
通
に
よ
る
観
光
客
の
増
加
は
、
蔵

王
観
光
の
中
核
と
な
る
蔵
王
温
泉
へ

の
ア
ク
セ
ス
道
路
の
必
要
性
へ
と
つ

な
が
り
、
昭
和
三
九
年
に
は
、
県
営

有
料
道
路

｢蔵
王
ラ
イ
ン
｣
が
着
工

さ
れ
、
昭
和
四
〇
年
開
通
後
、
昭
和

五
六
年
県
営
か
ら
、
山
形
県
道
路
公

社
に
り
き
継
が
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

昭
和
六
〇
年
に
は
蔵
王
エ
コ
ー
ラ
イ

ン
と
同
時
に
、
無
料
開
放
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
主
要
地
方
道
上
山
川
崎
線
、

一
般
県
道
蔵
王
温
泉
永
野
線
と
し
て
、

蔵
王
観
光
の
重
要
路
線
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
県
の
南
部
に
は
、
昭
和
四

八
年
開
通
し
た

｢西
吾
妻
ス
カ
イ
バ

レ
ー
｣
が
あ
り
ま
す
。西
吾
妻
ス
カ
イ

バ
レ
ー
は
、
本
県
米
沢
市
と
福
島
県

の
裏
磐
梯
を
結
ぶ
道
路
で
、
特
に
紅

葉
の
季
節
の
景
観
は
ド
ラ
イ
バ
ー
に

絶
賛
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
ら
に
、
同
年
一
一
月
に
は
、
県

北
部
鳥
海
山
の
観
光
開
発
の
基
軸
と

し
て
、
｢鳥
海
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン
｣
が

開
通
し
ま
し
た
。
別
名
出
羽
富
士
と

呼
ば
れ
る
鳥
海
山
の
中
腹
を
走
り
、

本
県
遊
佐
町
と
秋
田
県
象
潟
を
結
ぶ

延
長
三
四
･
六
如

(山
形
県
側

一

人
･
一
如
)
の
道
路
で
、
県
境
付
近

か
ら
の
日
本
海
の
眺
望
は
、
息
を
の

む
美
し
さ
で
す
。

昭
和
六
一
年
に
は
、
高
速
自
動
車

道
の
整
備
が
進
む
に
つ
れ
、
観
光
客

の
行
動
範
囲
が
広
が
る
中
、
工
事
着

工
中
の
県
内
初
の
高
速
自
動
車
道
、

東
北
横
断
自
動
車
道
酒
田
線
と
蔵
王

温
泉
を
最
短
で
結
ぶ
西
蔵
王
高
原
ラ

イ
ン
が
開
通
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
平
成
三
年
七
月
、
東

北
横
断
自
動
車
道
酒
田
線
村
田
ジ
ャ

ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
寒
河
江
イ
ン
タ
ー

間
五
三
如
の
開
通
に
よ
り
、
全
国
の

高
速
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
結

し
て
以
来
、
蔵
王
観
光
の
主
軸
と
し

て
、
四
季
を
通
じ
活
用
さ
れ
て
い
る

西
蔵
王
高
原
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
詳

し
く
紹
介
し
ま
す
。

樹
氷
ス
キ
ー
の
メ
ッ
カ
蔵

王
へ
向
か
う
道
･
西
蔵
王

高
原
ラ
イ
ン

西
蔵
王
高
原
ラ
イ
ン
は
、
全
長
一

三

･
二
如
の
う
ち

一
0
･
五
如
を
有

料
道
路
と
し
て
山
形
県
道
路
公
社
が
、

そ
の
前
後
二
･
七
如
を
有
料
道
路
関

連
事
業
と
し
て
県
が
整
備
し
た
道
路

で
す
。
近
年
の
観
光
レ
ク
リ
ェ
ー

シ
ョ
ン
需
要
は
、
自
然
志
向
、
健
康

志
向
、
体
験
志
向
等
と
質
的
に
変
化

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
高
速
自
動

車
道
の
整
備
は
、
行
動
範
囲
を
拡
大 写真 1 鳥海ブル-- ラインン

ヤ行　

　

　

　　海鳥



大
平
橋

泉
瀧
橋

西
蔵
王
ト
ン
ネ
ル

大
沢
橋

至

し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、

よ
り
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
に
全

県
を
あ
げ
て
取
り
く
ん
で
い
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
特
に
年
間
五
〇
〇
万
人

を
超
え
る
観
光
客
が
訪
れ
る
蔵
王
を

さ
ら
に
魅
力
あ
る
観
光
地
と
す
る
た

め
、
高
速
自
動
車
道
の
整
備
と
あ
わ

せ
、
蔵
王
と
首
都
圏
を
、
最
短
の
時

間
、
距
離
で
結
ぶ
道
路
と
し
て
整
備

さ
れ
ま
し
た
。

当
路
線
は
、
主
要
地
方
道
蔵
王
公

園
線
、
山
形
市
同
志
平
を
起
点
と
し
、

国
道
二
八
六
号
、
山
形
市
妙
見
寺
を

結
ぶ
路
線
で
す
。
国
道
二
八
六
号
か

ら
の
二
･
二
如
は
、
有
料
道
路
関
連

　　　図

事
業
で
県
が
施
工
し
、
県
施
工
区
間

内
の
妙
見
寺
橋
に
は
、
積
雪
寒
冷
地

の
た
め
床
版
に
電
熱
線
を
埋
設
し
融

雪
対
策
を
施
し
て
お
り
ま
す
。
氷
点

下
に
な
れ
ば
、
自
動
的
に
作
動
し
、

冬
期
間
の
交
通
確
保
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
有
料
道
路
区

間
に
入
り
、
道
を
進
む
と
家
屋
連
担

地
域
に
入
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
が
、

蔵
王
国
定
公
園
の
西
端
、
西
蔵
王
地

区
で
す
。
地
形
上
の
関
係
か
ら
既
存

道
の
改
良
で
施
工
し
た
た
め
一
般
的

な
有
料
道
路
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
っ

た
印
象
を
も
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

道キ〒セ 93.12
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写真 3 観松平

こ
の
西
蔵
王
地
区
は
、
修
験
の
山

竜
山
の
麓
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
そ

の
昔
、
和
銅
元
年
慈
覚
大
師
に
よ
っ

て
竜
山
は
開
山
さ
れ
、
正
嘉
二
年
北

条
時
頼
に
よ
り
閉
山
さ
れ
る
ま
で
、

修
験
の
地
と
し
て
、
三
百
坊
石
鳥
居
、

霊
山
神
社
、
胎
内
め
ぐ
り
等
が
あ
り
、

散
策
路
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
付

近
に
は
、
三
本
木
沼
、
古
竜
沼
な
ど

の
湖
沼
群
が
あ
り
、
夏
に
は
、
県
内

外
か
ら
多
く
の
キ
ャ
ン
パ
ー
が
訪
れ

に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
今
年
の
四
月
に
は
、
山

形
市
制
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
の
一

環
と
し
て
建
設
さ
れ
て
い
た
山
形
市

野
草
園
が
開
通
し
ま
し
た
。
同
園
は
、

自
然
と
人
間
と
の
共
生
を
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
に
、
自
然
と
ふ
れ
あ
い
、

植
物
を
愛
し
育
て
、
花
と
緑
あ
ふ
れ

る
ま
ち
づ
く
り
を
ね
ら
い
と
し
て
造

成
さ
れ
た
も
の
で
、
総
面
積
は
約
二

六

･
五
m
あ
り
ま
す
。
園
内
に
は
、

蔵
王
山
系
に
自
生
す
る
山
野
草
、
樹

木
を
中
心
に
、
樹
木
二
三
〇
種
･
草

木
三
七
〇
種
、
植
栽
さ
れ
て
お
り
、

地
域
特
性
が
十
分
発
揮
で
き
る
施
設

内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

季
節
ご
と
の
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
し

ま
す
と
、
四
月
か
ら
五
月
上
旬
に
か

け
て
の
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
、
ザ
ゼ
ン
ソ

ウ
の
郡
生
、
七
月
か
ら
八
月
は
、
ク

リ
ン
ソ
ウ
の
群
落
、

一
〇
月
か
ら

一

一
月
に
は
、
世
界
の
ナ
ナ
カ
マ
ド
と

蔵
王
山
系
に
自
生
す
る
モ
ミ
ジ
等
が
、

雄
大
な
竜
山
の
四
季
の
変
化
の
中
で

楽
し
め
ま
す
。

山
形
市
野
草
園
を
後
に
、
蔵
王
温

泉
方
向
に
約
四
〇
0
m
車
を
す
す
め

る
と
料
金
所
で
す
。
本
道
路
は
、
国

定
公
園
区
域
内
を
通
過
し
て
い
る
こ

と
や
市
街
化
調
整
区
域
内
を
通
過
し

て
い
る
た
め
、
沿
線
に
民
間
の
ド
ラ

イ
ブ
イ
ン
等
の
施
設
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
料
金
所
に
は
、
管
理
事

務
所
と
休
憩
所
を
一
体
化
し
た
建
設

構
想
が
と
ら
れ
、
現
在
の
管
理
事
務

所
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

ス
キ
ー
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
早

朝
に
蔵
王
ス
キ
ー
場
に
向
う
ス
キ
ー

ヤ
ー
が
運
転
の
疲
れ
を
い
や
し
た
り
、

持
参
の
手
弁
当
で
く
つ
ろ
ぐ
姿
が
よ

く
見
う
け
ら
れ
ま
す
、

料
金
所
を
通
過
し
、
約
三
･
五
蹴

進
む
と
主
要
地
方
道
蔵
王
公
園
線
と

合
流
し
ま
す
。
合
流
地
点
を
左
折
し

さ
ら
に
約
一
･
五
如
進
む
と
、
本
県

の
代
表
的
観
光
地
蔵
王
の
中
核
蔵
王

温
泉
に
到
着
し
ま
す
。

蔵
王
温
泉
は
、
標
高
九
〇
0
m
、

蔵
王
連
峰
中
腹
に
湧
く
温
泉
で
、
古

く
は
奥
羽
三
高
湯
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
ま
し
た
。
蔵
王
は
、
夏
は
登
山
と

避
暑
、
冬
は
樹
氷
と
ス
キ
ー
の
メ
ッ

カ
と
し
て
に
ぎ
わ
い
、
四
季
を
通
じ

て
観
光
客
が
絶
え
ま
せ
ん
。

写真 4 蔵王のお釜

(春
)

残
雪
に
映
え
る
ウ
グ
イ
ス
色
の
新

緑
は
、
長
い
冬
の
眠
り
か
ら
さ
め
て

活
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
中
腹
に

あ
る
ド
ッ
コ
沼
、
蔵
王
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
樹
氷
高
原
駅
近
く
に
あ
る
観
松
平

周
辺
は
、
遊
歩
道
、
散
策
路
が
整
備

さ
れ
家
族
連
れ
に
最
適
で
す
。

(夏
)

心
地
よ
い
涼
風
に
吹
か
れ
な
が
ら

盃
湖
で
の
ボ
ー
ト
遊
び
。
ス
ポ
ー
ツ

施
設

(
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

･
グ
ラ
ン

ド
･
体
育
館
)
も
完
備
し
て
お
り
、

近
年
は
、
大
学
の
サ
ー
ク
ル
な
ど
の

利
用
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
マ



ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
も
楽
し
め
ま
す
。

(秋
)

真
紅
の
ナ
ナ
カ
マ
ド
、
カ
エ
デ
、

な
ど
の
紅
葉
と
杉
の
緑
が
織
り
な
す

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
絶
品
。

一
一
月
上

旬
ま
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
目
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

(冬
ご

冬
の
蔵
王
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も

世
界
一
の
モ
ン
ス
タ
ー

｢樹
氷
｣
、

パ
ウ
ダ
ー
ス
ノ
ー
の
ゲ
レ
ン
デ
は
、

初
心
者
か
ら
上
級
者
ま
で
、
各
種
の

変
化
に
富
ん
だ
コ
ー
ス
が
魅
力
で
す
。

特
に
延
長
八
蜘
モ
ン
ス
タ
ー
の
間
を

ぬ
っ
て
滑
る
樹
氷
コ
ー
ス
は
圧
巻
で

す
。
二
月

一
〇
日
か
ら
二
〇
日
ま
で

は
、
樹
氷
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
が
行
わ

れ
、
幻
想
的
な
樹
氷
が
見
ら
れ
ま
す
。

蔵
王
を
走
る
道
々

蔵
王
温
泉
か
ら
、
一
般
県
道
山
形

永
野
線

(旧
蔵
王
ラ
イ
ン
)
を
、
南

進
す
る
と
主
要
地
方
道
上
山
川
崎
線

に
合
流
し
ま
す
。
山
形
永
野
線
、
上

氷
義

樹

　　　

　　　
写真5 樹氷

山
川
崎
線
両
路
線
と
も
蔵
王
の
山
腹

を
ぬ
っ
て
走
り
ま
す
。
車
窓
か
ら
は

牧
歌
的
な
風
景
が
楽
し
め
ま
す
。

山
形
永
野
線
、
上
山
川
崎
線
の
合

流
点
を
蔵
王
山
頂
方
面
に
向
う
と
坊

平
高
原
に
着
き
ま
す
。
こ
の
一
帯
は

キ
ャ
ン
プ
場
、
ス
キ
ー
場
が
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
。
六
月
中
旬
に
は
、
レ

ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
が
咲
き
乱
れ
、
夏
は
家

族
づ
れ
の
キ
ャ
ン
プ
、
冬
は
、
ピ
ー

フ
ラ
ッ
ト
ス
キ
ー
パ
ー
ク
と
称
す
る

ス
キ
ー
場
と
な
り
ま
す
。
冬
期
間
は
、

こ
こ
ま
で
で
通
行
止
と
な
り
ま
す
。

坊
平
高
原
か
ら
、
約
二
〇
分
で
刈
田

岳
に
到
着
し
ま
す
。
山
頂
に
は
、
日

に
何
度
も
色
を
変
え
る
こ
と
か
ら
五

色
沼
と
呼
ば
れ
る
火
口
沼

(お
釜
)

が
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
水
を
た

た
え
て
い
ま
す
。

先
の
合
流
地
点
か
ら
、
主
要
地
方

道
上
山
川
崎
線
を
西
に
進
む
と
上
山

市
で
す
。
上
山
市
は
、
蔵
王
連
峰
を

間
近
に
仰
ぐ
温
泉
の
町
で
す
。
市
内

の
上
山
･
高
松
･
葉
山
の
三
つ
の
温

泉
を
総
称
し
、
上
山
温
泉
郷
と
呼
ば

れ
観
光
客
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

近
く
に
は
、
上
山
城
が
九
〇
年
は
ぶ

り
に
復
元
さ
れ
、
中
は
歴
史
資
料
館

と
し
て
よ
み
が
え
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
上
山
の
生
ん
だ
歌
人
、

斉
藤
茂
吉
記
念
館
も
あ
り
、
遺
墨
、

書
簡
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
茂
吉
の
創

作
活
動
を
偲
ば
せ
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
観
光
地
蔵
王
を
走
る
道
路

の
一
つ
に
、
主
要
地
方
道
蔵
王
公
園

線
が
あ
り
ま
す
。
山
形
市
街
と
蔵
王

温
泉
を
結
ぶ
路
線
で
す
。
国
道
一
三

号
を
、
山
形
市
蔵
王
半
郷
地
内
で
東

進
し
、
一
路
蔵
王
温
泉
を
め
ざ
し
ま

す
。
途
中
、
朱
塗
り
の
大
鳥
居
を
く

ぐ
り
、
カ
ー
ブ
ご
と
に
姿
を
か
え
る

山
形
市
街
の
ま
ち
な
み
を
バ
ッ
ク
ミ

ラ
ー
に
写
し
な
が
ら
、
約
二
〇
分
程

で
蔵
王
温
泉
に
到
着
で
す
。

も
う
一
路
線
蔵
王
を
走
る
道
路
が

あ
り
ま
す
。
一
般
県
道
蔵
王
堀
田
十

日
町
線
が
あ
り
ま
す
。
路
線
の
実
延

長
一
七
如
。
山
形
市
桜
田
地
内
、
国

道
一
三
号
か
ら
、
山
形
市
東
部
の
住

宅
地
街
を
通
り
、
西
蔵
王
高
原
ラ
イ

ン
を
結
ん
で
い
ま
す
。
沿
線
に
は
、

東
北
で
は
じ
め
て
の
芸
術
工
科
系
大

シリーズ/ あの道 この造



学
、
東
北
芸
術
工
科
大
学
が
平
成
四

年
四
月
開
校
し
、
キ
ャ
ン
パ
ス
を
小

脇
に
閻
歩
す
る
学
生
の
若
々
し
い
姿

が
見
う
け
ら
れ
ま
す
。

蔵
王
近
隣
の
観
光
地

(山
寺
)

山
寺
へ
は
、
蔵
王
温
泉
か
ら
主
要

地
方
道
蔵
王
公
園
線
で
、
国
道
一
三

号
を
利
用
す
る
コ
ー
ス
と
、
西
蔵
王

高
原
ラ
イ
ン
か
ら
国
道
二
八
六
号
を

経
由
し
国
道

一
三
号
を
利
用
す
る

コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
い
づ
れ
の

コ
ー
ス
を
と
っ
て
も
、
山
形
市
内
の

一
三
号
を
秋
田
県
方
向
に
北
進
し
、

山
形
市
大
野
目
交
差
点
で
右
折

(東

進
)
し
、
主
要
地
方
道
山
形
山
寺
線

で
二
〇
分
程
進
め
ば
東
北
の
名
刹
山

寺
に
到
着
で
す
。

山
寺
は
、
貞
観
二
年
慈
党
大
師
に

よ
り
開
基
さ
れ
ま
し
た
。
切
り
立
っ

た
凝
灰
岩
の
山
腹
に
は
重
要
文
化
財

の
根
本
中
堂
を
は
じ
め
、
数
多
く
の

堂
塔
伽
藍
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

俳
人
、
松
尾
芭
蕉

｢奥
の
細
道
｣
ゆ

か
り
の
地
で
、
｢静
け
さ
や
岩
に
し

み
入
る
蝉
の
声
L
の
蝉
塚
が
あ
り
ま

す
。
主
要
地
方
道
山
形
山
寺
線
の
終

点
か
ら
徒
歩
一
〇
分
、
参
道
入
口
か

ら
奥
の
院
ま
で
は
、
千
数
段
の
石
段

と
な
り
ま
す
。
老
木
の
間
か
ら
奇
岩

奇
石
を
な
が
め
な
が
ら
、
奥
の
院
ま

で
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
ド

ラ
イ
ブ
の
疲
れ
も
吹
き
飛
ん
で
し
ま

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

(天
童
温
泉
)

山
寺
か
ら
一
般
県
道
天
童
山
寺
公

園
線
を
西
へ
進
め
ば
、
古
く
か
ら
将

棋
駒
の
産
地
と
し
て
有
名
な
天
童
市

で
す
。
天
童
市
は
、
湯
の
里
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
国
の
九

五
%
を
生
産
し
て
い
る
駒
の
町
に
ふ

さ
わ
し
く
将
棋
会
館
が
あ
り
ま
す
。

市
内
の
歩
道
に
は
、
詰
将
棋
の
局
盤

が
何
カ
所
か
埋
め
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。

歩
道
に
立
ち
止
ま
り
、
次
の
一
手
を

考
え
て
い
る
観
光
客
の
姿
が
見
ら
れ

る
の
も
将
棋
の
町
な
ら
で
は
で
す
。

お
わ
り
に

こ
こ
で
は
、
本
県
観
光
の
中
核
と

な
っ
て
い
る
蔵
王
を
中
心
に
、
本
県

の
有
料
道
路
と
の
蔵
王
近
隣
の
道
路

を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
本
県
に
は
、

他
に
も
た
く
さ
ん
の
観
光
資
源
が
存

在
し
て
い
ま
す
。

秋
、
九
月
半
ば
を
過
ぎ
る
と
山
々

は
一
斉
に
色
づ
き
は
じ
め
、
山
頂
か

ら
は
じ
ま
っ
た
紅
葉
は
ゆ
っ
く
り
と

山
裾
を
お
り
て
き
ま
す
。
や
が
て
白

い
も
の
が
散
ら
つ
き
は
じ
め
、
拙
稿

が
皆
さ
ん
の
お
目
に
と
ま
る
三
一月

に
は
、
す
っ
か
り
黒
と
白

の
モ
ノ

ト
ー
ン
の
世
界
に
か
わ
り
、
雪
国
の

道
路
に
携
わ
る
も
の
に
と
っ
て
、
最

も
気
の
ぬ
け
な
い
季
節
を
迎
え
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
は
、
本
格
的

な
降
雪
期
を
目
前
と
し
て
除
雪
体
制

の
整
備
に
職
員
が
大
忙
し
の
状
況
で

す
が
、
今
後
と
も
冬
期
交
通
の
確
保

は
も
と
よ
り
、
年
間
を
通
じ
て
安
全

で
信
頼
性
の
高
い
道
路
づ
く
り
に
努

力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
皆
さ
ん
に
は
是
非
山
形

に
足
を
伸
ば
さ
れ
、
山
形
の
自
然
の

豊
か
さ
を
充
分
に
肌
に
感
じ
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
本
県
の
道
路
づ
く

り
に
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。



m
･
れ

緘
蛙
･
12

月
･日

世

界

の

動

き

○
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
は
公
定
歩
合
を
二
二
日
か
ら
○
･
五
%
幅
引

き
下
げ
、
年
五
･
七
五
%
と
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
利
下
げ
は
今

年
七
回
目
で
金
融
緩
和
の
姿
勢
を
一
層
強
め
た
。
ド
イ
ツ
経
済
は

東
西
統
一
以
来
、
イ
ン
フ
レ
傾
向
が
続
き
、
深
刻
な
景
気
後
退
に

直
面
、
こ
れ
が
欧
州
経
済
全
体
に
影
響
し
て
い
る
。

○
中
国
･
上
海
の
中
心
部
を
流
れ
る
黄
浦
江
に
か
か
る
揚
浦
大
橋

が
完
成
、
こ
の
日
、
開
通
式
が
行
わ
れ
た
。
同
大
橋
は
斜
張
橋
で
、

橋
本
体
の
長
さ
は
一
、
一
七
二
m
、
主
塔
の
高
さ
は
二
〇
八
m
。

総
工
費
は
約
二
三
億
元

(約
二
三
〇
億
円
)
で
九
一
年
四
月
に
着

工
。

○
米
商
務
省
発
表
の
今
年
第
三
･
四
半
期

(七
ー
九
月
)
の
国
内

総
生
産

(G
D
P
)
の
速
報
値
に
よ
る
と
、
前
期
比
の
実
質
成
長

率
は
年
率
二
･
八
%
に
達
し
た
。
前
期
の
年
率

÷
九
%
を
大
き

く
上
回
り
、
景
気
は
回
復
に
向
か
っ
て
い
る
。

○
米
財
務
省
が
九
三
会
計
年
度

(九
二
年
一
0
j
九
三
年
九
月
)

の
財
政
に
つ
い
て
発
表
。
赤
字
は
二
、
五
四
九
億
ド
ル
で
、
過
去

最
高
だ
っ
た
前
年
度
に
比
べ
=
÷
二
%
の
減
少
。

○
ロ
ン
ド
ン
条
約

(廃
棄
物
な
ど
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防

止
条
約
)
締
約
国
会
議
の
最
終
日
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
、
低

レ
ベ
ル
を
含
む
放
射
性
廃
棄
物
の
海
洋
投
棄
と
全
面
禁
止
と
、
産

業
廃
棄
物
の
海
洋
投
棄
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
条
約
改
正
案
を

採
択
し
た
。
採
決
に
は
英
、
仏
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
ベ
ル
ギ
ー
が

棄
権
。
改
正
を
受
け
入
れ
な
い
国
に
対
す
る
拘
束
力
は
な
い
。

事

項

m
･
2627

11
･
4

駒
月
･日

国

内

の

動

き

東
京
地
検
特
捜
部
が
鹿
島

(本
社
東
京
)
の
副
社
長
･
情
山
信
二

容
疑
者

全
ハ
七
)
を
贈
賄
容
疑
で
逮
捕
。
同
副
社
長
は
一
九
九
二

年
暮
れ
、
茨
城
県
が
計
画
し
て
い
る
県
庁
移
転
の
事
な
ど
の
受
注

で
、
竹
内
前
知
事
に
二
、
0
0
0
万
円
の
わ
い
ろ
を
手
渡
し
た
疑

い
。

○

｢臨
時
待
政
改
革
推
進
審
議
会
｣
(第
三
次
行
革
審
)
の
鈴
木
永

二
会
長
は
、
最
終
答
申
を
細
川
首
相
に
提
出
し
た
。
答
申
は
地
方

分
権
と
規
制
緩
和
を
柱
に
、
政
府
が
地
方
分
権
基
本
法
の
基
礎
と

な
る
大
綱
を
一
年
を
メ
ド
に
策
定
す
る
こ
と
や
、
来
年
度
中
に
規

制
緩
和
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

(行
動
計
画
)
を
策
定
す
る
よ
う

求
め
て
い
る
。

○
農
林
水
産
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
今
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け

て
の
長
雨
や
低
温
、
台
風
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
は
、
米
の
九
、

三
一
三
億
円
を
含
め
、
計
一
兆
二
、
三
三
億
円
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
一
九
八
〇
年
の
七
、
四
〇
〇
億
円
を
上
回
り
、
過
去
最
悪
。

○
連
立
与
党
の
整
備
新
幹
線
見
直
し
専
門
委
員
会
が
、
報
告
書
を

ま
と
め
、
政
策
幹
事
会
に
提
出
し
た
。
報
告
書
は
未
着
工
の
北
海

道
、
九
州
･
長
崎
ル
J
ト
な
ど
整
備
新
幹
線
五
線
全
線
に
つ
い
て
、

国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
位
置
づ
け
、
二
一
世
紀
初
頭
に
現
在

の
新
幹
線
と
同
じ
て
フ
ル
規
格
で
の
開
業
を
目
指
し
て
い
る
。

○
衆
院
へ
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
導
入
を
柱
と
す
る
政
治

改
革
関
連
の
修
正
政
府
策
が
、
衆
院
本
会
議
で
可
決
、
参
院
に
送

ら
れ
た
。

○
政
府
税
制
調
査
会

容
云
長
･
加
藤
寛
慶
大
教
授
)
は
、
税
制
改

正
の
答
申
を
細
川
首
相
に
提
出
。
所
得
税
の
減
税
と
消
費
税
率
の

ア
ッ
プ
が
柱
。

事

項

ロ鰄
月
･日

道
路
行
政
の
動

き

○
阪
神
高
速
湾
岸
線
堺
市
出
島
か
ら
泉
大
津
市
臨
海
町
間
八
･

○
如
が
開
通
。

0
政
府
は
、
道
路
構
造
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
閣
議
決

定
。
二
五
日
よ
り
施
行
。

○
五
十
嵐
建
設
大
臣
が
鈴
木
日
本
道
路
公
団
総
裁
に
三
四
区
間
一
、

一
八
四
蹴
に
つ
い
て
施
行
命
令
を
出
す
。

事

項
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　し

ま
い
か
ん

軍
艦
の
古
い
写
真
集
を
見
る
と
、
姉
妹
艦
と
い

う
の
が
あ
る
。
今
日
で
は
同
型
鑑
と
言
う
ら
し
い
。

日
本
で
は
戦
艦
大
和
･
武
蔵
が
有
名
で
あ
る
。
兄
弟

艦
と
言
わ
な
い
の
は
、
そ
っ
く
り
さ
ん
を
姉
と
妹
に

見
立
て
た
ま
で
ゞ
あ
る
。
武
張
っ
た
軍
艦
に
女
性
名

詞
の
発
想
が
面
白
い
。
お
そ
ら
く
海
軍
草
創
時
に
、

外
国
語
を
直
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
八
○
○
年
代
幕
末
の
頃
、
米
英
露
の
艦
隊
は
国

交
を
求
め
て
日
本
に
来
航
し
た
。
幕
府
は
軍
艦
を
並

べ
て
開
国
を
迫
る
烈
強
の
圧
力
に
、
抗
し
き
れ
な

か
っ
た
。
と
同
時
に
幕
閣
は
近
代
海
軍
の
必
要
を
痛

感
し
た
。
長
い
鎖
国
の
中
で
和
蘭
だ
け
は
、
長
崎

･えん

で
貿
易
を
許
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
緑
で
幕
府
は
和

蘭
に
近
代
軍
艦
の
建
造
を
依
頼
し
た
。
『幕
末
軍
艦

か
ん
り
ん

成
臨
丸
』
(文
倉
平
次
郎
著
、
中
公
文
庫
)
は
、
当

時
の
事
情
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
私
が
興
味
を

持
っ
た
の
は
、
艦
名
の
由
来
で
あ
る
。
こ
の
書
物
か

ら
本
稿
に
必
要
な
部
分
を
抜
き
書
き
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

か
ん
り
ん

ち
ょう
よ
う

一

和
蘭
製
の
軍
艦
成
臨
丸
、
朝
陽
丸
は
姉
妹
艦

か
ん
こう

で
新
造
艦
。
も
う
一
隻
の
観
光
丸
は
、
新
造

艦
完
成
ま
で
の
つ
な
ぎ
と
し
て
、
和
蘭
海
軍
か

幕
府
に
献
上
し
た
中
古
艦
で
あ
る
。
こ
の
三
隻

が
我
が
国
最
初
の
練
習
艦
と
な
っ
た
。

ニ

ー
八
六
〇
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
で
行
わ
れ
る
通
商

条
約
批
准
の
た
め
、
使
節
団
を
乗
せ
た
成
臨
丸

が
は
じ
め
て
太
平
洋
横
断
に
成
功
し
た
。
日
本

人
の
自
力
航
海
と
言
っ
て
も
艦
長
は
二
人
お

り
、
一
人
は
米
国
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
航
海
は

当
初
観
光
丸
の
予
定
が
、
出
港
直
前
に
威
臨
丸

に
変
更
さ
れ
た
。

さ
て
、
徳
川
三
〇
〇
年
の
鎖
国
政
策
は
、
海
外
の

文
物
に
目
を
閉
ざ
し
た
。
当
時

"見
ざ
る
。
聞
か
ざ

る
。
語
ら
ざ
る
"
の
三
猿
が
、
絵
や
彫
刻
と
な
っ
た

の
も
無
理
は
な
い
。
新
し
い
文
物
が
入
っ
て
来
な
い

以
上
、
従
来
の
も
の
を
深
く
つ
き
つ
め
、
独
自
の
文

化
を
作
る
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
。
宗
教
や
倫
理
も

例
外
で
な
か
っ
た
。人
の
生
き
る
道
を
説
く
倫
理
は
、

古
代
支
郡
学
、
即
ち
四
書
五
経
に
よ
る
教
育
が
徹
底

し
た
。
従
っ
て
こ
れ
ら
書
物
の
内
容
は
江
戸
期
の
知

識
層
の
常
識
に
な
っ
て
い
た
。
現
代
の
英
語
圏
文
化

の
吸
収
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
が
国
最
初
の
軍

艦
に
観
光
丸
、
成
臨
丸

(易
経
)、
朝
陽
丸

(詩
経
)

の
艦
名
を
付
け
て
も
、
至
極
常
識
的
な
も
の
と
受
取

ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

地
沢

易
経
六
四
卦
の
一
つ
に
薹
ニ臨

(ち
た
く
り
ん
)

の
卦
が
あ
る
。
こ
の
卦
は
上
か
ら
下
を
の
ぞ
む
こ
と

を
説
い
て
い
る
。
臨
席
、
臨
場
、
臨
床
の
語
源
で
あ

か
ん
り
ん

ち
り
ん

と
ん
り
ん

る
。
の
ぞ
む
手
段
を
成
臨

知
臨

敦
臨
な
ど
に

区
別
し
て
い
る
。
成
臨
丸
は
一
番
は
じ
め
の
｢威
臨

皇
ど
か
ら
と
っ
て
い
る
o
議

観
舎
ぅ
ち
か
ん
)

は
臨
と
反
対
に
、
下
か
ら
上
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。

天
象
の
観
測
の
よ
う
に
見
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
見

上
げ
る
方
法
は
童
観
、
閾
観

観
光
な
ど
に
区
別

さ
れ
る
。
観
光
丸
は
観
二
国
之
光
一、
利
三
用
賓
二
干

王
一
(国
の
光
を
見
る
。
も
っ
て
王
の
賓
た
る
に
よ

る
し
)
か
ら
と
っ
た
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
臨
と
観
の

象
は
城鷲

虱
電
上
下
逆
転
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に

気
付
か
れ
よ
う
。
そ
れ
ま
で
帆
船
し
か
知
ら
な
か
っ

た
国
民
が
、
蒸
気
機
関
で
航
行
す
る
大
型
艦
を
見
た

と
き
、
外
国
の
威
力
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
和
蘭

軍
艦
を
譲
り
受
け
た
と
き
、
国
の
光
を
み
る
観
光
と

名
付
け
た
気
持
が
わ
か
る
。
観
の
名
が
出
れ
ば
、
そ

の
反
対
、
臨
は
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
。
た
だ
観
の
卦

は
衰
運
に
向
う
象
で
あ
る
。
太
平
洋
の
横
断
は
盛
運

の
象
が
あ
る
成
臨
丸
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
度
臨
の
象
出
馨
を
見
て
み
た
い
。
龍
の

波
を
け
っ
て
進
む
檻
に
二
人
の
艦
長
=
が
い
た
。
一

人
は
勝
麟
太
郎
、
も
う
一
人
は
米
国
海
軍
の
プ
ル
ー

ク
大
尉
で
あ
っ
た
。

(端
)




